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１．概 要 

1.1 目 的 

水力発電は、二酸化炭素（CO２）を排出しないクリーンな自然エネルギーであり、積極的な

開発が求められているところですが、近年の電力自由化、国民一般の環境意識の高まりや必要

性の理解不足等の問題から、必ずしも円滑に進展していない状況にあります。 

一方、我が国では1997年12月に開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議（COP3）の結

果（京都議定書：2005年２月発効）を受け、脱化石燃料化に向けた「新エネルギー利用等の促

進に関する特別措置法（ＲＰＳ法）」が2003年４月施行されました。 

脱化石燃料化に当たっては、分散型エネルギーである新エネルギーの導入を促進する必要が

ありますが、これらは、地域特性を十分に考慮して進めることが重要であり、その意味で地方

公共団体（市町村等）の果たす役割が大きく、地元主導の積極的な開発推進が求められていま

す。 

このような中、水力エネルギーの賦存する市町村においては、新エネルギーとともに、自家

消費型の水力開発を地域のエネルギー整備計画（地域新エネルギービジョン策定等事業）に盛

り込むなど、事業化に向けた具体的な計画が推進され始めています。 

今後は、エネルギーセキュリティの確保・地球温暖化防止等の観点から、全国各地における

水力開発が非常に重要となりますが、地方公共団体においてはその経験が乏しいことから独自

の計画・推進は難しい状況にあります。 

本書は、地方公共団体の方々が、地域に水力発電所を開発される場合の手引きとして、調査

計画段階から建設・保守に至るまで、一連の流れを実務的に分かり易く解説したものです。 

 

1.2 ハイドロバレー計画とは 

全国の市町村などの地方公共団体による自家消費型の水力発電所の開発計画を「ハイドロバ

レー計画」といいます。これは、水力エネルギーを地域の特性に合わせて開発し、地域振興に

役立てようとするもので、小規模の水力発電所を核として地域の活性化や夢のあるふるさとづ

くりの一翼を担うものです。 

ここでは、自前でつくる電力を利用（自家消費）することにより、地域の特色を活かした地

場産業の魅力が向上するとともに、新たな活力が生まれます。更に、CO２を排出しないクリー

ンエネルギーの開発により、地球環境問題の改善にも貢献します。 

ハイドロバレー計画では、農業用水や上・下水道、砂防えん堤など既設設備の未利用落差を

有効活用することにより、自然に優しい経済的にも優れる発電所の開発が可能となります。 

開発に当たっては、国が設けた各種の促進制度や助成制度があり、これらを利用することに

より初期投資の負担を軽減でき、そして、稼働後は地域経済に大きく貢献する施設となります。 
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２．水力開発の現状と促進制度 

2.1 水力開発の意義 

我が国は世界有数のエネルギー消費国であり、依然として一次エネルギー供給の約８割を輸

入に依存するという極めて脆弱なエネルギー構造を持っています。このため、エネルギーセキ

ュリティ面の観点から、エネルギーの安定供給を確保することは引き続き重要な政策課題とな

っています。 

また、地球温暖化問題に代表される地球的規模の環境問題は、国際的にも具体的な対応を迫

られる時代に入ってきており、エネルギー供給面の対応策として、CO２を排出しないエネルギー

の導入促進の必要性はますます高まってきています。 

我が国の経済社会及び国民生活の維持発展、更には、地球的規模の環境問題への貢献を行っ

ていくためには、長期的視点に立った総合的な資源エネルギー政策の一環として、非化石エネ

ルギーの開発・導入を推進していくことが必要であり、クリーンな国産エネルギーの主力であ

る水力エネルギー開発の重要性を再認識していく必要があります。 

 
2.2 水力開発の効果 

水力発電はCO２を排出しないクリーンな再生可能エネルギーであり、電力の安定供給の確保、

地球温暖化問題への対応等の観点から、地域に眠る貴重な水力資源として開発されるべき重要

な自然エネルギーです。 

 

2.2.1 石油代替エネルギーとしての水力 

我が国では、これまでに二度の石油危機を経験したほか、自国内に有望なエネルギー資源

を有しておらず、エネルギー供給の約８割を海外からの輸入に依存していることから、省エ

ネルギーの推進、石油代替エネルギーの開発・導入が重要な課題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.2.1 主要国のエネルギー輸入依存度 
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一次エネルギー総供給量の約５割を占める石油については、中東地域からの輸入に大きく

依存しており、きわめて脆弱な供給構造の上に置かれています。また、国際的なエネルギー

需給動向においても、今後はアジアを中心とした途上国のエネルギー需要が今後増大してい

くものと予想されており、国際的なエネルギー需給を巡る動向の不安定性が指摘されていま

す。このようなことから、今後とも石油代替エネルギーの開発・導入の促進を図り、エネル

ギーの安定供給を確保することが我が国にとって必要不可欠です。 

水力資源は、クリーンで無限に再生可能な純国産エネルギーであり、わが国の一次エネル

ギー供給量の3.2％（平成14年度）、純国産一次エネルギーの約５割を占めています。また、

化石エネルギーの消費を一次エネルギー換算で4.1％（原油換算で約4,200億円/年）抑制す

るなど水力は現在においても極めて重要な役割を果たしています。 

最大出力500kW(キロワット)の水力発電所を建設し、仮に年間を通じて50％の発電が可能

とすれば、年間に発電できる電力量は、500kW×365日×24時間×0.5＝2,190,000kWhとなり

ます。石油火力発電所における１kWh当たりの石油の消費量は0.26kl(キロリットル)ですの

で、この水力発電所の建設によって節約できる石油の量は１年間に569,400kl、ドラム缶で

2,847本の石油を節約できることになります。 

 

2.2.2 CO２を排出しないクリーンな自然エネルギーとしての水力 

地球温暖化の大きな要因であるCO2は、化石燃料の燃焼に伴って排出され、我が国から温

室効果ガスのほとんどを占めています。各種電源ごとのCO２排出量（メタンを除く）を示す

と、以下のとおりになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.2.2 発電別二酸化炭素(CO2)排出量 

1kWh 当たりの CO２排出量 
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非化石エネルギーを利用する水力発電は、発電所の建設等によって間接的にCO2が発生し

ますが、発電に伴った直接的なCO2の排出はなく、各種電源の中で最もCO2を排出しない極め

て優れたクリーンなエネルギーです。 

また、大地に降り注いだ雨や雪は、川を下って海へと流れ、蒸発し、雲となります。雲は

再び大地に雨や雪を降らせます。このように水は永遠になくなることのない、繰り返し使え

る再生可能エネルギーです。 

地球温暖化問題への対応等から、我が国において今後とも水力発電の開発促進を図ってい

く必要があります。 

 

2.2.3 ローカルエネルギーとしての水力 

中小規模の水力発電所の適地は、一般的に山間僻地に点在するため、系統運用上からロー

カル需要に対処する供給源としての機能も期待できます。 

例えば、出力500kWの水力発電所では、一般家庭約150世帯（１世帯当たり30Ａとして）の

使用電力に相当します。 

 

2.2.4 長期的に安定かつ低廉な水力 

水力発電は、初期の発電原価（１kWh発電するのに要する費用）は高いものの、長期的に

は安定、かつ、低廉な電源です。表2.2.1に各種電源別の建設費用に対する初期の発電原価

を示します。水力発電所の建設に当たっては補助金制度があり、仮に３割の補助金を投入す

れば、発電原価は、 

13円/kWh×0.7＝9.1円/kWh 

となり、他の電源と同程度又は低廉で、原子力発電や火力発電と遜色のない発電原価になり

ます。 

表2.2.1 電源別耐用年における初期の発電原価（発電端kWh当たり単価） 

電   源 原子力 LNG火力 石炭火力 石油火力 一般水力 地熱 風力 太陽光 

発 電 原 価 ９円程度 ９円程度 10円程度 10円程度 13円程度 16円程度 16円程度 67円程度

燃料費割合 ２割程度 ５割程度 ３割程度 ６割程度 ０ ０ ０ ０ 

 

また、水力発電の経過年数における発電原価の推移を示すと図2.2.3のイメージのように

なります。 

なお、この図において、１年目より２年目の発電原価が高くなっているのは、固定資産税

の課税の関係によるものであり、経過年数とともに発電原価が等差的に安くなっていくのは、

のは、減価償却に伴う資産（資本費）の減少によるものです。 



- 2-4 - 

 

 

 

 

 

 

 

図2.2.3 水力発電所の発電原価の推移イメージ図 

 

2.2.5  未開発地点の豊富な水力 

平成16年３月末現在における我が国の一般水力の包蔵水力は、表2.2.2に示すとおりです。 

 

表2.2.2 我が国の包蔵水力 

一般水力区分 地点数 最大出力（万kW） 年間可能発電電力量（MWh）

既 開 発 1,844 2,201  92,140,979 

工 事 中    30   22   1,039,391 

未 開 発 2,717 1,212  45,844,566 

合   計 4,591 3,435 139,024,936 

 

また、出力区分別にみた包蔵水力は、図2.2.4に示すように、未開発地点として中小水力の

地点が多く残されています。 

なお、この包蔵水力にはハイドロバレー計画に適用するような農業用水や上・下水道など

を利用した小規模なものは含まれていないため、これらを考慮すれば更に増えてきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経過年数 → １ ２ ３ 40年 

発
電
原
価 

円/kWh 発電原価(補助なし) 
  〃  (補助あり) 

減価償却完了 

図2.2.4 出力区分別包蔵水力 
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地域別に見た未開発包蔵水力は、表2.2.3に示すように東北経済産業局管内と中部経済産

業局管内が多く、この管内で全体の約47％を占めています。 

 

表2.2.3 経済産業局別包蔵水力 
                               (単位：MWh) 

経済産業局 包蔵水力 既開発・工事中 未開発 

北 海 道   10,109,488  5,870,885  4,238,603 

東 北   31,586,987 21,748,974  9,838,013 

関 東   12,533,640  9,346,018  3,187,622 

中 部   33,568,121 24,595,930  8,972,191 

北 陸   19,050,623 14,936,861  4,113,762 

近 畿   5,816,862  3,245,903  2,570,959 

中 国   6,519,133  4,454,257  2,064,876 

四 国   6,533,246  4,291,593  2,241,653 

九 州   9,647,267  6,962,554  2,684,713 

沖 縄      63,932      6,299     57,633 

合 計 135,429,299 95,459,274 39,970,025 
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2.3 水力開発をめぐる最近の動向 

2.3.1 ＲＰＳ法の概要 

新エネルギーの市場拡大を図り、その普及を促進するため、2002年６月７日、ＲＰＳ法

（Renewables Portfolio Standard）が制定・交付され、2003年４月１日に施行されました。 

その概要は、以下のとおりです。 

 (1) ＲＰＳ法創設の背景 

新エネルギーは、資源の乏しい我が国において貴重な国産エネルギー資源であり、エネル

ギー供給源の多様化に資するものとしてその普及拡大への期待が大きく、環境負荷の少ない

クリーンエネルギーとして、近年は特に地球温暖化対策への寄与の観点から、地球レベル・

市民レベルにおいて導入の機運が高まっていました。 

しかしながら、新エネルギーの導入は、経済性、出力安定性、効率性等について、解決し

なければならない課題が多く、我が国のエネルギー総供給に占める割合は僅か1.2％に留ま

っています。 

政府が2002年６月に策定した新エネルギー導入目標では、2010年までにこの割合を３％ま

で高めることとしていますが、これから2010年までの間に現在の約３倍の量を導入しようと

する目標の達成は決して容易なことではありません。 

これまでも、政府における新エネルギー促進法制定等の法的整備や各種導入支援策の実施、

また、電気事業者における太陽光発電の余剰電力買取やグリーン電力基金制度の推進など、

さまざまな取り組みが行われていました。 

このような自主的な取り組みから一歩踏み込み、電気事業者に毎年一定量の新エネルギー

等の利用を法律で義務づけることにより、新エネルギーの市場拡大を図って、その普及を促

進するためＲＰＳ法が制定・交付されました。 

 (2) ＲＰＳ法の目的 

エネルギーの安定供給に資するため、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する措

置を講じて環境の保全に寄与し、国民経済の健全な発展に資することを目的としています。 

 (3) 利用目標及び対象エネルギー 

経済産業大臣は、総合資源エネルギー調査会及び環境大臣その他関係大臣の意見を聴き、

「新エネルギー等電気」の利用目標を定めています。 

ここで、「新エネルギー等電気」とは、風力、太陽光、地熱、水力(水路式で1,000kW以下)

及びバイオマスにより発電された電気をいいます。 

また、「新エネルギー等」となっているのは、いわゆる新エネルギーである風力、太陽光、

バイオマス等のほか、我が国における新エネルギーの定義より広義の再生可能エネルギーに

分類される水力と地熱も対象としているからです。 
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 (4) ＲＰＳ法の流れ 

ＲＰＳ法の全体の流れは図2.3.1に示すとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.3.1 ＲＰＳ法の流れ 

 

 

(5) 利用義務 (図2.3.1の②) 

経済産業大臣は、利用目標を勘案し、電気事業者(一般電気事業者、特定電気事業者、特

定規模電気事業者)に対して、毎年度、その販売電力量に応じた一定割合以上の新エネルギ

ー等電気の利用を義務付けています。 

 (6) 義務の履行 (図2.3.1の⑦) 

電気事業者は、新エネルギー等電気の利用の義務履行に際し、 

① 自ら発電する。 

② 他から新エネルギー等電気を購入する。 

③ 他から新エネルギー等電気相当量を購入する(肩代わりさせる)。 

のなかから経済性その他の事情を勘案して、最も有利な方法を選択することができます。 

電気事業者の義務履行の確認方法については、経済産業省令で定めており、経済産業省に

開設される電子口座を活用することになっています。 

 (7) 設備認定 (図2.3.1の①) 

新エネルギー等電気を発電し、又は発電しようとする者は、当該発電設備が基準に適合し

ている旨の経済産業大臣の認定を受けることができます。 

政  府（電子口座の管理） 

新エネルギー等 
発 電 事 業 者 

①設備認定 

⑤電子口座上

に記録 

②新エネルギー等

電気の利用義務

付け 

④新エネルギー等

電気量の届出 

③電気販売 

⑦義務履行確認 

・電気事業者は、新エネル

ギー等電気相当量により

義務履行可能。 

・電気事業者は、新エネル

ギー等電気を利用する

(自ら発電し、又は他者か

ら購入する)ことにより、

義務履行可能。 

電気事業者Ａ 

電気事業者Ｂ 

最終消費者 
③電気販売 

⑥新エネルギー等電気 

相当量(コスト回収) 

注)

注）電気販売と新エネルギー等

電気相当量の販売は、一体

又は分離して別々の事業者

に対して行うことが可能。 
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設備の認定は、各地方の経済産業局が当たり、 

① 発電設備が、新エネルギー等電気の販売量(利用量)を的確に計量できる構造で

あること。 

② 発電方法が、新エネルギー以外のエネルギーとのハイブリット発電の場合に、

発電量に占める新エネルギーの比率を的確に把握・記録できる方法であること。

再生可能性が確保されていること。 

が認定基準となっています。 

また、バイオマスを利用する発電設備の認定に際し経済産業大臣は、予め、農林水産大臣、

国土交通大臣又は環境大臣と協議を行うことになっています。 

 (8) 勧告及び命令 

電気事業者が正当な理由なく義務を履行しない場合に、経済産業大臣は、期限を定めて、

義務を履行すべき旨の勧告、又は命令をすることができることになっています。 
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2.4 水力開発の促進制度 

水力発電は、CO２を排出しないクリーンエネルギーであり、地球温暖化防止に貢献するととも

に、再生可能な純国産エネルギーとしてエネルギーセキュリティ確保の観点から、水力開発の

積極的な推進が求められています。 

しかしながら、今後開発される地点は奥地化、小規模化が進むとともに、国民一般の環境意

識の高まりや必要性の理解不足などから、開発が遅延する場合も見受けられます。 

こうした状況を踏まえて、経済産業省資源エネルギー庁では、水力開発を促進させるための

種々の施策を講じています。 

ここでは、水力発電所の開発初期段階における「有望開発地点の発掘」と「開発事業者の育

成」及び「環境保全対策の推進」を目的とした、以下の制度の概要について紹介します。 

① 個別地点開発計画策定調査 

② ハイドロバレー計画開発促進調査 

③ 中小水力開発促進指導事業補助金 

④ 水 力 発 電 所 立 地 環 境 調 査 

これらの促進制度には、図 2.4.1 に示す関係があり、これらを上手く活用することにより、 

ハイドロバレー計画の具体的な推進が図れます。 

 また、水力発電所を建設する段階においても、補助金等が交付される各種の助成制度があり

ます。その内容については、「９．助成制度」に示してありますので参照して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4.1 水力開発の促進制度 

(財)新エネルギー財団 水力本部 

電 気 事 業 者 
卸 供 給 事 業 者 
自家用発電設置者 

個別地点調査 
(概略設計等) 

卸 供 給 事 業 者 
自家用発電設置者 

指導事業補助金
(基本･実施設計等)

自家用発電設置者 
(地方公共団体) 

ハイドロバレー
(概略設計･需給計画等)

電 気 事 業 者 
卸 供 給 事 業 者 
自家用発電設置者 

立地環境調査
(自然･社会環境等)

(社)電力土木技術協会 

調査地点及び内容調整（経済産業省 資源エネルギー庁 電力基盤整備課） 

各 調 査 の 実 施 
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2.4.1 個別地点開発計画策定調査 

本調査は、水力未開発地点について開発に必要な基礎資料を整備し、具体的な開発計画を

策定することにより開発の可能性を評価して水力開発の促進を図るもので、平成８年度から

調査が実施されています。 

調査の対象となる地点は、事業者である電気事業者（一般電気事業者、卸電気事業者）、卸

供給事業者、自家用発電設置者が開発を進めようとする個別地点の中から選定し、各種の調

査を実施しています。 

 

 

 

 

図 2.4.2 個別地点開発計画策定調査のスキーム 

 

(1) 調査内容 

調査内容は、申請に基づき、現地状況を勘案して表 2.4.1 の調査内容から必要な調査が実

施されます。 

表 2.4.1 個別地点開発計画策定調査の内容 

① 発電計画概略設計（1/5,000 精度） 

a. 流量資料整備 

b. 発電基本事項の検討 

     (水路ルートの選定、使用水量の決定、設計基本諸量の算定 等) 

c. 主要構造物の概略設計 

    (取水設備、導水路、ヘッドタンク、水圧管路、発電所、放水路 等) 

d. 水車・発電機の選定と電気設備関係の検討 

e. 概略施工計画と工事工程、仮設備計画の策定 

f. 工事費の積算と経済性評価 

g. 概略設計図書の作成（平面図、縦・横断面図、主要構造物設計図 等） 

② 航測図作成（1/5,000） 

③ 流量調査（測定設備の設置は除く） 

④ 地質調査（地表地質踏査、ボーリング調査、物理探査 等） 

⑤ 主要構造物周辺測量及び地形図作成 

⑥ その他（既設構造物健全度調査 等） 

 

(財)新エネルギー財団

水力本部 調査部 

事 業 者

電 気 事 業 者 
卸 供 給 事 業 者 
自家用発電設置者 

経 済 産 業 省 

資源エネルギー庁 
候補地点申請 

採択通知 
報  告 

委託 

報告 

調査の実施 
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(2) 調査スケジュール 

個別地点開発計画策定調査の基本的な調査スケジュールは、表 2.4.2 に示すとおりです。 

なお、応募方法等については、(財)新エネルギー財団水力本部調査部に問い合わせて下さ

い。 

表 2.4.2 個別地点開発計画策定調査のスケジュール 

 時  期 内   容 

① 前 年 度 の12月下旬 事業者へ地点募集の案内送付 

② 前 年 度 の２月上旬 地点募集の締め切り 

③ 前 年 度 の３月下旬 経済産業省と協議のうえ調査実施地点を決定 

④ 当該年度の４月上旬 事業者へ調査実施の可否の通知 

⑤ 当該年度の５～６月 地元へ協力依頼（経済産業省） 

⑥ 当該年度の５～６月 事業者と調査内容に関する打合せ・協議 

⑦ 当該年度の６～７月 調査業務のコンサルタントへの発注手続き 

⑧ 当該年度の８～12月 調査業務の実施 

⑨ 当該年度の１～２月 事業者へ調査成果の納品 

⑩ 当該年度の３月下旬 経済産業省へ調査結果の報告 

 

(3) 調査費 

個別地点開発計画策定調査は、全額国費により行われます。 

なお、これらの調査業務は、経済産業省からの委託を受けて、(財)新エネルギー財団水力

本部調査部が実施します。 
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2.4.2 ハイドロバレー計画開発促進調査 

本調査は、地域未開発エネルギーの開発と地域振興を目的とした「地方公共団体による自

家消費型の水力発電所の開発計画（ハイドロバレー計画）」を策定するもので、平成 14 年度

から調査が実施されています。 

調査の対象となるのは、全国の地方公共団体が計画した候補地点の中から選定されます。 

 

 

 

 

図 2.4.3 ハイドロバレー計画開発促進調査のスキーム 

 

(1) 調査内容 

ハイドロバレー計画開発促進調査は、図 2.4.4 に示すフローにより検討を行います。 

ここでは、個別地点開発計画策定調査で行う発電計画の検討に加えて、②需要計画の検討、

③需給バランスの検討及び開発規模の決定、④電力供給計画の策定、⑤資金計画の検討、 

⑥開発体制と運営管理体制、等の検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4.4 ハイドロバレー計画開発促進調査の検討フロー 

(財)新エネルギー財団

水力本部 調査部 
事 業 者 

地方公共団体 
経 済 産 業 省 

資源エネルギー庁 
候補地点申請 
 
採択通知 
報  告 

委託 

報告 

調査の実施 

①発電計画の検討 ②需要計画の検討

③需給バランスの検討及び開発規模の決定 

④電力供給計画の策定 

⑤資金計画の検討 

⑥開発体制と運営管理体制の検討 

⑦経済性の評価 

⑧総合評価 

エンド 

スタート 
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表 2.4.3 ハイドロバレー計画開発促進調査の内容 

調 査 項 目 調  査  内  容 

① 発電計画の検討 

自家消費を基本とした水力開発においては、発電所からの

電力供給と自家消費(需要)のバランスが重要であり、最適な

開発規模は、発電所単独の経済性評価のみではなく、需要計

画との兼ね合いを見る必要があります。 

 発電計画（電力供給）の検討に当たっては、開発規模の異

なる複数案の計画の策定を行い、最適な開発規模については

需要計画の検討後、需給バランスの検討を行い決定します。

② 需要計画の検討 

需要施設の選定を行い各々の最大消費電力と電力量の把握

を行うとともに、発電所から需要施設までの送電方法につい

ても配慮した計画とします。 

③ 需給バランスの検討及

び開発規模の決定 

①の検討で取りまとめた「開発規模の異なる複数案の計画」

と②で取りまとめた「需要計画」に基づき、両者の組み合わ

せにより需給バランスの比較検討を行い、最適な開発規模を

決定します。 

④ 電力供給計画の策定 

①～③の検討により得られた開発規模について、工作物の

概略設計等を実施し、電力供給計画・工事費等を策定します。

計画精度は、個別地点開発計画策定調査と同程度とし、自

家消費による事業化の可否判定が可能なレベルとします。 

⑤ 資金計画の検討 
当該プロジェクトに適用可能な助成制度等について検討を

行い、最適資金計画を立案します。 

⑥ 開発体制と運営管理体

制の検討 

発電所の開発及び運転開始後の運営管理体制について検討

を行います。 

⑦ 経済性の評価 

当該プロジェクトの経済性評価について検討を行います。

なお、経済性の評価に当たっては、合成発電原価及びキャッ

シュフロー等により行います。 

⑧ 総 合 評 価 
当該プロジェクトの総合評価を行うとともに、開発へ向け

た課題等に関して検討を行います。 

 

(2) 調査スケジュール 

ハイドロバレー計画開発促進調査の基本的な調査スケジュールは、表 2.4.4 に示すとおり

です。 

なお、応募方法等については、(財)新エネルギー財団水力本部調査部に問い合わせて下さ

い。 
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表 2.4.4 ハイドロバレー計画開発促進調査のスケジュール 

 時  期 内   容 

① 前 年 度の12月下旬 事業者へ地点募集の案内送付 

② 前 年 度の２月上旬 地点募集の締め切り 

③ 前 年 度の３月下旬 経済産業省と協議のうえ調査実施地点を決定 

④ 当該年度の４月上旬 事業者へ調査実施の可否の通知 

⑤ 当該年度の５～６月 地元へ協力依頼（経済産業省） 

⑥ 当該年度の５～６月 事業者と調査内容に関する打合せ・協議 

⑦ 当該年度の６～７月 調査業務のコンサルタントへの発注手続き 

⑧ 当該年度の８～12月 調査業務の実施 

⑨ 当該年度の１～２月 事業者へ調査成果の納品 

⑩ 当該年度の３月下旬 経済産業省へ調査結果の報告 

 

(3) 調査費 

ハイドロバレー計画開発促進調査は、全額国費により行われます。 

なお、これらの調査業務は、経済産業省からの委託を受けて、(財)新エネルギー財団水力

本部調査部が実施します。 
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2.4.3 中小水力開発促進指導事業補助金 

本制度は、水力地点の開発を促進するに当たって、開発主体の育成、強化を図るため、そ

の計画・調査等 に要する費用の一部を補助するもので、昭和 61 年度から実施されています。 

 

 

 

 

 

図 2.4.5 中小水力開発促進指導事業補助金のスキーム 

 

(1) 補助対象事業者 

① 卸 供 給 事 業 者 

② 自家用発電設備者 

(2) 補助対象事業 

揚水を除く一般水力発電のうち、出力が 50,000kW 以下の水力発電設備の設置又は改造のた

めの調査で、次のいずれかに該当するものが指導事業の補助対象となります。 

① 新規に卸供給事業を営もうとする者に対する指導 

② 相当期間水力開発等の実績がなく、指導することで開発が促進されると認められ

る者に対する指導 

③ 高度な技術が必要とされる開発計画を行おうとする者に対する指導 

④ その他、経済産業大臣が特に認める者に対する指導 

(3) 指導事業の内容 

① 発電計画基本設計 

概略設計は 1/5,000 精度であるのに対し、基本設計では 1/500 以上の縮尺で発電

計画の精度を高めた内容になります。 

② 発電計画実施設計 

実施設計では、その成果を用いて電気事業法、河川法等の申請手続きを行うこと

ができ、また、発電所建設のための請負発注に用いることが可能な内容になります。 

(4) 補助金の限度額 

上記指導事業の内容に係る費用の「２分の１」に相当する額となります。 

(5) 申請及び申請期間 

指導事業の申請先は(財)新エネルギー財団水力本部指導部です。なお、申請期間等の詳細

については、(財)新エネルギー財団水力本部指導部に問い合わせて下さい。 

(財)新エネルギー財団

水力本部 指導部 

事 業 者

卸 供 給 事 業 者 
自家用発電設置者 

経 済 産 業 省 

資源エネルギー庁 

申し込み 

負担金(1/2) 

報  告 

補助(1/2)

申請 

指導事業の実施 
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2.4.4 水力発電所立地環境調査 

本調査は、個々の開発計画地点に関し、発電用工作物の基本的な安全性の確認を行うほか、

環境対策上重要な項目についての概括的な調査検討を実施するものであり、この成果を踏ま

えて安全対策並びに環境保全に万全を期するとともに、地元理解の推進を促して電源立地の

円滑化を図ろうとするものです。 

本調査は昭和 53 年から実施されており、事業者が具体的な地点計画に入る前段階の調査と

して広く定着しています。調査の概要は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4.6 水力発電所立地環境調査のスキーム 

 

(1) 調査内容 

調査内容は、表 2.4.5 の調査内容から申請に基づいた項目の調査が実施されます。 

(2) 調査費 

本調査は、全額国費により行われます。 

なお、これら調査業務は経済産業省からの委託を受けて、社団法人電力土木技術協会技術

部が実施します。 

(3) 申請及び申請期間 

申請先は、経済産業省の各地方経済産業局です。なお、申請期間等の詳細については、各

地方経済産業局に問い合わせて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

経 済 産 業 省 
資源エネルギー庁 

地方経済産業局 
 

事 業 者
水力発電設備設置希望者

(社)電力土木技術協会

技術部 
委託 

申請 

報告 

調査の実施 

報告 
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表 2.4.5 水力発電所立地環境調査の内容 

 

調 査 項 目 調  査  内  容 

① 事前調査 調査に関連した資料の収集並びに解析を行うほか、現地調

査を実施して現地の状況を把握します。 

② 地質調査 工作物の安全性を確認するため所要の地質調査（地表地質

踏査、弾性波探査、ボーリング調査）を実施します。 

③ 環境調査 計画の実施に伴う環境の現状及び環境への影響を予測する

ため、水質調査、自然・社会環境調査を行います。 

ａ．水質調査 計画の実施に伴う水質の状況を把握するため、次により水

質調査を行います。 

調査項目は主に水温、水素イオン濃度(pH)、浮遊物質量

(SS)、生物化学的酸素要求量(BOD)、濁度及び流量とし、採水

深度は原則として表面、測定法は日本工業規格にて行います。

ｂ．自然・社会環境調査 計画に伴う自然、社会環境の現況を把握し、計画実施が周

辺環境へ及ぼす影響について予測するための調査を行いま

す。 

調査項目は、自然保護、自然景観、気象、植生、動物、河

川の生態、交通、公共施設、河水の利用、文化財及び歴史的

物件、レクリエーション施設及び漁業について行います。 

④ 水・泉脈調査 計画の実施に伴う水・泉脈への影響を事前に予測するため、

地形地質踏査、水質調査分析、温泉・湧水調査を行います。 

⑤ 景観影響解析調査 水力発電所を設置するに当たり、特に自然公園内等におい

ては自然との調和を図ることが肝要であり、影響の予測及び

保全対策の検討を行います。 

調査では、調査に必要な資料及び写真の収集並びに現地照

合を行い、それらによる合成写真を作成します。 
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３．水力発電の基礎知識 

ハイドロバレー計画は、水力発電所の開発を核とする地域の振興・活性化計画です。 

ここでは、ハイドロバレー計画の基本となる水力発電の概要について説明します。 

 

3.1 水力発電のしくみ  

水力発電は、水が高いところから低いところに流れ落ちる性質を利用し、水の流れ落ちるエ

ネルギーを水車によって機械エネルギーに変換し、発電機によって電気エネルギーを作るもの

です。 

すなわち、高い位置にある河川等の水を低い位置にある水車に導き、この高低差（落差）を

利用して水車で発電機を回し、電気を発生させるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1 水力発電のしくみ 

 

水力発電における水の利用面からみた発電方式としては、流れ込み式、調整池式、貯水池式

と揚水式の四つに分類されます。 

また、落差を得るための構造面からみた発電方式として、水路式、ダム式とダム水路式の三

つの分類があります。 

ハイドロバレー計画のような小規模水力の場合は、流れ込み式で水路式の発電方式が一般的

です。 

 

 

総落差 

導水路 

取水堰 

取水口 

水 槽

水圧管路

放水路 放水口

水 車 (落 差) 
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3.1.1 水の利用面から見た発電方式 

(1) 流れ込み式 

河川を流れる水を貯めることなく、そのまま発

電に使用する方式を流れ込み式といいます。 

河川の水は、季節あるいは天候によって流れる

量が変化します。このため、発電できる量も変動

します。 

図 3.1.1 流れ込み式発電方式の概要 

(2) 調整池式 

電力の消費量は、１日の間あるいは１週間の間

にも変化します。このため、夜間や週末の電力消

費の少ない時に発電を控えて河川の水を池に貯め

込み、消費電力の増加に合わせて水量を調整しな

がら発電する方式を調整池式といいます。 

 

図 3.1.2 調整池式発電方式の概要 

(3) 貯水池式 

河川を流れる水の量は、季節的に大きく変化し

ます。このため、水量が豊富で電力の消費量が比

較的少ない春先や秋口等に河川の水を大きな池に

貯め込み、電力が多く消費される夏季や冬季にこ

れを使用する年間運用の発電方式を貯水池式とい

います。 

図 3.1.3 貯水池式発電方式の概要 

(4) 揚水式 

１日の電力消費量のうち、ピーク時に対応する

発電方式です。上池と下池とその間の発電所から

構成され、昼間のピーク時には上池に貯めた水を

下池に落として発電し、電力消費の少ない夜間に

は下池に貯まった水を電気により上池に汲み上げ、

再びピーク時の発電に備えます。揚水式は、池の

水を揚げ下げして繰り返し使用する発電方式です。 

図 3.1.4 揚水式発電方式の概要 
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3.1.2 構造面から見た発電方式 

(1) 水路式 

水路式は、河川の上流に堰を造っ

て取水口から取水し、勾配の穏やか

な水路（導水路）で適当な落差の得

られる地点まで導いて、水槽から急

勾配の水圧鉄管を通し、下にある発

電所内の水車に落ちる水の力で発電

する方式です。 

この方式は、流れ込み式と組み合

わされることが一般的です。 

 

 

(2) ダム式 

ダムにより河川を堰き止めて池

（調整池あるいは貯水池）を造り、

ダム直下に設けた発電所との落差を

利用して発電する方式です。 

なお、高さが 15ｍ以上のものを

ダムといい、それ以下のものは堰と

いいます。 

この方式は、調整池式、貯水池式

と組み合わされることが一般的です。 

 

(3) ダム水路式 

ダム式と水路式を組み合わせた発

電方式で、両方の特性を兼ね備えた

地点に適しており、各々単独の方式

とした場合に比べて、より大きな落

差を得ることが可能です。 

この方式は、調整池式、貯水池式

および揚水式と組み合わされること

が一般的です。 図 3.1.7 ダム水路式発電方式の概要 

図 3.1.5 水路式発電方式の概要

図 3.1.6 ダム式発電方式の概要
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3.2 発電電力 

２地点間の落差と流れる水の量（流量）が分かると、次式によってどれだけの電力を発生さ

せる可能性があるか計算することができます。 

[発生電力(kW)]＝9.8×[流量(㎥/s)]×[落差(ｍ)]  ・・・・・・・・（3.1） 

水力発電所では、図 3.1 に示すように、適当な寸法の管（水圧管路）を使って水車に水を導

くので、落差の全てを使用することはできません。この損失が生じることを考慮して、利用可

能な落差（有効落差）Ｈｅ（ｍ）を用いて、流量（使用水量）がＱ（㎥/s）のときの発生電力

Ｐｅ（kW）を与える式は、式 3.1 より、記号を使って表すと次式になります。 

Ｐｅ＝9.8ＱＨｅ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3.2） 

 

式 3.2 は、理論出力とも呼ばれ、単位時間当たりの電気発生量を表すとも解釈できるので、

Ｔ時間で得られる電力量Ｅｅ（kWh）は, 

Ｅｅ＝ＰｅＴ   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3.3） 

となります。 

式 3.2 は、エネルギー源としての水力が全て電気エネルギーに換わるとみた場合の関係式で

すが、現実にはエネルギー変換の過程でも損失が生じます。水力発電では、水力エネルギーを

発電機の軸を回す動力に換える水車や、軸動力を電力に換える発電機で無視できない損失が生

じます。水車の効率を ηｔ、発電機の効率を ηｇで表すと、水力発電機の出力（発電出力、又

は、発電所出力）Ｐ（kW）は次式から計算できます。 

Ｐ＝9.8ＱＨｅηｔηｇ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3.4） 

一般的な中小水力用水車発電機では、ηｔ＝0.75～0.90、ηｇ＝0.82～0.93 程度となってい

ます。 

 

河川の流量は季節によって変動します。式 3.4 で発電出力を見積もる場合には、発電所で年

間を通じて大体使用できる水量を流量として代入します。この計算値を常時出力といいます。

発電所の設備容量を検討する際は、使用水量の最大値から定まる最大出力を利用します。 

 

3.3 主要構造物 

水力発電を構成する主要な構造物を図 3.1 に示しています。これらの構造物の概要について

説明します。 
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3.3.1 土木設備 

(1) 取水設備 

取水設備は、河川を横断して河川水を水路に導き入れるための設備で、ダム、取水口、及

び付属設備から構成されています。 

取水ダム（取水堰）とは、水路式（流れ込み式）の発電所において、河川の水を取り入れ

るために設ける低いダム（又は堰）のことをいいます。取水ダムには、取水口の前に土砂が

堆積し、取水が困難になったり、水路に土砂が流れ込んだりするのを防止するための土砂吐

きゲートを設けます。 

取水口は、河川の水を水路に導き入れるための設備で、水路に流木・塵芥が流入するのを

防止するためにスクリーンを設けます。また、水路の点検、補修等のときに水路に水が入る

のを防ぐために制水門を設けます。 

(2) 沈砂池 

河川の水には、常に多少の土砂が混入しています。特に降雨後にはその量が多くなり、水

路式の場合には、土砂が混入したまま水路に流入し、水路内に沈殿して水路の通水能力を低

下させたり、水圧管路や水車を磨耗させたりします。 

このため、一般に導水路に入る直前に流入土砂を沈殿排除するための水槽を設けます。こ

の池のことを沈砂池といいます。 

(3) 導水路 

取水口より取水した水を水槽まで導水する構造物で、自由水面で流れる無圧式と、内部に

全体に水圧のかかった圧力式に分類されます。構造別に分類すると、無圧式として用いられ

ているものには、開渠、蓋渠、暗渠、トンネルがあり、圧力式として用いられているものに

は、圧力トンネル、管があります。 

開渠は、断面が長方形や台形で、中小水力の水路として最も多く用いられており、コンク

リート構造が一番多く採用されています。比較的簡易な構造物ですが、寒気が厳しく降雪の

多い地方や、落葉、土砂崩れ等の多い地方では、水路の上に蓋をすることもあります。 

(4) 水 槽 

導水路の終端部で水圧管路と連結する部分に、水槽（ヘッドタンク）が設置されています。

水槽では、流水中の土砂及び塵芥、氷雪等を最終的に除去させたり、使用水量の微小変動を

調整したり、水車停止の際に水を安全に河川に流下させるための水路（余水路）を設けたり

しています。 

(5) 水圧管路 

水槽から発電所・水車へ導水するための管路を水圧管路といいます。水圧管路の形式は、

地上敷設式と埋設式に大別されます。 
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中小水力発電における水圧管路本体の材料としては、鉄管が多く使われています、小水力

発電の領域では、鉄管の他、強化プラスチック複合管(FRPM管)、ダクタイル鋳鉄管の使用例

も多く見受けられます。また、一般用電気工作物(発電出力10kW未満)では塩化ビニル管等多

種類の管の使用例も多くあります。 

 (6) 放水路 

放水路は、水車から放出された水を河川に導くための水路で、構造としては導水路とほぼ

同様なものです。 

 

3.3.2 発電所建屋 

発電所建屋は、一般に、水車発電機等の主機器、付属機器、開閉装置、運転保守員の事務

室等を収容するための鉄筋コンクリート製基礎と建屋から成り立っています。 

また、主機器の据付け組立用に天井クレーンやホイスト設備等の吊設備が一般に設けられ

ていますが、中小水力の場合には発電所を無人化とすることが一般的ですので、運転保守員

の事務室は省略する等、スペースを極力節約してコンパクトな建屋とし、吊設備も省略する

場合が多く見受けられます。 

発電所建屋の形式には、下記に示すようなものがあります。 

① 屋 内 式 ： 水車、発電機を建物内に設置した普通の発電所です。 

② 屋 外 式 ： 水車、発電機等の主機器を収容する建物を省略したもので、発電

機床面を地表面に設けて、発電機を風雨から防ぐための保護カバ

ーを設けた発電所です。 

③ 半屋外式 ： 主要機器だけを収めることのできる建物を設け、機械の組立、分

解は屋外用のクレーンを使って行う発電所です。 

④ 地 下 式 ： 主として気象、地形あるいは風致等の点から採用されるもので、

全ての機器を地下に収容する発電所です。 

⑤ 半地下式 ： 発電機室天井を地表面とするもので、天井にハッチを設けて、水

車、発電機の組立・分解や搬入出を行う発電所です。 

建屋の材料は、鉄筋コンクリートを使用する場合が一般的ですが、小規模水力の場合には

プレハブ式や木材を使用したものもあります。 
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3.4 水 車 

発電に利用される水車は、地形により様々な落差や流量があるため、水車もそれに合わせて

様々な種類が使われています。 

水車は、流水のエネルギーを機械エネルギーに変換する羽根車(ランナ)の形状と構造により

衝動水車と反動水車に大別され、表 3.4.1 に示すように分類されます。 

表 3.4.1 水車の分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、それぞれの水車は、その回転軸の方向によって、立軸型（水車回転軸が垂直なもの）

と横軸型（水車回転軸が水平なもの）に大別され、中小水力の場合には横軸型を採用する例が

多く見受けられます。中小水力発電に使用される水車を以下に紹介します。 

  

(1) ペルトン水車 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペルトン水車は、ノズルから噴出する水をバケットに衝突させる機構の衝動水車で、高落

差に適しており、大型機から小型機まで多くの採用例があります。ペルトン水車は流量調整

できる機構（ニードル）を備えており、流量調整が優先される場合にも使用できます。 

水車

衝動水車

反動水車

ペルトン水車

クロスフロー水車

ターゴインパルス水車

プロペラ水車

水中ポンプ形水車

フランシス水車

ポンプ逆転水車

水中タービン水車

プロペラ水車（インライン式）

カプラン水車

チューブラ水車

プロペラ水車（サイフォン式）
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(2) クロスフロー水車 

 

 

 

 

 

 

 

 

クロスフロー水車は、水流が円筒形のランナに軸と直角方向より流入し、ランナ内を貫通

して流出する衝動水車で、流量調整できる機構（ガイドベーン）を備えた、中小水力用の水

車です。 

クロスフロー水車は比較的高い効率で運転することができ、ガイドベーンを 1/3 ガイドベ

ーンと 2/3 ガイドベーンに分割したものでは、負荷に応じて操作が可能で、低流量でも効率

の低下を小さくすることができる特徴を持っています。 

また、クロスフロー水車は、外側のカバーを外すだけでランナを点検することができ、容

易に除塵することができる簡単な構造の水車です。 

 

(3) ターゴインパルス水車 

 

 

 

 

 

 

 

 

ターゴインパルス水車は、ノズルからのジェット主流をランナの斜めから入射させる構造

となっている衝動水車で、流量調整できる機構（ニードル）を備えています。 

この水車は、ペルトン水車よりも低い落差に適用でき、フランシス水車とペルトン水車の

中間領域では非常に有利な水車です。 

また、この水車はペルトン水車に比べて水車の回転数を上げることができるので、水車及

び発電機の寸法を小さくできます。 

発電機 

水車
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 (4) フランシス水車 

 

 

 

 

 

 

 

 

フランシス水車は、高落差から低落差まで、大容量から小容量まで広い範囲に用いられ、

構造も簡単ですので、中小水力発電においては、写真のような横軸フランシス水車が多く採

用されています。この水車は反動水車に分類され、水はランナの全周から中心に向かって流

入し、水圧によりランナを回転させつつ、ランナ内で軸方向に向きを変えて流出します。 

フランシス水車は、流量調整できる機構（ガイドベーン）を備えており、水道等の流量調

整が最優先される場合にも使用できます。 

 

(5) チューブラ水車（プロペラ水車） 

チューブラ水車は、円筒形(チューブラ)のプロペラ水車のことをいい、低落差に使用され

る水車です。ランナの羽根は、小容量では固定式が多く、大容量では可動式となります。 

中小水力発電用としては、Ｓ形チューブラ水車、立軸チューブラ水車、バルブ水車等があ

ります。 

バルブ水車は、ガイドベーン、ランナに対して水は軸方向に流れ、発電機は流水路(バル

ブ)内に設置される水車です。Ｓ型チューブラ水車は、水車の構造はバルブ水車と同じです

が、流水をＳ字にまげて水車軸を流水路の外部に貫通させて発電機を接続させたものです。

立軸チューブラ水車は、Ｓ形チューブラ水車を立軸に据え付けたものです。 
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チューブラ水車は、水流の流入、流出とも水車の軸方向なので、図に示すように配管直線

部に挿入する機器配置が可能であり、近年上下水道などにおける発電用に使われています。 

ランナの羽根が固定式の場合には、流量調整できないので、落差、流量とも変化しない地

点が最適ですが、流量変化が大きい場合には水車を複数台設置し、運転台数を変更すること

で水の利用率を高めることもできます。 

 

(6) ポンプ逆転水車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般的に使われるポンプ（渦巻ポンプあるいは軸流ポンプ）に水を逆に流し、ポンプを逆

方向に回転させることで発電に使用する水車です。ランナの羽根形状以外はポンプと同じ部

品を使えるので安価ですが、効率は他の水車よりも低くなります。 

渦巻ポンプには、回転軸の横方向から水が流入し、水車内で軸方向に向きを変えて流出す

るタイプ（片吸込形）と、流入、流出とも回転軸の横方向となるタイプ（両吸込形）があり

ます。軸流ポンプは、発電機を設置する側の流入、流出どちらか一方で水流を直角に曲げる

必要があります。 

 

(7) 水中式発電機一体型水車 
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水車及び発電機が一体となっている水中ポンプに水を逆に流し、ポンプを逆方向に回転さ

せることで発電に使用する水車です。ランナの羽根形状以外はポンプと同じ部品を使えるの

で安価ですが、効率は他の水車よりも低くなります。 

この水車は、水槽底部や配管内に水中設置することになりますが、点検や部品交換のため

水中から取り出せるような据付としなければなりません。 

 

(8) 上掛け水車・下掛け水車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いわゆる水車のイメージそのものです。 

利用し得る落差が低く小容量であること、効率が低いことから発電利用のみを考えた場合

の価値は高くありませんが、見た目が分かり易く、構造が簡単でメンテナンスも容易なこと

から、最近ではモニュメントとして設置される例も増えています。 

 

 

 

 

 

 

 

上掛け水車

下掛け水車
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3.5 発電機 

水車発電機により駆動される発電機を水車発電機といい、同期発電機と誘導発電機に区分さ

れます。 

 

3.5.1 発電機の原理 

図 3.5.1 のように銅線で１つのループ

（コイル）を作って、その中で、回転軸に

磁石を取り付けて回転させると、銅線に電

圧が発生します。 

図3.5.2はその断面図を示します。磁石

にはＮ極からＳ極へ戻る磁気の流れ（磁

束）があります。この磁束が銅線のような

導電性の物体（導体）を横切って動くと、

磁束の大きさ（磁束密度）と磁束が導体を

切って動く速度に比例した大きさの電圧が

導体に生じます。磁石が矢印の方向(時計

式)に回転すると、発生する電圧の方向は

図3.5.1の実線の矢印の方向となり、Ｎ極

に向かい合っている導体ＡとＳ極に向かい

合っている導体Ａ’とでは電圧の向きが逆

になっています。コイルとしては両者が加

わりあうことになります。図3.5.2では導

体は紙面と直角の方向にあるので、×は紙

面に垂直で表から裏へ向かう方向を示し、

◎は逆に紙面に垂直で裏から表に向かう方

向を示しています。この図の(a)は図3.5.1

と同じ状態ですが、磁石が半回転すると図

3.5.2の(b)のようにＳ極が上にくるので、

このときの電圧の方向は(a)とは逆の方向 

になり、図3.5.1では破線の矢印となります。更に半回転してふたたび図3.5.2の(a)の状態

に戻ると、電圧の方向も最初の状態になるので、磁石が１回転する間に電圧の方向は、一度

反対方向になってもとに戻ることになります。この状態を、縦軸に電圧の大きさをとり、横

軸に時間をとって表すと図3.5.3のように交流の電圧となります。 

磁石 

コイル(銅線) 

図 3.5.1 コイルと磁石 

図 3.5.2 コイルと磁石(断面図)

図 3.5.3 コイルに発生する電圧
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実際の発電機では、磁石の代わりに鉄心の回りに巻いた銅線(界磁巻線)に直流の電気を流

した電磁石が用いて、水車で駆動します。水車で駆動する電磁石になる部分を回転子、電気

の発生するコイルの部分を固定子といいます。 

 

3.5.2 同期発電機 

同期発電機は、「3.5.1 発電機の原理」で説明した原理で電気を発生する発電機です。

同期発電機は、回転子に直流電流を流す（励磁）ための装置(励磁装置)が必要で、回転子の

構造が複雑になり、励磁装置等の保守点検が必要となります。 

同期発電機は、発電機の外部から励磁を行いますので、その励磁を調整することによって

発電機の電圧を調整することができ、電力会社の送配電線に接続していなくても電圧を発生

することができるため、電力会社の送配電網に接続しないで需要施設へ電力の供給(単独運

転)が可能です。 

電力会社の送配電線に接続する（並列）場合には電圧と周波数を合わせてから行いますの

で、送配電線の系統への影響が少ないのが特徴です。 

しかし、誘導機に比べると、自ら電圧を発生させ調整するための装置（励磁装置）が必要

になるため、コスト増になります。 

 

3.5.3 誘導発電機 

誘導発電機は、同期発電機と違い、発電機の外部から回転子に直流を流さずに、固定子の

コイルに交流電流を流して、電磁誘導により回転子に磁界を発生させます。そのために、励

磁装置は不要で、回転子の構造も簡単になるため、同期発電機に比べて保守が容易になりま

す。 

しかし、固定子側に交流電流を流さなければ電圧を発生させることができないため、電力

会社の送配電線に接続しなければなりません。したがって、電力会社の送配電線が停電した

場合は、発電できなくなるため、同期発電機のように単独運転はできません。 

また、同期発電機と違って並列するまでは電気が起きていませんので、並列する瞬間には

大きな電流（突入電流）が流れ配電線に影響を与える場合もあります。並列する送配電線に

影響を及ぼす場合には、電圧低下防止のための設備（力率改善用コンデンサ）や突入電流を

小さくする設備（限流リアクトル）を設置しなければなりません。 

 

3.6 電気機器 

水力発電所を運転するために、制御盤、保護継電器盤、主回路盤、所内盤、水位計等下記の

電気機器（装置）が必要となります。 
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表 3.6.1 発電所の電気機器 

名    称 機     能 

制 御 盤 水車、発電機を運転制御するための装置です。 

保護継電器盤 機器や系統の故障を検出する装置です。 

主 回 路 盤 発電機と需要施設や送配電線に接続するためのメイン回路の装置です。

所 内 盤 発電所を運転するために必要な機器への分電盤です。 

水 位 計 水槽（ヘッドタンク）の水位を検出するための装置です。 

 

このほか、発電設備と需要設備が離れているような場合には、発電所で起こした電気を需要

施設に送るための送電線（配電線）が必要となります。 

なお、水力発電による発電電力が自家消費電力を上回り電力会社に発電電力の一部（余剰電

力）を送電する状態（逆潮流）になる場合には、原則として低圧(100V 又は 200V)での系統連

系ができません。 

このような場合には、逆潮流防止制御をするか、高圧(6,600V)又は特別高圧(22,000V 以上)

での連系としなければならず、前者の場合には制御装置への機能追加、後者の場合には変圧器

等が必要になります。 
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４．計画地点の見つけ方 

ハイドロバレー計画を推進するためには、まず水力発電所を開発する地点を見つけることが

その第一歩となります。 

全国各地には、ハイドロバレー計画に適するような水力発電の候補地点が豊富にありますが、

ここでは、その地域に眠っている有望地点の見つけ方を説明します。 

水力発電の原理は、水の持つ位置エネルギー利用して発電を行うものです。すなわち、高い

ところから低いところへ向かって流れ落ちる水を導き、水車を回して発電機により電気を起こ

します。この２地点間の落差と流量によって発電できる量が決まります。 

したがって、水力発電計画地点の見つけ方の基本は、ある程度安定的に流量が確保できて、

かつ落差が取れる地点を探すこととなります。 

なお、水力発電には好適地であっても、電気を利用する需要施設と遠く離れていては、なか

なか経済性を得ることができませんので、需要施設との位置関係も考慮しながら地点を選定す

ることが重要になります。 

 

4.1 地域新エネルギービジョンの活用 

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）では、地域レベルで新エネル

ギー導入の取り組み円滑化、あるいは、地方公共団体等が当該地域における新エネルギー導入

を図るために必要となるビジョン策定を行う「地域新エネルギービジョン策定等事業」を行っ

ています。 

この事業では、ビジョン策定に必要となる地域のエネルギー需要、導入可能な新エネルギー

システムに係る基礎データの収集（新エネルギー賦存量、利用可能性等）を行い、これをもと

に地域全般にわたる新エネルギー導入・普及啓発に係る基本計画及び施策の基本的な方向、重

点プロジェクトの実行プログラムを作成しています。（この事業の詳細については、NEDO の

ホームページか、直接 NEDO に問い合わせて下さい。） 

これにより策定された「地域新エネルギービジョン」の中には、新エネルギーとして水力を

扱っているものが多く見受けられ、水力の賦存量、水力発電の規模、電力の利用施設（需要施

設）について計画されており、更に重点プロジェクトに取り上げられているものもあります。 

この事業によって発掘された水力候補地点について、開発の可能性や経済性を評価して有望

なものを選定することにより、ハイドロバレー計画の第一歩を踏み出すことができますので、

「地域新エネルギービジョン」を策定した市町村はこれを有効に活用され、また、今後策定さ

れる市町村は水力についての計画を盛り込むことをお勧めします。 
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4.2 計画地点発掘のポイント 

ハイドロバレー計画において計画する水力発電は、100kW～1,000kW のクラスの小水力・ミ

ニ水力の領域になるものが大半となります。小水力発電は、身近にある既存施設を利用し、こ

れに発電設備を設置することにより発電する場合が多く、次のような発電方式が考えられます。

これらの発電方式を参考にして、地域内に候補となる地点がないか調査します。 

 

4.2.1 渓流水利用 

渓流に堰（河川や水路に横断して設置される構造物）を設けて取水し、沈砂池・導水路・

水槽・水圧管路により発電所まで導水し、発電後に再び河川に放流するものです。設備の基

本レイアウトは開渠（自由水面を持つ導水路）を山腹沿いに設置し、導水路下流端に設置し

た水槽から発電所までの落差（水位の標高差）を利用して発電するものであり、山腹傾斜が

比較的緩い地点に適しています。（図 4.2.1） 

山腹斜面が急な場合や地形的に水路を水平に設置することが困難な場合には、取水地点の

沈砂池（水槽兼用）から導水路を省略し、川沿いに長い水圧管路（水路を満水状態で水を流

す水路）を敷設するレイアウトもあります。（図 4.2.2） 

 

取水方法としては経済性の観点から、また、自然環境保全の観点から、できる限り新たに

取水堰等を設置することなく、河川に自然に形成された淵等を活用することや砂防えん堤な

どの既設構造物を利用することを考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.1 渓流利用１ 図 4.2.2 渓流利用２ 
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4.2.2 農業用水利用 

既設農業用水路においては、地形の関係で短い距離で段差を設けて水を流下させる落差工

が多く見受けられます。この落差工の落差を利用し、発電することも可能です。 

落差工の落差が低い所で、農業用水を安定的に利用できるならば、既設水路に水中式発電

機一体型水車、あるいは投げ込み式発電機一体型水車を設置して発電できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、連続した落差工あるいは急流工等、水路の途中に大きな落差が得られる場合や水路

ルート上で水路に高低差が得られる場合には、落差工をバイパスする形で取水したり、ルー

トをバイパスしたりすることによって落差を得て、発電後、既設水路に再び水を戻すことも

可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水中式発電機一体型水車の例 
 

投げ込み式発電機一体型水車の例 

図 4.2.3 農業用水利用１ 

図 4.2.4 農業用水利用２ 
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4.2.3 上下水道・工場内水利用 

上水道を利用する発電は、原水取水箇所から浄水場、又は浄水場から配水池、あるいは調

整池までの間で得られる落差を利用する方式が考えられます。これらの送水過程では、通常、

管路末端部に水圧を減圧するための減圧用バルブ等が設置されており、この減圧する水圧を

水力発電に有効利用することができます。 

具体的には、減圧用バルブ等に並列する形で水車・発電機を設置し、発電するとともに水

車による水量調整も行います。 

下水道を利用する発電は、基本的に最終処理施設からの処理水を河川や海域へ放水する際

の落差を有効利用しようとする発電であり、得られる落差は数ｍ程度と小さなケースがほと

んどです。 

なお、下水道施設のレイアウトによっては、上水道と同様に下水処理後の送水途中の減圧

用バルブ部において得られる落差を利用して発電できる事例があります。 

また、工場内の循環水に着目し、循環過程で得られる落差を利用した工場内発電の事例も

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 その他 

その他、既設ダムから放流される河川維持流量を利用する方法や、砂防えん堤を取水堰と

して利用する方法、水道用の取水堰の利用、更には、廃止された水力発電所の残存設備を利

用する方法等があります。 

また、河川の締め切り用ゲートの上部に、サイフォン型の水車発電機を設置して発電する

事例もあります。 

図 4.2.5 上水道利用例 図 4.2.6 下水道利用例 
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4.3 発電用流量の考え方 

河川あるいは渓流から取水する水力発電の場合には、発電で使用する最大流量の設定によっ

て、河川あるいは渓流の流量との関係により年間を通して発電できない場合もあります。 

また、農業用水を利用する場合には、灌漑期などの農作業で水を必要とする期間中、発電用

としての水が利用できないことも考えられます。 

したがって、水力発電計画を立案する場合においては落差も重要な要因ですが、流量をいか

に確保するかといったことも重要な要因となります。 

 

河川あるいは渓流から直接取水する場合には、河川流量を把握して発電に利用できる最大使

用水量を決定します（詳細は「5.4.1 最大使用水量の算定」を参照して下さい）。 

河川あるいは渓流から取水する場合、取水を計画している地点の上流側に湧水があるかどう

か確認します。年間一定した湧水量があれば、その湧水を発電に利用できる可能性があります。 

 

農業用水を利用する場合には、農業用水として取水している流量に着目するほかに、既存の

農業用水路に流すことができる流量をチェックする必要があります。 

農業用水路で通水可能な最大流量に比べて灌漑などで使用する流量が小さい場合には、その

流量差（余裕量）を発電用に利用することが可能となります。 

一般に、灌漑の使用量は季節によって異なりますので、河川の流況と照らし合わせてどの程

度まで発電に利用可能な流量を確保できるのか、検討が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1 農業用水路における発電用流量のイメージ 

発電に利用可能な流量 

農業用水使用流量 
通水可能最大流量 

農業用水路 
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５．発電計画 

ここでは、ハイドロバレー計画の基本となる発電計画の立案方法について説明します。 

なお、計画の流れとしては、「６．需要計画」と組み合わせ開発効果を確認していきます。 

 

5.1 地点選定 

発電計画地点を見つけた後、水力発電設備の設置が可能かどうか、どの程度の発電（供給）

が可能か等を既存資料に基づき机上検討し、必要に応じて現地での状況確認を行い、候補地点

を選定することが主な検討事項となります。 

検討にあたっては、できるだけ既存資料を有効に活用して経費節減を図るとともに、以下の

観点から総合的な評価を行い、有望地点を選定します。 

① 発電規模（発電に利用できる流量、落差等） 

② 需要との関連（需要先の施設、設備容量、電力の利用形態等） 

③ 周辺立地環境 

④ 電力会社の送配電線の有無 

 

5.1.1 既存資料の収集 

地点選定に必要となる既存資料は、水の利用方法によって異なるため、一般的に必要とな

る資料を表 5.1.1 に示します。 

 

表 5.1.1 基礎資料 

水の利用方法 必要となる資料 

河 川 水 の 利 用 

地 形 図：国土地理院発行 1/25,000 図 

河川流量：国土交通省河川局編日本河川協会「流量年表」 

経済産業省資源エネルギー庁編「流量要覧」 

需要先の電力利用形態と負荷（消費）パターン 

農 業 用 水 の 利 用 

地 形 図：国土地理院発行 1/25,000 図 

水路等施設図：施設管理者の施設図 

取水量データ：施設管理者の観測データ 

需要先の電力利用形態と負荷（消費）パターン 

上下水道、工場内水 

の利用 

水路等施設図：施設管理者の施設図 

流 量データ：施設管理者の観測データ 

需要先の電力利用形態と負荷（消費）パターン 

砂防えん堤の利用 

地 形 図：国土地理院発行 1/25,000 図 

河川流量：国土交通省河川局編日本河川協会「流量年表」 

経済産業省資源エネルギー庁編「流量要覧」 

砂防えん堤構造図：施設管理者の施設図 

         設計計算書 

需要先の電力利用形態と負荷（消費）パターン 
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ここで、発電計画に必要な流量資料は、電気事業法（出力 10kW 以上の場合）及び河川法

によると、原則的に 10 ヶ年の資料が必要ですので、できれば至近 10 ヶ年分の流量データを

収集する必要があります。ただし、10 ヶ年分の流量データがないから発電計画の検討がで

きないという訳ではありません。 

また、既得水利権、慣行水利権、漁業権についても調べておく必要があります。 

この他に、地質調査総合センター発行の 1/25,000 の地質図、あるいは各県でまとめてい

る県別の 1/50,000 の県別地質図を収集しておき利用します。 

 

これらの資料をもとに、当該地点で発電に利用できる流量データ、落差（取水位と放水位

との標高差：地形図等を利用して概算値を求める）を把握し、開発可能な発電規模を机上で

検討し、いくつかの発電所設置候補地点を選定します。 

 

5.1.2 現地調査 

机上の検討を補完するためにも現地調査を実施し、計画の精度向上を図ることが必要です。

現地調査を実施するに当たっては以下に示す項目等に着目し、その調査結果を計画の再検討

にフィードバックさせることが必要です。 

① 既存道路の状況や土地所有者区分 

② 既設電力系統の状況（既設系統の有無、電圧・容量・発電所からの距離等） 

③ 河川水の利用状況 

（既得水利権、河川を利用したレクリエーション施設等の有無） 

④ 法 規 制 

（河川法、自然公園法、自然環境保全法、国有林野法、森林法、砂防法他） 

⑤ その他の開発計画（宅地開発、道路計画、観光開発等の有無） 

 

なお、上下水道、工場内水利用の発電方式では、既設施設内での発電計画となる場合が多

く、これら現地調査項目の全てが必ずしも必要にはなりません。 
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5.2 水路ルートの選定 

渓流水を利用する発電計画では、一般に取水位置、導水路、水槽、水圧管路、発電所等の構

造物の位置を、既存資料及び現地調査によって決定します。この場合、図 5.2.1 に示すように

渓流の湾曲部や河川勾配の急な区間等、短い水路で高い落差が得られるルートを２～３選定し

ます。 

構造物のレイアウトを検討する場合、工事費低減の観点からできるだけ既存のものを最大限

に利用することが必要であり、例えば取水設備は新規に取水堰を設置することなく、既存設備

や自然に形成された淵等の利用を考慮します。 

 

 

 

 

                          

河川 

 

 

 

図 5.2.1 水路ルート選定 

 

また、農業用水を既設水路落差工部等で利用する発電計画では、いくつかの連続した落差工

の区間に対して、比較的短い水路で大きな落差が得られる地点に発電設備を設置することが必

要となります。 

なお、上下水道・工場内水利用で減圧用バルブ（流量調整バルブ）位置での落差を回収する

場合は、発電設備設置位置はバルブの位置に一義的に限定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ

取水堰 

Ｂ

発電所 
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5.3 河川等流量資料の整理 

発電計画を立案する上で最も重要な流量資料を整備する方法として、 

① 取水地点で流量測定を行って流量資料を整備する方法 

② 近傍の測水所(流量観測所)からの流域面積比により流量資料を整備する方法 

があります。 

取水計画地点での流量資料がない場合には、計画取水地点で流量観測を少なくとも１ヶ年

以上実施して、他地点の流量資料との相関関係により計画地点の流量資料を整備する必要が

あります。ここでは、「②近傍の測水所からの流域面積比により流量資料を整備する方法」

について説明します。 

 

取水口の位置が決まれば、取水地点の流域面積Ｂ(㎢)を求めます。取水地点での流域面積

は、国土地理院の1/25,000の地形図を利用し、取水地点から上流側の尾根を結んで囲んだ範

囲の面積で、プラニメータを使用して求め、数回測定した平均値をとります。 

同一河川あるいは近傍河川の測水所の流域面積Ａ(㎢)との流域比Ｃ（＝Ｂ/Ａ）を、測水所

の流量に乗じたものを取水地点の流量とします。ここで、流域比が0.5～1.50の範囲と指導さ

れていますが、この制約を念頭におきながら、はなはなだしく河川特性が異なる場合を除い

て、次式によって求めることができます。 

[取水地点流量]＝[測水所流量データ]×[流域比Ｃ] 

なお、水力発電を設置することにより図 5.3.1 に示すように、取水地点下流において河川に

減水区間が生じる場合があります。このような場合は、河川環境保全の目的で減水区間の河川

流量を確保するために、取水地点より下流へ河川維持流量分を放流する必要があります。更に、

灌漑用水等の取水が行われている場合は、これら必要水量の放流も必要となります。これらの

放流は発電計画に与える影響が大きいので、あらかじめこれを差引いて流況曲線図を作成する

必要があります。 
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図 5.3.1 河川維持流量と発電使用流量の関係 

 

発電計画の取水地点における流況曲線図を、河川維持流量等を差引いた河川流量データより

作成します。流況曲線図とは、縦軸に流量、横軸に日数をとり、１年間の日流量データを順番

に並び替えしたものであり、図 5.3.2 に示すように図化したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3.2 流況曲線 

 

ここで、図 5.3.2 における各水量の意味を表 5.3.1 に示します。 

 

表 5.3.1 流量に関する用語の説明 

用  語 説     明 

最小水量 １年中の最も少ない流量 

渇 水 量 １年を通じて 355 日間はこの流量より下がらない流量 

低 水 量 １年を通じて 275 日間はこの流量より下がらない流量 

平 水 量 １年を通じて 185 日間はこの流量より下がらない流量 

豊 水 量 １年を通じて 95 日間はこの流量より下がらない流量 

35 日流量 １年を通じて 35 日間はこの流量より下がらない流量 

最大流量 １年中の最も多い流量 

水車

減水区間取水地点 放水地点

河

川

流

量

発電使用流量

河川維持流量

渇水量

0 95 185 275 355 365 

日数（日）

流
量

Q
(
㎥

/
s
)
 

豊水量

平水量
低水量

最小 

水量 

35 1 

35 日流量

最大流量 
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また、表5.3.2に示す様式の流況表を作成します。 

 

表5.3.2 ○○地点流況表 
                                     取水地点の流域面積(Ｃ.Ａ)：  km2   単位：m3/s 

流量 

 年 

最  大 

流  量 

35  日 

流  量 

豊水量

(95日)

平水量

(185日)

低水量

(275日)

渇水量

(355日)

最 小 

流 量 

年平均

流 量

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

平 均         

 

 

上下水道・工場内水利用、農業用水利用の場合は、設備運用上で記録・保存されている流量

データが流量資料となります。 
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5.4 最適水路ルートの選定 

「5.2 水路ルートの選定」で選定した複数の水路ルートそれぞれに対して、最大使用水量、

有効落差、発電出力、発電電力量、概算工事費を算定し、１kWh 当たりの建設単価が最も低く

なる水路ルートを、発電計画の最適ルートとします。 

表 5.4.1 に水路ルートの比較検討結果を取りまとめる標準的な様式を示します。 

最適水路ルートの比較を行うための最大使用水量、有効落差、発電出力、発電電力量、概算

工事費等について以下に解説します。 

 

 

表 5.4.1 水路ルート比較検討結果 

検討ケース

項  目 
単位 ルート１ ルート２ ルート３ 

 流  域  面  積 ㎢    

取  水  位 EL.ｍ    

放  水  位 EL.ｍ    

総  落  差 ｍ    

最  大  出  力 kW    

最 大 使 用 水 量 m3/s    

有  効  落  差 ｍ    

発 

電 

計 

画 

年間可能発電電力量 kWh    

形    式 －    

高    さ ｍ    
ダ
ム 

頂    長 ｍ    

沈  砂  池 －    

導 水 路 延 長 ｍ    

水 圧 管 路 延 長 ｍ    

放 水 路 延 長 ｍ    

水 

路 

水  路  延  長 ｍ    

 発  電  方  式 －    

設 
備 

概 

要 

 水  車  型  式 －    

河 川 維 持 流 量 m3/s    

上 水 道 用 水 m3/s    

河 川 利 用 率 ％    

流 量 設 備 利 用 率 ％    

概 
 

要 

河
川
利
用 

設 備 利 用 率 ％    

 工  事  費 百万円    

kW 当たり建設単価 千円/kW    
標 経済

kWh 当たり建設単価 円/kWh    

経  済  性  評  価 －    
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5.4.1 最大使用水量の算定 

発電計画において決定すべき使用水量としては、最大使用水量と常時使用水量の２つが

あります。最大使用水量Ｑmaxは、発電所で使用する最大の水量（流量）であり、最大出力

はこれによって定まります。また常時使用水量Ｑfは、１年中を通して355日使用し得る水

量です。 

最大使用水量の算定において、流れ込み式の場合の設備利用率は通常45％～60％程度と

されていますので、この辺りの設備利用率について３～５案を算定し、その各案について

工事費と発電電力量を算出するとともに、各案の発電コストを算出して比較し、発電電力

量(kWh)当たりの建設費が最小となる案を採用します。 

なお、設備利用率とは、発電設備が年間を通じてフル(100％)に運転できたとした場合の

年間可能発電電力量（最大出力kW×24時間×365日）に対する実際の可能発電電力量の割合

を示すもので、次の式で計算されます。 

8,760(時間）最大出力(kW）

h）可能発電電力量(kW
設備利用率＝

×
 

最適ルート選定に当たっては、表5.4.2に示す設備利用率の計算表から設備流量を算出し、

45～60％の値に入る流量を仮の最大使用水量として使用します。 

表5.4.2 設備利用率の計算表 

流況値  日 数  使用可能量  流量設備利用率

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｇ Ｈ 
ｉ 

A
i
 A

i
－A

(i-1)
 

2

AA 1)(ii −+
Ｂ×Ｃ ∑

=

n

1i
iD  A

i
×365 Ｅ／Ｇ 

 (m3/s) (m3/s) (日) (m3/s-day) (m3/s) (m3/s) (％) 

１ 
Ｑ365 

 
      

２ 
Ｑ355 

 
      

３ 
Ｑ275 

 
      

４ 
Ｑ185 

 
      

５ 
Ｑ95  

 
      

６ 
Ｑ35 

 
      

７ 
Ｑ１ 

 
      

【計算方法】 

① 流況値の欄(Ａ欄の縦列)に、前ページの流況表における平均流況値を転記します。 

② Ｂ欄の縦列の計算をします。Ｂ欄は、その流況から一つ前の流況を引いたもので

す。 
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③ Ｄ欄の縦列を計算します。Ｄ欄は、Ｄ＝Ｂ×Ｃです 

④ 使用可能量(Ｅ欄の縦列)を計算します。Ｅ欄は、Ｄ欄の流量を順次累計したもの

です。 

⑤ Ｇの欄を計算します。 

⑥ 流量設備利用率(Ｈ欄の縦列)を計算します。Ｈ欄は、Ｈ＝Ｅ÷Ｇです。 

 

なお、上下水道・工場内水利用で、従来、減圧用バルブ等で流量調節を行っていた設備に

替わって、併設して設置する水車によってエネルギーを回収する場合は、発電の取水量は上

下水道・工場内の水の需給から一義的に決められ、最大使用水量は、設備の最大流量となり

ます。（図 5.4.1 参照） 

 

 

図 5.4.1 上下水道・工場内水利用のシステム 

 

5.4.2 取水位及び放水位 

取水位は、取水堰の高さを考慮した標高(堰の天端標高)とし、標高の読取値は、地形図

又は市町村の管内図等により読み取ります。 

放水位は、放水地点の河川における平水時の標高とします。 

 

5.4.3 有効落差の算出 

流れ込み式の場合は、地形図により、取水位～放水位間の標高差（総落差という）を把握

します。地形図がない場合には、簡易な測量を実施し、標高差を求めます。 

 

上下水道・工場内水利用、農業用水を利用する発電計画では、既設設備の施設図等を用い

て、取水位置～放水位置間の落差を把握することができます。また、減圧バルブの代替に水

車発電機を設置する発電計画の場合には、減圧バルブの入口側の圧力と出口側の圧力差が落

差となります。 

 

上部水槽あるいは取水ダム 

流量調節設備

下部水槽

水の供給 

水車・発電機
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圧力から落差を求めるには、 

落 差[ｍ] ＝ (入口側圧力[MPa]－出口側圧力[MPa])×1,000/9.8 

旧単位系の圧力計が使用されている場合には、 

落 差[ｍ] ＝ (入口側圧力[kgf/㎠]－出口側圧力[kgf/㎠])×10 

により求めることができます。 

 

(1) 総落差 

総落差＝（取水位）－（放水位）で、0.1ｍ単位でまとめます。 

(2) 損失落差 

最大使用水量時における損失落差は、次により計算します。 

① 導水路の損失落差は、導水路勾配（一般的に1/1,000程度）に導水路延長Ｌ1(ｍ)

を乗じたものです。 

② 取水口、沈砂池、水路流入口及び流入出口等の合計損失（一般的に0.05ｍ程

度）を見込みます。また、水槽水位は、 

       
1,000

Ｌ
.05＋水槽水位＝取水位－0 1    

となります。 

③ 水圧管路の損失落差は、水圧管路延長Ｌ2(ｍ)の1/200とします。 

④ 放水路の損失落差は、導水路と同様に、放水路勾配1/1,000に放水路延長Ｌ3(ｍ)

を乗じたものです。 

⑤ その他、水車入口のバルブ等のロス（一般的に0.6ｍ程度）を見込みます。 

よって、最大使用水量時における損失落差ＨLmaxは、 

損失落差ＨLmax＝①＋②＋③＋④＋⑤ (ｍ) 

となります。 

(3) 常時使用水量時における損失落差：ＨLf 

常時使用水量時における損失落差ＨLfは、最大使用水量時の水槽水位と放水位を総落差と

して計算します。常時の損失落差ＨLfは、最大使用水量をＱmax、常時使用水量をＱfとすれ

ば、 

1,000

3Ｌ
2

maxＱ

fＱ
0.6

200

2Ｌ

LfＨ +×+= 















 

で求めることができます。 
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(4) 有効落差の計算 

有効落差は、(1)で求めた総落差Ｈから損失落差を差引いて求めます。 

ア． 最大使用水量時の有効落差：Ｈemax 

Ｈemax＝総落差(Ｈ)－最大使用水量時における損失落差(ＨLmax) (ｍ) 

イ． 常時使用水量時の有効落差：Ｈef 

Ｈef＝(水槽水位)－ＨLf＝{(総落差)－①－②}－ＨLf (ｍ) 

 

5.4.4 発電出力の算出 

5.4.1 で算出した使用流量Ｑと 5.4.3 で求めた落差から、計画する発電所の発電出力を算

出します。 

(1) 理論水力 

理論水力は下式により求めます。この理論水力は、河川法に基づく水利使用料の計算に

用いられるものです。 

理論最大水力：Ｐemax＝9.8×Ｑmax×Ｈemax (kW) 

理論常時水力：Ｐef＝9.8×Ｑf×Ｈef (kW) 

ここで、Ｑmax（㎥/s）は最大使用水量、Ｑf（㎥/s）は常時使用水量、Ｈemax（ｍ）は最大

使用水量時の有効落差、Ｈef（ｍ）は常時使用水量時の有効落差を表します。 

なお、式中の 9.8 の定数は、重力加速度で単位は（m/s2）です。 

(2) 発電出力 

実際の発電機の出力は、水車発電機の効率によって理論水力より小さいものになります。

理論水力にそれに応じた効率を乗じて求めます。 

最大出力：Ｐmax＝Ｐemax×ηt(max)×ηg(max) 

       ＝9.8×Ｑmax×Ｈmax×η(max) (kW) 

常時出力：Ｐf＝Ｐef×ηt(f)×ηg(f) 

       ＝9.8×Ｑf×Ｈef×η(f) (kW) 

ここで、ηt は水車効率、ηg は発電機効率、ηは合成効率（＝ηt×ηg）を表し、η(max)

は比速度Ｎs に基づいて算出されます、η(f)は（Ｑf×Ｈef）/（Ｑmax×Ｈmax）を入力負荷率

として算出される相対合成効率を乗じたものです。（効率については、5.4.7 水車の効率で

解説していますので参照してください。） 

任意の水量Ｑ（㎥/s）における発電出力は、 

発電出力：Ｐ＝9.8×Ｑ×Ｈe×η （kW） 

ここで、Ｈe（ｍ）は任意の使用水量時の有効落差を示します。ηはη(f)の算定に準じま

す。 
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5.4.5 発電電力量の算出 

発電電力量は、〔発電出力Ｐ(kW)〕×〔発電継続時間ｈ(時間)〕として算出され、単位

はキロワットアワー(kWh)で表します。 

発電電力量は、年間可能発電電力量と年間発電電力量とに分けられ、通常は前者の年間

可能発電電力量を用いて表しますが、発電所における発電量１kWh当たりの発電原価を算定

する場合には、後者の年間発電電力量を用いて表します。 

 

(1) 年間可能発電電力量の計算 

年間可能発電電力量とは、年間を通じて事故による停止がなく、点検や維持補修による停

止もない場合に、発生可能な電力量です。 

この年間可能発電電力量は、発電の経済性評価の基礎数値となり、同じく経済性評価の基

礎となる工事費に比べて、開発の時期の変動による物価変動の影響を受けないので、一般に

工事費精度より高い精度の結果を得るようにしなければなりません。 

最適ルート選定におけるルート比較で求める発電電力量は、流況図から概略の年間可能発

電電力量を求めます。概略の年間可能発電電力量を求める方法には、平均電水比を用いる目

算的方法、流況パターンによる速算方法、流況と合成効率を組み合わせて算定する概算的方

法がありますが、ここでは、流況と合成効率を組み合わせて算定する概算的方法で算出する

ものとします。 

 

(2) 概算法 

概算法は、各流況における日数の面積に、流量比(負荷率)ごとの合成効率を乗じて電力量

を求める方法で、計算要領は表5.4.3の様式と【計算手順】に基づいて計算します。 
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表5.4.3 概算法による年間可能発電電力量の計算要領 

         ①最大使用水量：   m3/s 、有効落差：  ｍ 

 ② 

日 順 

 ③ 

日 数 

(日)

 ④ 

使用水量 

⑤負荷率(％)

最大使用水量

使用水量

 ⑥ 

合成効率

(％)

 ⑦ 

発電出力

(kW)

 ⑧ 

平均発電出力 

(kW) 

 ⑨ 

発 電電力 量

(kWh)

最大頭 

切日数 
          

95 
95－  

       
      

185 
185－95 

     90 
      

275 
275－185 

     90 
      

355 
355－275 

     80 
      

365 
365－355 

     10 
      

   計 365      ⑩  

【計算手順】 

①の行に、最大使用水量及び有効落差を記入します。 

②の最大頭切日順は、最大使用水量の取水可能日数を記入します。 

③の日数は、計算段と直上段の日順の差です。 

④の縦列に、最大使用水量で頭切した日順の流量を使用水量として記入します。 

⑤の縦列に、負荷率(使用水量/最大使用水量)を計算して記入します。 

⑥の縦列に、⑤の負荷率を用いて合成効率を計算します。 

⑦負荷率ごとの発電力Ｐを計算します。 

Ｐ＝9.8×(④使用水量)×(①有効落差)×(⑥合成効率) 

⑧計算段と直上段の発電出力の平均値を求めます。 

⑨計算日数間の発電電力量は⑧×③×24で、その合計⑩が年間可能発電電力量となり

ます。 

 

(3) 年間発電電力量 

水力発電所は、それ自体の事故によって停止することはあまりなく、大雨や台風等によ

る洪水時や保安のために停止することが主です。水力発電所が電力会社の送電線や配電線

に接続している場合に、発電所が停止（事故停止）する主要因は送配電線路の事故による

ものです。電力会社の送配電線路の事故の場合には、停電後一定時間経つと自動的に送電

を再開します。その場合でも、発電所の運転再開には７分程度の時間が必要となります。 

水力発電所の停止は、事故停止のほか、計画的な点検による停止、補修による停止等が

あり、発電所で発電される電力量は停止しないものと仮定して計算した年間可能発電電力

量よりも、停止した分少ないものとなります。 
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この停止によって発電できなかった分を停止電力量といい、その年間可能発電電力量に

対する割合を停止率といいます。逆に、理想的な仮定で計算された年間可能発電電力量の

うち、実際に発電量として期待できる割合を利用率といい、 

利用率 ＝ （１－停止率） 

とし、流れ込み式の発電所の利用率は約0.95（95％）が採用されています。 

 したがって、年間発電電力量は、 

年間発電電力量 ＝ 年間可能発電電力量×利用率 

で表され、これは発電端電力量ともいわれます。 

発電原価は、年間の発電所にかかる総経費を年間発電電力量で除して求めることができ

ます。 
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5.4.6 水車の選定 

水車は、使用水量の大小や落差の大小によってその適用機種が異なりますので、その地

点に合った最も経済的な水車を選定します。 

水車の型式は、最大使用水量と有効落差の適用範囲によって定まり、一般的には、図

5.4.2に示す水車選定図を用いて水車を選定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5.4.2 水車選定図 

 

5.4.7 発電機の選定 

発電機には同期発電機と誘導発電機があり、電力系統への接続の有無及び経済性を考慮

して最も適した発電機を選定します。 

 

5.4.8 効率の算定 

水車の出力と入力の比を効率といい、水車出力をＰ(kW)、有効落差をＨ(ｍ)、流量をＱ

(m3/s)とすれば、効率η＝Ｐ/(9.8ＱＨ)で表され、水車の種類、水車の回転速度、比速度及

び流量比(使用水量/最大使用水量)によって変化します。 

ここでは、効率の具体的な算定方法を「添付資料－３ 水車・発電機効率の算定方法」に

示してありますので、参照してください。 

1 

10 

100 

1000 

0.01 0.1 1 10 100

使用水量(m
3
/s)

有効落差(m) 

ペルトン水車 ターゴインパルス水車 立軸フランシス水車

カプラン水車

横軸フランシス水車 

クロスフロー水車
ポンプ逆転水車 

プロペラ水車（インライン式） 
プロペラ水車（サイフォン式）

水中タービン水車 
S 形チューブラ水車
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5.5 概算工事費の算出 

5.5.1 工事積算項目 

水力発電の工事費は、一般に土木工事費、建築工事費、電気工事費、その他費用に大きく

区分されます。表 5.5.1 に工事項目の分類を示します。個々の発電計画においては、これら

の項目から適宜、取捨選択して工事費を算定することが必要です。 

表 5.5.1 水力発電の一般的工事費内訳 

 積 算 項 目 摘    要 

1) 土 地 補 償 費  
水没家屋、田畑、山林、付替道路、鉄道、漁業、公

共補償、無形固定資産等 

2) 建 物 関 係  
発電機床面以上の発電所本館建物（半地下式、地下

式の場合は内装を含む）、付属建物(本館以外) 

3) 土 木 関 係   

a. 取 水 ダ ム 
土砂吐き、排砂ゲート、護岸工、護床工、魚道を含

む 

b. 取 水 口 

ゲート、スクリーンを含む 

既設堤体穴空け方式の場合は工事費を含む 

サイフォン方式の場合は真空ポンプ工事費のみとし

サイフォン管は水圧管路に計上 

c. 沈 砂 池 排砂ゲート、スクリーンを含む（露出式を対象） 

d. 排 砂 路
沈砂池（水槽）で排砂ゲートを設置できない場合の

代替設備として設置 

e. 導 水 路  

f. 水 槽
ヘッドタンク又はサージタンクのどちらかを示す 

排砂ゲート、スクリーンを含む 

g. 余 水 路  

h. 水 圧 管 路
既設管路との分岐管、バルブ室、バルブ、流量計

室、流量計、グラウト、法面保護工等を含む 

i. 放 水 路  

j. 放 水 口 ゲートを含む 

k. 代替放流設備
既設ダムの放流設備途中に発電設備を設置し、バイ

パス放流設備が必要な場合の放流バルブ等 

① 水 路 

l. 雑 工 事 費 土捨場、水路に係る緑化工事、自記量水設備等 

② 貯水池又は 

調 整 池 
 （ダム高 15m 以上の）ダム本体、洪水吐、雑工事 

m. 基 礎 
発電機床面以下（半地下式、地下式の場合は床面以

上を含む）の土木工事 

 

③ 機 械 装 置 

n. 諸 装 置 取付道路、構内整備、機械装置に係わる緑化工事等

4) 電 気 関 係  水車、発電機、主要変圧器、配電盤開閉装置等 

5) 仮 設 備 費  工事用道路・橋梁、仮建物、工事用電力、備品等 

6) 総 係 費  人件費、調査委託費、事務関係費等 

7) （ 小 計 ）  Σ1)～6) 

8) 建 設 中 利 子  建設工事期間中の工事資金に係わる利子 

9) 分 担 関 連 費  発注者の現場以外の組織全体に係わる事務経費 

10) 送配電設備費  架空又は地中送電設備 

11) （ 計 ）  Σ7)～10) 
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5.5.2 概算工事費の算出方法 

概算工事費の算出に当たっては、過去に建設された多くの発電所の実績から構造物ごとに

適当な設備諸元をパラメータにとって短時間で概略の工事費を把握する方法で算出します。 

ここでは、概算工事費の具体的な算出方法を「添付資料－２ 概算工事費の積算基準」に

示してありますので、参照してください。 

なお、ここで解説する積算方法は、ハイドロバレー計画における工事費の検討用としての

み使用するものとします。 
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６．需要計画 

ハイドロバレー計画における需要計画の策定に当たっては、発生電力を可能な限り有効に利

用することが、経済性の向上と地域の活性化をもたらすことになります。 

中小水力発電所で多く採用されている流れ込み式発電の場合には、発生する電力は天候や季

節によって変化するために、需要もそれに見合ったものでなくてはなりません。また、需要側

でも昼夜や季節性があり、かつ常に同一の負荷ではなく、時々刻々と変化しています。 

したがって、需要計画を策定するに当たっては、需要そのものの特性をよく把握するととも

に需要面から必要とする電気の質を検討し、需要の平滑化を図りながら供給とのバランスを検

討する必要があります。 

 

6.1 需要計画の策定手順 

需要計画は、発電所で作られた電気をどのように利用するかを策定するものであり、基本的

にはその地域振興計画から導き出されるものです。 

ハイドロバレー計画における需要計画の策定手順を図6.1.1に示します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6.1.1 需要計画の策定手順 

 

 

スタート

地域特性を反映し

た需要設備の選定
需要設備メニュー 

需要規模の検討

需要設備優先順位の検討

需要設備の組合せ

需要の平滑化供給規模の検討 

需給バランスの検討

平滑化

平滑化不足      

(昼夜間、季節間) 
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6.2 需要施設の選定 

ハイドロバレー計画においては、需要（消費電力）と供給（発電電力）との関係が計画の成

否に大きく影響します。このため、計画対象地域に存在する需要施設（公共施設等）をリスト

アップするとともに、これら需要施設毎の需要規模、電気の利用形態、需要パターン等を調査

し、需要施設の候補地点を選定する必要があります。 

 

6.2.1 需要施設の選定の考え方 

需要施設は、新設する発電所の最大出力や発電電力量を考慮し、地域活性化のための各種

事業が対象となります。地域活性化のための事業としては次のようなものがあげられます。 

① 地場産業の開発育成 

農産物等資源の活用、観光レクリエーション施設の充実、新規特産品の導入、地

域活性化センター及び産業ＰＲ館等の建設。 

② 基盤整備 

流通販売経路の拡大、生産基盤の近代化、ローカルエネルギー利活用、交通通信

網の充実。 

③ 生活環境改善 

コミュニティ施設、スポーツ施設、保養施設等の建設。 

地方公共団体で行われている地域活性化の事業をみると、いずれも観光事業を含む地場産

業の開発育成が中心となっており、それに情報交換・宣伝のためのイベント企画・ＰＲ資料

館の建設、更に地域の生活環境改善のための各種施設の整備を行っています。事業の選定は

地域の特徴を活かした事業であるべきであり、一律に論じるものではありませんが、既に村

おこし等で採用されているいくつかの事業を分類したものを以下に示します。 

なお、これらの活用は、参考程度にとどめ、需要施設の選定に当たっては、地域の特性を

十分考慮して決定する必要があります。 

 

6.2.2 農林水産業分野の需要施設 

(1) 需要施設 

農林水産業分野は、今まで第一次産業として、また、地方の主要産業として大きな役割を

果たしてきましたが、昨今の経済構造の変化・農産物の輸入自由化の中で厳しい状況が続い

ています。 

この分野における電力の利用には、バイオテクノロジー等の先端技術と結びついた施設利

用型の産業が期待できます。 
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表6.2.1 農林水産業分野における電力利用例 

 電 力 利 用 の 作 業 

稲作・畑作 かんがい排水、畜産、誘蛾灯、育苗、温度調整 

園   芸 
換気、冷暖房、かん水、培養液の循環、地中蓄熱ヒートポンプ、

電照促成、育苗、温度調整 

畜   産 畜舎等換気、冷暖房、給水、給餌、牧草乾燥 

水   産 揚水、ばっ気、水循環、温水飼育 

林   業 
製材、木工品製造、育苗、乾燥（木材、キノコ）、かん水、温

度調整 

 

(2) 電力利用の特徴 

農林水産業分野における電力利用については、以下のような特徴があります。 

① 畜産を除いて電力は季節的に限定された時期のみに利用される傾向が強く見受

けられます。 

② 各地域の気候や市場条件により対象とする作物の種類・栽培内容・育成期間等が

異なり電力需要の地域格差が大きい場合が多く見受けられます。 

③ 育苗・温床栽培、農産物の乾燥・保存、畜産における赤外線飼育・ふ卵器等のよ

うに電力が断たれると生育や発育不良等の障害が発生する場合があります。 

④ 電力の利用形態としては動力として電動機が古くから利用されていますが、一般

に電動機の出力が小さく、また、電熱や光は主として環境制御及び農産物乾燥用に

利用されています。 

⑤ 農業施設が高度化してきており、動力・電熱・光の複合利用をコンピュータ制御

し、カントリーエレベーターのように総設備容量が500kW以上にもなる施設もあり、

通常の機械単品使用の場合と異なった施設計画・運営が必要になります。 

(3) 施設の利用期間 

施設の利用期間は、次のように分類されます。 

① 畜産施設のように通年利用するもの 

② 施設園芸・貯蔵施設のように作物や運営方法により通年利用が可能なもの 

③ ライスセンターのように極めて限られた時期にしか利用できないもの 

また気候・作物・立地条件等によって、施設の利用期間・冷暖房期間・電力使用量等には

差異が生じてきます。 

電力使用の日変化は、次のように分類されます。 

① 誘蛾灯・電照菊のように夜間のみ利用するもの 

② 選別施設や乾燥を行わない種子センターのように昼間のみ稼働するもの 

③ 環境制御（保温・保冷等）等、終日電力を利用するもの 
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6.2.3 地場産品加工 

農林水産物を中心とした地場産品の加工は、付加価値の向上・市場の動向に合った出荷調

整や年間の安定供給が図れる等のメリットがあり、収入の安定と雇用の確保が可能となりま

す。 

(1) 地場産品加工の種類例 

① 穀類の加工 

・精米、米菓、アルファ米、レトルト包装米飯、穀粉としてのビーフン、しん粉、

餅・包装餅、小麦による製粉、パン、菓子類、大麦、ソバ、トウモロコシ等 

② 豆類の加工 

・大豆蛋白質製品：豆腐、豆乳等 

・大豆醗酵食品：みそ、 醤油、納豆、大豆油等 

・雑 豆：あん、もやし、煮豆等 

③ 芋類の加工 

・蒟蒻芋：コンニャク等 

④ 野菜、果実類 

・野  菜：乾燥野菜、冷凍野菜…ミックスベジタブル、アスパラガス等 

〃 ：漬  物…胡瓜、白菜、野沢菜等、特産野菜の塩漬・みそ漬・かす漬等 

〃 ：ト マ ト…ジュース、ケチャップ、ソース等 

〃 ：缶詰、瓶詰…アスパラガス、グリーンピース等 

・果実類：乾燥果実…干ぶとう、干リンゴ等 

  〃 ：冷凍果実…パイナップル、イチゴ、ミカン等 

  〃 ：ジ ャ ム…イチゴ、リンゴ、ミカン等 

⑤ 林産物 

・ きのこ類：乾  燥…シイタケ等 

  〃 ：瓶  詰…なめこ、なめたけ等 

・木 材：製  材…柱、板等の資材等 

  〃 ：木  工…イス、テーブル等の家具類、木工加工品、工芸品等 

(2) 電力利用の特徴 

① 工場の作業時間は一般的に昼間が多く、加工用機械を利用する時間は昼間に制限

されます。 

② みそ加工用の大豆やジュース加工用のオレンジといった収穫期の限定される産

品を対象とすると、工場の稼働期間もこの影響を受ける場合が見受けられます。 
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6.2.4 観光・レクリエーション 

観光・レクリエーションには、自ら参加する行動型、休憩・慰安が中心の滞在型、文化型

のタイプがあります。表6.2.2に地域振興の面から見た観光・レクリエーションの分類例を

示します。 

 

表6.2.2 地域振興から見た観光・レクリエーションの分類例 

項  目 行 動 型 滞 在 型 文 化 型 

観光・ 

レクリエーション 

の目的 

健 康 ・ ス ポ ー ツ

楽 し み 追 求

冒 険 心 の 満 足

避 暑 ・ 避 寒 

休 憩 ・ や す ら ぎ 

飲食・ショッピング 

自然とのふれあい 

生活・教養の向上

自 由 時 間 の 活 用

文 化 行 事 参 加

自 己 啓 発

主要対象層 
青年・児童・学生

ニューファミリー
中 高 年 齢 層 

中 高 年 齢 層

学 生 ・ 主 婦

カルチャーグループ

観光・ 

レクリエーション 

施設の機能 

ス ポ ー ツ 機 能

社交・つきあい機能

ファッション機能

休憩・やすらぎ機能 

飲 食 ・ 商 業 機 能 

観 光 ・ 見 物 機 能 

参 加 機 能

教 養 ・ 文 化 機 能

表 現 機 能

情報・コミュニケーション機能

活   動 

ス キ ー

ス ケ ー ト

ゴ ル フ

テ ニ ス

フィールドアスレチック

登  山

運 動 系 合 宿

観   光 

キ ャ ン プ 

釣   り 

温 泉 旅 行 

森 林 浴 

セ ミ ナ ー

音 楽 系 合 宿

野 外 コ ン サ ー ト

体 験 学 習

資 料 館 ・ 植 物 園

 

スキー・スケートについては積雪地域や寒冷地に多いですが、他の地域においても山間部

等では可能な場合もあり、ニーズの的確な把握が必要です。また、今までは山・渓谷・滝等

の著名な自然をポイントに観光地を形成する場合が多かったですが、スポーツ・体験農場・

祭り等地域のイベント等を主体とした独創性を持ったものも増えています。 

電力利用の特徴には、テニスや野球等のスポーツ施設の照明、スキーリフトの動力、宿泊

施設やレストラン及び観光センターの照明や動力等が中心で、いずれも内容によって利用形

態や利用時間が大きく異なっています。このような施設の充実によって、更に多くの観光客

誘致が見込まれる傾向にあり、観光開発における重要なポイントとなっています。 

 

6.2.5 生活・環境 

生活・環境活動や福祉の向上といった分野については、地域のコミュニティーセンターや

公園等の公共施設への照明・冷暖房・給湯・街灯・地域内の集落排水処理施設等があげられ

ます。また、積雪地域については余剰電力を利用した駐車場や道路の融雪装置等があります。 



- 6-6 - 

6.3 需要規模の検討 

電力の利用は分野によってそれぞれ固有の負荷特性を有しているため、日又は季節によって

変化する最大負荷を求める必要があります。 

6.3.1 電力の利用形態と負荷変化 

電力の利用形態は大きく以下のように区別できます。 

① 動力としての利用 

② 電熱としての利用 

③ 電灯としての利用 

④ 制御用としての利用 

あらゆる施設の電力利用は、基本的にこれらの組合せになっています。特に最近の傾向と

しては、家庭用の電化製品までマイコンが普及しており、エネルギーとしての電力と同時に

制御電源としての電力利用も考えなければなりません。 

これらの分野別の負荷状況は以下のとおりです。 

(1) 動  力 

電動機負荷の特徴は次のとおりです。 

① 運転開始時（起動時）には、定格の数倍の電流が流れます。 

② 機械に必要な動力に応じて負荷が変わります。送風機やポンプ等は一定負荷です

が、木工用の電動機等では常に大きく変化します。 

③ 自動制御される電動機は起動・停止を繰り返します。 

このように、電動機単体でも、駆動する機械の種類や自動制御される機械等により、変化

の度合いが大きく異なります。更に起動時には非常に大きな電力を必要とします。 

また、動力の使用は工場等で多く、昼間に負荷が集中しますが、土・日曜日や祭日等は稼

働しないことが多いため負荷の発生が激減します。 

(2) 電  灯 

電灯負荷は点灯中には常に一定負荷で安定しており、他の利用形態のように大きな変動が

生じることは少ないのが一般的です。しかし、夜間に使用が集中し、曇天や日照時間の差に

よって使用時間が変化します。更に倉庫等のように必要に応じて点灯する場合や、人工野菜

工場のように人為的に照明を制御する利用もあります。 

(3) 電  熱 

ヒーターによる加熱・保温・乾燥が主なものであり、連続的に使用するものではなく設定

温度に対応させて、オン－オフ運転する場合が多く見受けられます。外気温によって室内温

度が変化するので、季節的や昼夜の別等によりその稼働状況が異なります。したがって、電

熱槽の併用により負荷の平滑化を検討する必要があります。 
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熱利用の場合に限られ、かつ、供給地点と需要地点が近接している場合には、ヒートポン

プの利用が便利です。すなわち空気・水熱源兼用ヒートポンプ（水熱源は冷房のみ）の圧縮

機を直接ベルト駆動するものであり、電力変換に比べて暖房で約３倍、冷房で約1.5倍の能

力を持っています。 

(4) 制  御 

電力量から見ると非常に小さな量ですが、電気の質から言えば最も安定した質の高い電気

が要求されます。 

微小な電流・電圧の変化を検出して制御したり、周波数により制御するもの等があります。

電流・電圧・周波数等の変化や停電等によって制御ミスを生じることがありますので、利用

に当たっては、保護装置やバックアップシステムを備える必要があります。 

 

以上の利用分野についての技術的・経済的側面から見ると、電力はエネルギーの搬送コス

トや搬送時のエネルギー損失が少なく、容易に光・熱・動力等の各種のエネルギーに変換す

ることが可能であり、しかもその装置を安価に入手でき制御しやすい等の利点があります。 

 

6.3.2 負荷(需要)の変動と電力(供給) 

(1) 負荷変動と発電力(供給)との関係 

使用する電力すなわち負荷は、１日の中で昼夜の別があり、また平日と休日があり、更に

季節によって様々に、時々刻々と変化しています。例えば、電灯用電力は夕方から就寝まで

に最大負荷が生じ、昼食時にも一時的に負荷が増加します。業務用電力は就業時間内に平均

して多く、夜間は下がります。動力用電力も就業時間内に平均して多く、昼休みは一時的に

低下します。 

負荷平均値の最大負荷に対する比を負荷率といいます。１日の中でも負荷は変化し、また、

週間や月間と条件によって様々な変化をします。いずれにしても最大の負荷(需要)を十分に

まかなう発電力(供給)が必要であり、最大負荷を正しく推定しておかなければなりません。

また、昼夜による変化の差は明らかであり、概略の変化を想定する場合においても昼夜に区

別して検討しなければなりません。 

(2) 設備容量と最大負荷 

家庭では、電灯・洗濯機・冷蔵庫・暖房機等の各種の電気製品があり、同様に加工工場で

は用途に応じた各種の設備があります。 

一般に、これらの電気器具や各種の設備機械は同時に稼働することは少なく、また、最大

の使用時期が一致することは少ないです。したがって、容量は負荷設備容量を単に合計した

ものでなく、設備の総容量に需要率や不等率等を考慮しなければなりません。 
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① 需要率 

需要率とは、需要設備の最大負荷と設備容量の比で、設備容量から最大負荷を想

定する場合に重要な役割を果たすものです。 

需要率＝ 100
合計(kWh)需要設備の定格容量の

）最大需要電力(kWh
× （％） 

表6.3.1及び表6.3.2に需要率の例を示します。 

 

    表6.3.1 電灯需要家の需要率の例       表6.3.2 電動機の需要率の例 

需要種別 需要率(％) 
 

負荷の例 電動機の数 
需要率

(％) 

定額電灯 90   6～10 75 

住  宅 50  10～15 70 

商  店 40  

個 別 運 転 

（工作機械等） 
15～20 65 

工  場 50 
 送 風 機 

空気圧縮機等 
－ 90 

従
量
電
灯 

事 務 所 25  一般動力 － 50 

    
事務所

冷  房 － 80 

 

需要設備の需要率を想定することにより、需要施設の定格容量から最大需要電力

を求めることができます。 

② 不等率 

多数の負荷がある場合、個々の負荷の最大値は同時に発生することが少なく、こ

れら負荷を一群とした場合の最大需要電力は、単純に各個の負荷の最大需用電力の

単純合計ではなく、時間的な稼働を考慮した値としなければなりません。それぞれ

の負荷の最大電力の単純合計を、一群の最大需要電力で除したものを不等率といい

ます。 

不等率は負荷の種類や使用状況によって著しく異なりますが、一般に電灯では 

1.2、動力では1.1を使用し、電灯・動力相互間では1.1を使用します。 

(3) 使用電力の決定 

一般に使用電力は負荷の種類によって次式を用いて求めます。 

① 電灯負荷の場合 

Ｐ ≧
cosθ

ｌＰ∑ ×需要率×
不等率

１
×1.1 （kVA） 

    ただし、Ｐ：使用電力 (kVA)、∑Ｐｌ：各電灯の定格電力の総和 (kW)、 

cosθ：電灯群の平均力率（95～100％） 
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② 動力負荷の場合 

Ｐ ≧
cosθ

mＰ

×η

∑
×需要率×

不等率

１
×1.1 （kVA） 

    ただし、Ｐ：使用電力 (kVA)、∑Ｐｍ：各電動機の定格電力の総和 (kW) 

        η×cosθ：電動機群の平均効率×力率（80～95％） 

 

6.4 需要の平滑化 

6.4.1 平滑化の必要性 

昼夜連続して電気を利用する需要施設は、需要の日変化が少なく電力の有効利用が可能で

す。しかし、昼又は夜間のどちらかに限定される需要施設は、日変化が大きく日間における

電力の有効利用を図ることは難しいです。そこで昼間と夜間にそれぞれ規模の類似した需要

施設を組み合わせれば、ほぼ昼夜連続の需要がまかなえることになり、日変化が少なく電力

の有効利用が可能となります。 

ハイドロバレー計画における需要計画は、供給の日変化や年変化の特性を考慮した需要施

設を組み合わせて需要の平滑化を図ることが重要です。 

各種施設の組合せに当たって留意すべき点を以下に示します。 

① 需要の日変化対応 

昼・夜間が同一程度の負荷状態を示す需要施設を組み合わせることにより、需要

の変化に対する平滑化を図ります。また、余剰電力が発生するときは、これに対応

しやすい需要施設の導入を検討します。 

② 需要の年変化対応 

まず通年一定の負荷で日変化が小さい施設を選定します。次に、稼働状況に季節

性を有する施設を規模や時期によって選択し、順次組合せを行って供給の年変化に

対する平滑化を図ります。 

 

6.4.2 需要項目の選定 

発電電力量(Ｓ)に対し、需要施設で使用が可能な電力量（使用電力量Ｄ）の比率（Ｄ/Ｓ）

を「有効使用率」といいます。供給の変化に合わせた需要想定は、発電電力量の有効使用率

が向上し経済的に見えますが、需要施設側からすると年間を通じた電力の安定供給が得られ

なくなり、需要施設の稼働率が低下し、結果として非経済的となるので注意を要します。 

また、需要の中には数日しか稼働しないもの、季節的なもの、年間平均して運転されるも

の、昼間型のもの、夜間型のもの等があり、これらを適切に組み合わせることがエネルギー

の有効利用を図ることになります。 
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需要項目及び規模の選定に当たっては、地域にふさわしい事業を選ぶとともに地域の活性

化を期待して、以下の点に留意して優先順位を決める必要があります。 

① 地域資源を最大限に活用し雇用の場を創出できる施設 

② 地域特有の自然環境を生かせる施設 

③ 生産への意欲をわかせる施設 

④ 地域特産物を活かして地域をアピールできる施設 

⑤ 住民間の交流を促進する施設 

⑥ 余剰電力を有効利用できる施設 

 

6.5 需要パターン・需要規模の調査 

需要施設候補の選定後、需要施設の電力の需要パターンを調査します。需要パターンは、図

6.5.1 に示すように、日間で変化するのが一般的であり、更に、年間でも変化します。需要と

供給のマッチングさせる上で年間最大需要、最小需要等や月別の日需要パターンを把握してお

くことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.5.1 需要施設の日需要パターンの例 

 

需要パターンの把握は、電力会社が毎月行う検針の検針票あるいは電力会社からの請求書か

ら把握できます。検針票及び請求書に記載してある１ヶ月間の電気使用量（kWh）と最大使用電

力（kW）を、１年間分集計します。この集計により、消費量の季節変動を把握することができ

ます。検針票あるいは請求書の請求月と計測日にはズレがありますので、検針票あるいは請求

書に記載されている検針日に注意する必要があります。 

日需要の変動は、受電変電設備についている電力計（kW 計）を毎正時に読み取り図 6.5.1 の

ようなグラフを作成することにより把握できます。 

また、需要施設における消費電力量の把握する際は、これに併せて、電気料金（基本料金、

従量料金等）を集計しておく必要があります。この電気料金は、ハイドロバレー計画の経済性

を算出する上で必要になります。 

需要パターン

0:00 

自家消費 

12:00 24:00

時 間 

（kW）

消
費
電
力 
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７. 開発計画 

ハイドロバレー計画における水力発電所の開発規模は、需要と供給のバランスを地域振興と

資源の有効活用の両面から検討し、最も開発効果の高いものを最適規模とします。 

 

7.1 需給バランスの検討 

需給バランスの検討では、地域特性を反映した供給と需要を適切に組み合わせて過不足が最

も小さくなるよう、有効使用率の向上を目指します。 

 

7.1.1 需給バランス 

(1) 基本的な考え方 

ハイドロバレー計画は、地域の持つ水力エネルギーを地域振興策の一環として立案された

各種の電力需要施設に対して供給し、地域活性化の一助として機能させるものであり、次の

ことが基本となります。 

① 需要施設と比較的近い場所に開発可能地点がある。 

② 計画の主旨から、地域振興策としての需要施設計画が優先され、供給規模はこれ

に追従することが望ましい。 

供給サイドは年間の河川流況や季別流量変動からなる地域特性や運転方式を踏まえて、計

画地点における供給規模の推定を行います。 

一方、需要サイドでは地域振興策としての各種需要施設計画の中から、事業の規模や時期

などを考慮した電力利用優先順位の設定を行います。 

需給バランスは、このような状況のもと、地域振興への寄与と資源の有効利用について複

数からなるケーススタディを行い、需要と供給の関係をいかに効率よくバランスさせ、適切

な組合せを選択するものです（以下、「マッチング」といいます）。 

(2) マッチングの方法 

マッチングは月単位で年間を通じて行います。 

① 選定した需要施設の優先順位をつけた後、年間の需要想定を行います。その場合、

供給電力(kW)にはＬ５出力を、供給電力量(kWh)には有効電力量を用います。 

② 推定した供給規模のうちから１つのケースを選定します。 

③ 年間における供給の変動パターンを基に、需要施設の中から優先順に供給不足と

ならないように需要項目を順次選定します。この場合、１日 24 時間を需要項目の変

動パターンに合わせて昼間と夜間に大別し、それぞれの項目について負荷率を考慮

しない需要値を設定します。 

④ 年間を通じて需要が供給を上回る段階になれば、上記②の供給規模に対するマッ
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チングを終了し、他の供給規模を選定し③と同じ作業を進め、順次ケーススタディ

を行います。 

⑤ マッチングを複数ケース行った後、需要項目それぞれ固有の負荷率を基に使用電

力量を昼・夜間別に求め、これらを合計して年間使用電力量（Ｄ）を求めます。 

⑥ あらかじめ求めた供給規模別の年間発電電力量（Ｓ）と⑤の年間使用電力量から、

有効使用率（Ｄ/Ｓ）をケースごとに算定します。 

⑦ 需要と供給の規模に大きな差があり、有効使用率がどのケースとも極めて小さい

場合には、発電計画地点や需要施設規模及び電力量消費量の再検討を行い、妥当と

思われる需給バランスが得られるまで①～⑥の作業を繰り返します。 

マッチング作業を通じて得られた結果から、運転方式を選定し、最適発電規模の決定を行

います。 

 
7.2 運転方式の選定 

ハイドロバレー計画においては、需給バランスを考慮した運転方式を検討しなければなりま

せん。 

 
7.2.1 需給バランスと運転方式 

需給バランスの検討において、需要と供給の関係は次の２つのケースに大別されます。 

（Ａ） 需要に対して供給が下回る場合 

（Ｂ） 需要に対して供給が上回る場合 

そして需給バランスにおいて、需要あるいは供給のいずれか一方を縮小できる状態か否か

によって運転方式は図 7.2.1 に示すように異なったものになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2.1 需給バランスと運転方式 

需給バランス 

需要規模の縮小が可能 

需要規模の縮小が困難 
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溢   水 

(将来の需要増に備える)

単独運転 

単独運転 
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(1) 需要に対して供給が下回る場合（Ａ） 

需要項目の内容によって供給が不足しないところまで需要規模の縮小が可能な場合と不可

能な場合があります。このときの運転方式は、電力系統に接続させないで水力発電のみで需

要を全てまかなう単独運転、電力系統に接続し系統運転によるバックアップを行う運転及び

電力系統以外によるバックアップシステムの導入があります。 

(2) 需要に対して供給が上回る場合（Ｂ） 

需要を上回る供給規模のために余剰電力が発生するケースで、供給規模を縮小して余剰電

力を減らす場合及び余剰電力の有効利用を図る場合があります。このときの運転方式には単

独運転、電力系統に接続し系統運転による売電及び余剰電力の熱交換などがあります。 

 

7.2.2 バックアップシステム 

発電設備又は配電設備の事故が長時間に亘る場合、あるいは渇水などにより著しく発電力

が低下した場合は、操業を長時間停止できない需要設備（例えば冷凍貯蔵室など）について

バックアップによる補完を考えなければなりません。 

その方式には次のようなものがあります。 

① 電力会社の系統からの買電 

② ディーゼルエンジン発電設備の設置 

③ 自然エネルギー（太陽光、風力）を利用した発電設備の設置 

現時点では、ディーゼルエンジンや自然エネルギーを利用した発電設備は、商用電源に比

べて高価であり、定期的な保守点検が必要なため経済的に不利となることが多いため、電力

会社からの買電がバックアップシステムとしては望ましいと考えられます。 

 

(1) 電力会社の系統から買電 

電力会社から買電する場合は、自家用発電補給電力契約を結ぶ場合が多く見受けられます。 

(2) ディーゼルエンジン発電設備 

圧縮点火方式の内燃機関であるディーゼル機関は、船舶用の大出力のものから一般用の小

出力のものまで、各種の用途に合わせ製作されています。使用燃料は、大型の中・低速機関

は重油、また、小型の高速機関は軽油がそれぞれ用いられます。 

ディーゼル機関を利用したディーゼルエンジン発電は、事業用発電所において事故時に機

器の安全を図ると同時に、所内電源が復旧した後の早期再始動を図るなど非常用電源として

導入される場合が多く見受けられます。一般に普及している発電機の規模は５kVA～3,000kVA

と多様な機種が製作されており、これらのうち可搬式のものは 750kVA 程度までとなっていま

す。導入にあたっては不足容量に 20％程度の安全率を見込む必要があります。 
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(3) 自然エネルギーを利用した発電設備 

ア． 太陽光発電 

太陽光発電システムとは太陽電池を用いて電気を発生させるシステムをいい、太陽電

池は半導体による光－電気エネルギー変換素子です。熱発電システムのように電気を発

生させるための装置やそれらの付属装置を設置する必要がないため、取扱が簡単な軽量

小型発電機といえます。そのため太陽電池はすでに人工衛星や灯台などの主電源として、

あるいは卓上計算機や腕時計などの小容量電源として実用に供されています。しかし、

太陽電池の材料であるシリコン単結晶はトランジスタや集積回路と同様な製作過程を経

て製造されるため極めて高価な電子素子であり、バックアップ電源として活用するには

高価なシステムになるため適さない場合もあります。 

イ． 風力発電 

地域によっては季節風となって比較的安定した風が吹く場所もありますが、気圧配置

の変化や台風などの気象条件によって風速が大きく変化します。山頂などでは風力利用

の条件が変化しませんが、山腹では風向きにより風速は大幅に変化します。 

したがって、風力発電はこれら諸条件を考慮して発電計画を立案する必要があります。

風力に関する統計的な賦存量としてのデータの収集が難しいので、地点毎に再度検討し、

変化量に見合った電力の貯蔵システムや蓄電池の容量を決定しなければなりません。 

また、台風・積雪や雪の付着による機械の破損対策も当然考慮しなければなりません。 

以上のことから、バックアップ電源として活用するには適さない場合もあります。 

 

7.2.3 余剰電力の活用 

(1) 夜間余剰電力の活用方法 

余剰電力の発生しやすい場合として夜間があります。夜間電力の最も一般的な利用は、余

剰分で温水を作り給湯・暖房などに利用する方法があります。夏期でも給湯施設があれば浴

場にも活用できますし、製氷に利用するのも一つの方法です。 

また、最近の電気器具・厨房器具などは全自動のものが多いため、夜間にこれらの器具の

運転を集中的に行って、夜間余剰電力を有効利用する方法もあります。更に単純な作業機械

であれば自動化する費用もかからず、省力化も含めて検討を進めることが望まれます。 

省力化という観点から検討すれば、比較的多様な有効利用方法を考えることができます。 

(2) 季節的な余剰電力の利用方法 

積雪地帯では余剰電力で温水を作り消雪に利用したり、また余剰電力により農業用溜池へ

揚水するなどの利用も可能です。このような用途は余剰の生じた時点から利用を開始し、余

剰がなくなれば一時停止するなど臨機応変な対応が必要です。 
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7.3 最適開発規模の決定 

ハイドロバレー計画の開発規模は計画地点が有する立地特性（落差・流量）に基づいて想定

した複数の規模について、経済性・需給バランス・地域振興効果を考慮して総合的観点から決

定しなければなりません。 

水力発電計画では、一般に最適な開発規模を決定する方法として、使用水量の大きさをベー

スとした kWh 当たりの建設単価による方法がとられています。 

しかし、ハイドロバレー計画は水力開発と地域振興を目的としているため、発電所の経済的

規模とハイドロバレー計画における最適な開発規模とは必ずしも一致しない場合があります。 

地域振興上から開発規模は、地域振興事業規模に見合った大きさであるとともに、需要施設

の条件にマッチしたものでなければなりません。 

 

7.3.1 最適発電規模の検討 

需給バランスの検討において、ある需要パターンに対する最適な発電規模を決定するため

に発電原価を指標とした経済性評価を行います。具体的には与えられた需要パターンに対し

て、いくつかの発電規模を投入した場合の合成発電原価(売電考慮)と合成発電収支をそれぞ

れ計算し、その大小をもって発電規模の決定を行います。 

「5.4 最適水路ルートの選定」で既に最適な水路ルートが選定されていますので、ここで

はその最適ルートに対して、最大使用水量を変え、それぞれ発電出力、発電電力量、建設費

などを算出します。 

表 7.3.1 に開発規模を比較するための検討表を示します。（比較検討のケースの数は参考で

すので、検討の中で必要数を決定します。） 

なお、経費に関する項目は、次項以降に説明します。開発規模比較検討表で合成発電原価(売

電考慮)が最低になり、合成発電収支が大きなものを最適規模として選定します。 

また、発電出力及び発電電力量は、需要パターンに合わせて月別に算出しておきます。そ

れぞれの算出方法は、「５．発電計画」で既に説明していますので、参照してください。 
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表 7.3.1 開発規模比較検討表 

項   目 ケース１ ケース２ ケース３ 備   考 

使用水量  (㎥/s) 

最大出力  (kW) 

電 力 量 (1) 供給電力量 (kWh) 

 (2) 需要電力量 (kWh)  

 (3) 余 剰 電 力 (kWh) (1)－(2) 

 (4) 買電電力量(停止時) (kWh) (2)×0.05 

 (5) 買電電力量(不足時) (kWh)  

発電経費 (6) 工  事  費 (千円)  

 (7) 送  電  費 (千円)  

 (8) 工事費の計 (千円) (6)＋(7) 

 (9) 経  費  率 (％)  

 (10)年  経  費 (千円) (8)×(9) 

(11)基 本 料 金 (千円)  

(12)契 約 月 数 (月)  

(13)電力量料金 (千円)  

バックアップ

経  費 

(14)バックアップ年経費 (千円) (11)＋(13) 

(15)売電単価 (円/kWh)  売電考慮 

時の収入 (16)売電年収 (千円) (3)×(15) 

(17)発電所建設による電気料金効果 (千円) ※ 

(18)建 設 単 価(受電端単価) (円/kWh) (8)/(1) 

(19)発 電 原 価 (円/kWh) (10)/(1) 

(20)合成発電原価 (円/kWh) ［(10)＋(14)］/(2) 

(21)合成発電原価(売電考慮) (円/kWh) ［(10)＋(14)－(16)］/ (2)

経 済 性 

評    価 

(22)合成発電収支 (円/kWh) ［(17) /(1)］－(19) 

有効使用率 (23)有 効 使 用 率 (％) (2)/(1) 

総合評価       

 
※発電所建設による電気料金効果＝建設前（需要施設の支払い電気料金）＋建設後（余剰電力の売電収入－不足電力の購入支出） 

 

7.3.2 年経費の算出 

年経費は、建設した水力発電所を運営するための年間の経費です。表 7.3.2 に年経費の項

目を示します。 

また、年経費の算出は、表 7.3.3 に示す諸元を用いることを基本とします。 

この諸元を基に、耐用年の均等化経費を算出したものが年経費となります。 
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表 7.3.2 年経費内訳 

経 費 項 目 解 説 

減価償却費 

減価償却は、固定資産の取得原価を費用として、各利用年度に合理

的かつ計画的に配分する会計上の手続きをいいます。 

つまり、いったん固定資産として投入した資本を、その固定資産の

耐用年数間に合理的に配分して回収するために計上する費用が減価償

却費です。 

金 利 
金利は事業報酬に相当するものです。 

経費として見込むのは、建設借入金の返済利息額となります。 

資

本

費 

固定資産税 

固定資産税は、地方税法に基づき、土地、家屋、償却資産を課税物

件とし、その所有者に課せられる地方税をいいます。 

電気事業固定資産のうち土地及び償却資産の帳簿価額に固定資産税

率を乗じて算定します。 

人 件 費 発電所の保守・運用に必要な経費をいいます。 

修 繕 費 発電設備の維持・管理のための修繕費をいいます。 
直

接

費 
その他経費 

その他経費の主なものは、委託費、固定資産除却費、補償費、水利

使用料、その他費用となります。 

間

接

費 

一般管理費 

一般管理費は、発電所の運転に関連する経費をいいます。 

固定資産税、人件費、修繕費、その他経費の合計額に一般管理費率

を乗じて算定します。 

 

表 7.3.3 年経費算出諸元 

項   目 諸条件・諸数値 

減価償却法 定率法 

残 存 率 10％ 減価償却費※１ 

耐 用 年 数 返済期間と同値 

金   利※２  ２％ 

固定資産税※１  建設費/初年度簿価×簿価×1.4％ 

人 件 費※２  建設費×0.17％ 

初 年 度 率 建設費×0.310％ 
修 繕 費※１ 

年 増 加 率 建設費×0.019％ 

その他経費※１  建設費×0.31％ 

一般管理費※１  （固定資産税＋人件費＋修繕費＋その他経費）×12％ 

割 引 率※２  ２％ 

※１) 水力発電効用評価の手引き(平成 11 年３月)：資源エネルギー庁,新エネルギー財団  

※２) 平成 16 年度末時点における標準的な利率 
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 (1) 経費率 

最適発電規模の検討では、年経費の算出方法を統一化・簡素化するため、表7.3.4の経費

率表を用いることとします。また、各条件に基づき経費率の計算を行った結果を、表7.3.5

～表7.3.12に示します。 

表 7.3.4 経費率表 

ケース 資本費 補助率（％） 耐用年数（年） 経費率（％） 計算表 

１ 22 1.091 表 7.3.5 

２ 
見込まない － 

40 1.244 表 7.3.6 

３ 22 5.742 表 7.3.7 

４ 
30 

40 4.661 表 7.3.8 

５ 22 4.688 表 7.3.9 

６ 
50 

40 3.962 表 7.3.10 

７ 22 3.627 表 7.3.11 

８ 

見込む 

70 
40 3.262 表 7.3.12 

 

ア． 資本費  

年経費に資本費を見込むかどうかは、水力発電所を開発する事業者によって考え方が

異なります。水力発電所を開発する事業者が市町村の場合、発電事業を公共事業として

捉え、その建設費は税収でまかなわれると考えられます。このため、市町村が事業者の

場合は、年経費に資本費を見込まないこととします。 

一方、その他の事業者で資本費を見込む必要がある場合は、計上することとします。 

イ． 補助率 

補助率は水力発電所の建設費における補助金の適用率をいいます。適用できる補助金

は、水力発電所を開発する事業者や事業の形態によって異なります。これらは「９．助

成制度」で詳細に述べています。ここでは、一般に「中小水力発電開発費補助金事業」

を採用する場合を30％とし、「農村振興総合整備事業」を採用する場合を50％、これに

県の補助を受ける場合を70％と設定します。 

なお、資本費を見込まない場合、補助率の多少は経費率の値に影響を与えないことか

ら、その設定は不要です。 

ウ． 耐用年数 

水力発電所の耐用年数は、建物や構築物、機械装置など施設ごとに異なります。ここ

では、水力発電設備の全体の平均値である40年とします。 

なお、新たな構築物の設置がほとんど不要で、建設費の大半を機械装置（水車・発電
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機）が占めるような地点は、機械装置の耐用年数である22年とします。 

(2) 現価係数の算定 

水力発電所は耐用年数が長く、費用や便益が長期間わたって発生するため、発生年の異な

る費用を足し合わせたり比較したりする際に、将来の費用についての割引計算が必要となり

ます。 

一般に、将来における費用は現在における費用と比べ低く評価されることから、将来にお

ける費用の現在価値を算定するため割引率（金利相当）を用いた現価係数を算出します。費

用の算定期間をd年、t年時に発生する費用をCtとおくと、d年間に発生する費用の現在価値

の合計Ｃは次式で表されます。 

Ｃ ＝ ΣCt / (1+m)
n   (t=1～d) 

＝ ΣCt ・f 

ここに、m：割引率（金利相当） 

f：現価係数 = 1/(1+m)n 

(3) 資本回収係数及び均等化経費の算定 

費用の算定期間が異なるプロジェクトの経済性を比較する場合、算定期間中において毎年

同一金額の費用が発生すると仮定して、資本回収係数を設定します。 

そして、その現在価値の合計がそのプロジェクトにおいて発生する費用の現在価値の合計

Ｃと等しくなるような均等化経費ＣＡは次式で表されます。この値が年経費となります。 

ＣＡ  ＝ Ｃ・Ｒ 

ここに、Ｒ：資本回収係数 ＝ m・(1+m)n / [(1+m)n-1] 
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表7.3.5 年次別経費率表 （資本費なし・補助率なし・耐用年数22年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 7.3.6 年次別経費率表 （資本費なし・補助率なし・耐用年数 40 年) 

a.建設費 100.000 i.人件費 0.17% m.割引率 2%
b.補助率 j.固定資産税率 1.4% 　　耐用 22 年
c.初年度薄価   修繕費 g.初年度 0.310% 耐用年数 22 年 均等化経費 1.091
d.金利 2.00%   　　　 h.年増分 0.019%
e.返済期間 22 年 k.その他経費 0.31% 1 m*(1+m)n

f.減価償却(残存率10%) =a×(1-b)×(1-0.1)/e l.一般管理費 12% (1+m)n (1+m)n-1

年次 薄価 金利 減価償却 固定 資本費計 修繕費 人件費 その他 直接費 一般管理費 経費合計 現価係数 現在価値 現価累計 資本 均等化
資産税 経費 (間接費) 回収係数 経費

n o ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
(o*d) (f) (a/c*o*j) (①+②+③) (a*g+aΣh) (a*i) (a*k) (Σ④～⑥) (Σ③～⑥)*l (Σ①～⑦) (⑧*⑨) (Σ⑩) (⑪*⑫)

1 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.310 0.170 0.310 0.790 0.095 0.885 0.980392157 0.868 0.868 1.020000000 0.885
2 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.329 0.170 0.310 0.809 0.097 0.906 0.961168781 0.871 1.739 0.515049505 0.896
3 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.348 0.170 0.310 0.828 0.099 0.927 0.942322335 0.874 2.613 0.346754673 0.906
4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.367 0.170 0.310 0.847 0.102 0.949 0.923845426 0.877 3.490 0.262623753 0.917
5 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.386 0.170 0.310 0.866 0.104 0.970 0.905730810 0.879 4.369 0.212158394 0.927
6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.405 0.170 0.310 0.885 0.106 0.991 0.887971382 0.880 5.249 0.178525812 0.937
7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.424 0.170 0.310 0.904 0.108 1.012 0.870560179 0.881 6.130 0.154511956 0.947
8 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.443 0.170 0.310 0.923 0.111 1.034 0.853490371 0.883 7.013 0.136509799 0.957
9 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.462 0.170 0.310 0.942 0.113 1.055 0.836755266 0.883 7.896 0.122515437 0.967

10 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.481 0.170 0.310 0.961 0.115 1.076 0.820348300 0.883 8.779 0.111326528 0.977
11 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.500 0.170 0.310 0.980 0.118 1.098 0.804263039 0.883 9.662 0.102177943 0.987
12 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.519 0.170 0.310 0.999 0.120 1.119 0.788493176 0.882 10.544 0.094559597 0.997
13 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.538 0.170 0.310 1.018 0.122 1.140 0.773032525 0.881 11.425 0.088118353 1.007
14 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.557 0.170 0.310 1.037 0.124 1.161 0.757875025 0.880 12.305 0.082601970 1.016
15 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.576 0.170 0.310 1.056 0.127 1.183 0.743014730 0.879 13.184 0.077825472 1.026
16 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.595 0.170 0.310 1.075 0.129 1.204 0.728445814 0.877 14.061 0.073650126 1.036
17 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.614 0.170 0.310 1.094 0.131 1.225 0.714162562 0.875 14.936 0.069969841 1.045
18 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.633 0.170 0.310 1.113 0.134 1.247 0.700159375 0.873 15.809 0.066702102 1.054
19 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.652 0.170 0.310 1.132 0.136 1.268 0.686430760 0.870 16.679 0.063781766 1.064
20 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.671 0.170 0.310 1.151 0.138 1.289 0.672971333 0.867 17.546 0.061156718 1.073
21 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.690 0.170 0.310 1.170 0.140 1.310 0.659775817 0.864 18.410 0.058784769 1.082
22 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.709 0.170 0.310 1.189 0.143 1.332 0.646839036 0.862 19.272 0.056631401 1.091

経費率＝均等化経費／建設費＝ 0.01091

現価係数= 資本回収係数=
×(固定資産税+修繕+人件費+その他経費)

a.建設費 100.000 i.人件費 0.17% m.割引率 2%
b.補助率 j.固定資産税率 1.4% 　　耐用 40 年
c.初年度薄価   修繕費 g.初年度 0.310% 耐用年数 40 年 均等化経費 1.244
d.金利 2.00%   　　　 h.年増分 0.019%
e.返済期間 40 年 k.その他経費 0.31% 1 m*(1+m)n

f.減価償却(残存率10%) =a×(1-b)×(1-0.1)/e l.一般管理費 12% (1+m)n (1+m)n-1

年次 薄価 金利 減価償却 固定 資本費計 修繕費 人件費 その他 直接費 一般管理費 経費合計 現価係数 現在価値 現価累計 資本 均等化
資産税 経費 (間接費) 回収係数 経費

n o ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
(o*d) (f) (a/c*o*j) (①+②+③) (a*g+aΣh) (a*i) (a*k) (Σ④～⑥) (Σ③～⑥)*l (Σ①～⑦) (⑧*⑨) (Σ⑩) (⑪*⑫)

1 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.310 0.170 0.310 0.790 0.095 0.885 0.980392157 0.868 0.868 1.020000000 0.885
2 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.329 0.170 0.310 0.809 0.097 0.906 0.961168781 0.871 1.739 0.515049505 0.896
3 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.348 0.170 0.310 0.828 0.099 0.927 0.942322335 0.874 2.613 0.346754673 0.906
4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.367 0.170 0.310 0.847 0.102 0.949 0.923845426 0.877 3.490 0.262623753 0.917
5 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.386 0.170 0.310 0.866 0.104 0.970 0.905730810 0.879 4.369 0.212158394 0.927
6 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.405 0.170 0.310 0.885 0.106 0.991 0.887971382 0.880 5.249 0.178525812 0.937
7 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.424 0.170 0.310 0.904 0.108 1.012 0.870560179 0.881 6.130 0.154511956 0.947
8 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.443 0.170 0.310 0.923 0.111 1.034 0.853490371 0.883 7.013 0.136509799 0.957
9 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.462 0.170 0.310 0.942 0.113 1.055 0.836755266 0.883 7.896 0.122515437 0.967

10 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.481 0.170 0.310 0.961 0.115 1.076 0.820348300 0.883 8.779 0.111326528 0.977
11 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.500 0.170 0.310 0.980 0.118 1.098 0.804263039 0.883 9.662 0.102177943 0.987
12 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.519 0.170 0.310 0.999 0.120 1.119 0.788493176 0.882 10.544 0.094559597 0.997
13 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.538 0.170 0.310 1.018 0.122 1.140 0.773032525 0.881 11.425 0.088118353 1.007
14 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.557 0.170 0.310 1.037 0.124 1.161 0.757875025 0.880 12.305 0.082601970 1.016
15 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.576 0.170 0.310 1.056 0.127 1.183 0.743014730 0.879 13.184 0.077825472 1.026
16 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.595 0.170 0.310 1.075 0.129 1.204 0.728445814 0.877 14.061 0.073650126 1.036
17 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.614 0.170 0.310 1.094 0.131 1.225 0.714162562 0.875 14.936 0.069969841 1.045
18 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.633 0.170 0.310 1.113 0.134 1.247 0.700159375 0.873 15.809 0.066702102 1.054
19 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.652 0.170 0.310 1.132 0.136 1.268 0.686430760 0.870 16.679 0.063781766 1.064
20 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.671 0.170 0.310 1.151 0.138 1.289 0.672971333 0.867 17.546 0.061156718 1.073
21 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.690 0.170 0.310 1.170 0.140 1.310 0.659775817 0.864 18.410 0.058784769 1.082
22 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.709 0.170 0.310 1.189 0.143 1.332 0.646839036 0.862 19.272 0.056631401 1.091
23 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.728 0.170 0.310 1.208 0.145 1.353 0.634155918 0.858 20.130 0.054668098 1.100
24 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.747 0.170 0.310 1.227 0.147 1.374 0.621721488 0.854 20.984 0.052871097 1.109
25 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.766 0.170 0.310 1.246 0.150 1.396 0.609530871 0.851 21.835 0.051220438 1.118
26 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.785 0.170 0.310 1.265 0.152 1.417 0.597579285 0.847 22.682 0.049699231 1.127
27 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.804 0.170 0.310 1.284 0.154 1.438 0.585862044 0.842 23.524 0.048293086 1.136
28 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.823 0.170 0.310 1.303 0.156 1.459 0.574374553 0.838 24.362 0.046989672 1.145
29 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.842 0.170 0.310 1.322 0.159 1.481 0.563112307 0.834 25.196 0.045778355 1.153
30 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.861 0.170 0.310 1.341 0.161 1.502 0.552070889 0.829 26.025 0.044649922 1.162
31 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.880 0.170 0.310 1.360 0.163 1.523 0.541245970 0.824 26.849 0.043596347 1.171
32 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.899 0.170 0.310 1.379 0.165 1.544 0.530633304 0.819 27.668 0.042610607 1.179
33 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.918 0.170 0.310 1.398 0.168 1.566 0.520228729 0.815 28.483 0.041686531 1.187
34 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.937 0.170 0.310 1.417 0.170 1.587 0.510028166 0.809 29.292 0.040818673 1.196
35 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.956 0.170 0.310 1.436 0.172 1.608 0.500027613 0.804 30.096 0.040002209 1.204
36 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.975 0.170 0.310 1.455 0.175 1.630 0.490223150 0.799 30.895 0.039232853 1.212
37 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.994 0.170 0.310 1.474 0.177 1.651 0.480610932 0.793 31.688 0.038506779 1.220
38 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 1.013 0.170 0.310 1.493 0.179 1.672 0.471187188 0.788 32.476 0.037820566 1.228
39 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 1.032 0.170 0.310 1.512 0.181 1.693 0.461948223 0.782 33.258 0.037171144 1.236
40 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 1.051 0.170 0.310 1.531 0.184 1.715 0.452890415 0.777 34.035 0.036555748 1.244

経費率＝均等化経費／建設費＝ 0.01244

現価係数= 資本回収係数=
×(固定資産税+修繕+人件費+その他経費)
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表 7.3.7 年次別経費率表 （資本費あり・補助率 30%・耐用年数 22 年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 7.3.8 年次別経費率表 （資本費あり・補助率 30%・耐用年数 40 年) 

a.建設費 100.000 i.人件費 0.17% m.割引率 2%
b.補助率 30.0% j.固定資産税率 1.4% 　　耐用 22 年
c.初年度薄価 70   修繕費 g.初年度 0.310% 耐用年数 22 年 均等化経費 5.742
d.金利 2.00%   　　　 h.年増分 0.019%
e.返済期間 22 年 k.その他経費 0.31% 1 m*(1+m)n

f.減価償却(残存率10%) 2.86 =a×(1-b)×(1-0.1)/e l.一般管理費 12% (1+m)n (1+m)n-1

年次 薄価 金利 減価償却 固定 資本費計 修繕費 人件費 その他 直接費 一般管理費 経費合計 現価係数 現在価値 現価累計 資本 均等化
資産税 経費 (間接費) 回収係数 経費

n o ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
(o*d) (f) (a/c*o*j) (①+②+③) (a*g+aΣh) (a*i) (a*k) (Σ④～⑥) (Σ③～⑥)*l (Σ①～⑦) (⑧*⑨) (Σ⑩) (⑪*⑫)

1 70.00 1.40 2.86 1.400 5.66 0.310 0.170 0.310 0.790 0.263 6.713 0.980392157 6.581 6.581 1.020000000 6.713
2 67.14 1.34 2.86 1.343 5.54 0.329 0.170 0.310 0.809 0.258 6.610 0.961168781 6.353 12.934 0.515049505 6.662
3 64.28 1.29 2.86 1.286 5.44 0.348 0.170 0.310 0.828 0.254 6.518 0.942322335 6.142 19.076 0.346754673 6.615
4 61.42 1.23 2.86 1.228 5.32 0.367 0.170 0.310 0.847 0.249 6.414 0.923845426 5.926 25.002 0.262623753 6.566
5 58.56 1.17 2.86 1.171 5.20 0.386 0.170 0.310 0.866 0.244 6.311 0.905730810 5.716 30.718 0.212158394 6.517
6 55.70 1.11 2.86 1.114 5.08 0.405 0.170 0.310 0.885 0.240 6.209 0.887971382 5.513 36.231 0.178525812 6.468
7 52.84 1.06 2.86 1.057 4.98 0.424 0.170 0.310 0.904 0.235 6.116 0.870560179 5.324 41.555 0.154511956 6.421
8 49.98 1.00 2.86 1.000 4.86 0.443 0.170 0.310 0.923 0.231 6.014 0.853490371 5.133 46.688 0.136509799 6.373
9 47.12 0.94 2.86 0.942 4.74 0.462 0.170 0.310 0.942 0.226 5.910 0.836755266 4.945 51.633 0.122515437 6.326

10 44.26 0.89 2.86 0.885 4.64 0.481 0.170 0.310 0.961 0.222 5.818 0.820348300 4.773 56.406 0.111326528 6.279
11 41.40 0.83 2.86 0.828 4.52 0.500 0.170 0.310 0.980 0.217 5.715 0.804263039 4.596 61.002 0.102177943 6.233
12 38.54 0.77 2.86 0.771 4.40 0.519 0.170 0.310 0.999 0.212 5.612 0.788493176 4.425 65.427 0.094559597 6.187
13 35.68 0.71 2.86 0.714 4.28 0.538 0.170 0.310 1.018 0.208 5.510 0.773032525 4.259 69.686 0.088118353 6.141
14 32.82 0.66 2.86 0.656 4.18 0.557 0.170 0.310 1.037 0.203 5.416 0.757875025 4.105 73.791 0.082601970 6.095
15 29.96 0.60 2.86 0.599 4.06 0.576 0.170 0.310 1.056 0.199 5.314 0.743014730 3.948 77.739 0.077825472 6.050
16 27.10 0.54 2.86 0.542 3.94 0.595 0.170 0.310 1.075 0.194 5.211 0.728445814 3.796 81.535 0.073650126 6.005
17 24.24 0.48 2.86 0.485 3.83 0.614 0.170 0.310 1.094 0.189 5.108 0.714162562 3.648 85.183 0.069969841 5.960
18 21.38 0.43 2.86 0.428 3.72 0.633 0.170 0.310 1.113 0.185 5.016 0.700159375 3.512 88.695 0.066702102 5.916
19 18.52 0.37 2.86 0.370 3.60 0.652 0.170 0.310 1.132 0.180 4.912 0.686430760 3.372 92.067 0.063781766 5.872
20 15.66 0.31 2.86 0.313 3.48 0.671 0.170 0.310 1.151 0.176 4.810 0.672971333 3.237 95.304 0.061156718 5.828
21 12.80 0.26 2.86 0.256 3.38 0.690 0.170 0.310 1.170 0.171 4.717 0.659775817 3.112 98.416 0.058784769 5.785
22 9.94 0.20 2.86 0.199 3.26 0.709 0.170 0.310 1.189 0.167 4.615 0.646839036 2.985 101.401 0.056631401 5.742

経費率＝均等化経費／建設費＝ 0.05742

現価係数= 資本回収係数=
×(固定資産税+修繕+人件費+その他経費)

a.建設費 100.000 i.人件費 0.17% m.割引率 2%
b.補助率 30.0% j.固定資産税率 1.4% 　　耐用 40 年
c.初年度薄価 70   修繕費 g.初年度 0.310% 耐用年数 40 年 均等化経費 4.661
d.金利 2.00%   　　　 h.年増分 0.019%
e.返済期間 40 年 k.その他経費 0.31% 1 m*(1+m)n

f.減価償却(残存率10%) 1.58 =a×(1-b)×(1-0.1)/e l.一般管理費 12% (1+m)n (1+m)n-1

年次 薄価 金利 減価償却 固定 資本費計 修繕費 人件費 その他 直接費 一般管理費 経費合計 現価係数 現在価値 現価累計 資本 均等化
資産税 経費 (間接費) 回収係数 経費

n o ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
(o*d) (f) (a/c*o*j) (①+②+③) (a*g+aΣh) (a*i) (a*k) (Σ④～⑥) (Σ③～⑥)*l (Σ①～⑦) (⑧*⑨) (Σ⑩) (⑪*⑫)

1 70.00 1.40 1.58 1.400 4.38 0.310 0.170 0.310 0.790 0.263 5.433 0.980392157 5.326 5.326 1.020000000 5.433
2 68.42 1.37 1.58 1.368 4.32 0.329 0.170 0.310 0.809 0.261 5.388 0.961168781 5.179 10.505 0.515049505 5.411
3 66.84 1.34 1.58 1.337 4.26 0.348 0.170 0.310 0.828 0.260 5.345 0.942322335 5.037 15.542 0.346754673 5.389
4 65.26 1.31 1.58 1.305 4.20 0.367 0.170 0.310 0.847 0.258 5.300 0.923845426 4.896 20.438 0.262623753 5.368
5 63.68 1.27 1.58 1.274 4.12 0.386 0.170 0.310 0.866 0.257 5.247 0.905730810 4.752 25.190 0.212158394 5.344
6 62.10 1.24 1.58 1.242 4.06 0.405 0.170 0.310 0.885 0.255 5.202 0.887971382 4.619 29.809 0.178525812 5.322
7 60.52 1.21 1.58 1.210 4.00 0.424 0.170 0.310 0.904 0.254 5.158 0.870560179 4.490 34.299 0.154511956 5.300
8 58.94 1.18 1.58 1.179 3.94 0.443 0.170 0.310 0.923 0.252 5.114 0.853490371 4.365 38.664 0.136509799 5.278
9 57.36 1.15 1.58 1.147 3.88 0.462 0.170 0.310 0.942 0.251 5.070 0.836755266 4.242 42.906 0.122515437 5.257
10 55.78 1.12 1.58 1.116 3.82 0.481 0.170 0.310 0.961 0.249 5.026 0.820348300 4.123 47.029 0.111326528 5.236
11 54.20 1.08 1.58 1.084 3.74 0.500 0.170 0.310 0.980 0.248 4.972 0.804263039 3.999 51.028 0.102177943 5.214
12 52.62 1.05 1.58 1.052 3.68 0.519 0.170 0.310 0.999 0.246 4.927 0.788493176 3.885 54.913 0.094559597 5.193
13 51.04 1.02 1.58 1.021 3.62 0.538 0.170 0.310 1.018 0.245 4.884 0.773032525 3.775 58.688 0.088118353 5.171
14 49.46 0.99 1.58 0.989 3.56 0.557 0.170 0.310 1.037 0.243 4.839 0.757875025 3.667 62.355 0.082601970 5.151
15 47.88 0.96 1.58 0.958 3.50 0.576 0.170 0.310 1.056 0.242 4.796 0.743014730 3.563 65.918 0.077825472 5.130
16 46.30 0.93 1.58 0.926 3.44 0.595 0.170 0.310 1.075 0.240 4.751 0.728445814 3.461 69.379 0.073650126 5.110
17 44.72 0.89 1.58 0.894 3.36 0.614 0.170 0.310 1.094 0.239 4.697 0.714162562 3.354 72.733 0.069969841 5.089
18 43.14 0.86 1.58 0.863 3.30 0.633 0.170 0.310 1.113 0.237 4.653 0.700159375 3.258 75.991 0.066702102 5.069
19 41.56 0.83 1.58 0.831 3.24 0.652 0.170 0.310 1.132 0.236 4.609 0.686430760 3.164 79.155 0.063781766 5.049
20 39.98 0.80 1.58 0.800 3.18 0.671 0.170 0.310 1.151 0.234 4.565 0.672971333 3.072 82.227 0.061156718 5.029
21 38.40 0.77 1.58 0.768 3.12 0.690 0.170 0.310 1.170 0.233 4.521 0.659775817 2.983 85.210 0.058784769 5.009
22 36.82 0.74 1.58 0.736 3.06 0.709 0.170 0.310 1.189 0.231 4.476 0.646839036 2.895 88.105 0.056631401 4.990
23 35.24 0.70 1.58 0.705 2.99 0.728 0.170 0.310 1.208 0.230 4.423 0.634155918 2.805 90.910 0.054668098 4.970
24 33.66 0.67 1.58 0.673 2.92 0.747 0.170 0.310 1.227 0.228 4.378 0.621721488 2.722 93.632 0.052871097 4.950
25 32.08 0.64 1.58 0.642 2.86 0.766 0.170 0.310 1.246 0.227 4.335 0.609530871 2.642 96.274 0.051220438 4.931
26 30.50 0.61 1.58 0.610 2.80 0.785 0.170 0.310 1.265 0.225 4.290 0.597579285 2.564 98.838 0.049699231 4.912
27 28.92 0.58 1.58 0.578 2.74 0.804 0.170 0.310 1.284 0.223 4.245 0.585862044 2.487 101.325 0.048293086 4.893
28 27.34 0.55 1.58 0.547 2.68 0.823 0.170 0.310 1.303 0.222 4.202 0.574374553 2.414 103.739 0.046989672 4.875
29 25.76 0.52 1.58 0.515 2.62 0.842 0.170 0.310 1.322 0.220 4.157 0.563112307 2.341 106.080 0.045778355 4.856
30 24.18 0.48 1.58 0.484 2.54 0.861 0.170 0.310 1.341 0.219 4.104 0.552070889 2.266 108.346 0.044649922 4.838
31 22.60 0.45 1.58 0.452 2.48 0.880 0.170 0.310 1.360 0.217 4.059 0.541245970 2.197 110.543 0.043596347 4.819
32 21.02 0.42 1.58 0.420 2.42 0.899 0.170 0.310 1.379 0.216 4.015 0.530633304 2.130 112.673 0.042610607 4.801
33 19.44 0.39 1.58 0.389 2.36 0.918 0.170 0.310 1.398 0.214 3.971 0.520228729 2.066 114.739 0.041686531 4.783
34 17.86 0.36 1.58 0.357 2.30 0.937 0.170 0.310 1.417 0.213 3.927 0.510028166 2.003 116.742 0.040818673 4.765
35 16.28 0.33 1.58 0.326 2.24 0.956 0.170 0.310 1.436 0.211 3.883 0.500027613 1.942 118.684 0.040002209 4.748
36 14.70 0.29 1.58 0.294 2.16 0.975 0.170 0.310 1.455 0.210 3.829 0.490223150 1.877 120.561 0.039232853 4.730
37 13.12 0.26 1.58 0.262 2.10 0.994 0.170 0.310 1.474 0.208 3.784 0.480610932 1.819 122.380 0.038506779 4.712
38 11.54 0.23 1.58 0.231 2.04 1.013 0.170 0.310 1.493 0.207 3.741 0.471187188 1.763 124.143 0.037820566 4.695
39 9.96 0.20 1.58 0.199 1.98 1.032 0.170 0.310 1.512 0.205 3.696 0.461948223 1.707 125.850 0.037171144 4.678
40 8.38 0.17 1.58 0.168 1.92 1.051 0.170 0.310 1.531 0.204 3.653 0.452890415 1.654 127.504 0.036555748 4.661

経費率＝均等化経費／建設費＝ 0.04661

現価係数= 資本回収係数=
×(固定資産税+修繕+人件費+その他経費)
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表 7.3.9 年次別経費率表 （資本費あり・補助率 50%・耐用年数 22 年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 7.3.10 年次別経費率表 （資本費あり・補助率 50%・耐用年数 40 年) 

a.建設費 100.000 i.人件費 0.17% m.割引率 2%
b.補助率 50.0% j.固定資産税率 1.4% 　　耐用 22 年
c.初年度薄価 50   修繕費 g.初年度 0.310% 耐用年数 22 年 均等化経費 4.688
d.金利 2.00%   　　　 h.年増分 0.019%
e.返済期間 22 年 k.その他経費 0.31% 1 m*(1+m)n

f.減価償却(残存率10%) 2.05 =a×(1-b)×(1-0.1)/e l.一般管理費 12% (1+m)n (1+m)n-1

年次 薄価 金利 減価償却 固定 資本費計 修繕費 人件費 その他 直接費 一般管理費 経費合計 現価係数 現在価値 現価累計 資本 均等化
資産税 経費 (間接費) 回収係数 経費

n o ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
(o*d) (f) (a/c*o*j) (①+②+③) (a*g+aΣh) (a*i) (a*k) (Σ④～⑥) (Σ③～⑥)*l (Σ①～⑦) (⑧*⑨) (Σ⑩) (⑪*⑫)

1 50.00 1.00 2.05 1.400 4.45 0.310 0.170 0.310 0.790 0.263 5.503 0.980392157 5.395 5.395 1.020000000 5.503
2 47.95 0.96 2.05 1.343 4.35 0.329 0.170 0.310 0.809 0.258 5.420 0.961168781 5.210 10.605 0.515049505 5.462
3 45.90 0.92 2.05 1.285 4.26 0.348 0.170 0.310 0.828 0.254 5.337 0.942322335 5.029 15.634 0.346754673 5.421
4 43.85 0.88 2.05 1.228 4.16 0.367 0.170 0.310 0.847 0.249 5.254 0.923845426 4.854 20.488 0.262623753 5.381
5 41.80 0.84 2.05 1.170 4.06 0.386 0.170 0.310 0.866 0.244 5.170 0.905730810 4.683 25.171 0.212158394 5.340
6 39.75 0.80 2.05 1.113 3.96 0.405 0.170 0.310 0.885 0.240 5.088 0.887971382 4.518 29.689 0.178525812 5.300
7 37.70 0.75 2.05 1.056 3.86 0.424 0.170 0.310 0.904 0.235 4.995 0.870560179 4.348 34.037 0.154511956 5.259
8 35.65 0.71 2.05 0.998 3.76 0.443 0.170 0.310 0.923 0.231 4.912 0.853490371 4.192 38.229 0.136509799 5.219
9 33.60 0.67 2.05 0.941 3.66 0.462 0.170 0.310 0.942 0.226 4.829 0.836755266 4.041 42.270 0.122515437 5.179
10 31.55 0.63 2.05 0.883 3.56 0.481 0.170 0.310 0.961 0.221 4.745 0.820348300 3.893 46.163 0.111326528 5.139
11 29.50 0.59 2.05 0.826 3.47 0.500 0.170 0.310 0.980 0.217 4.663 0.804263039 3.750 49.913 0.102177943 5.100
12 27.45 0.55 2.05 0.769 3.37 0.519 0.170 0.310 0.999 0.212 4.580 0.788493176 3.611 53.524 0.094559597 5.061
13 25.40 0.51 2.05 0.711 3.27 0.538 0.170 0.310 1.018 0.207 4.496 0.773032525 3.476 57.000 0.088118353 5.023
14 23.35 0.47 2.05 0.654 3.17 0.557 0.170 0.310 1.037 0.203 4.414 0.757875025 3.345 60.345 0.082601970 4.985
15 21.30 0.43 2.05 0.596 3.08 0.576 0.170 0.310 1.056 0.198 4.330 0.743014730 3.217 63.562 0.077825472 4.947
16 19.25 0.39 2.05 0.539 2.98 0.595 0.170 0.310 1.075 0.194 4.248 0.728445814 3.094 66.656 0.073650126 4.909
17 17.20 0.34 2.05 0.482 2.87 0.614 0.170 0.310 1.094 0.189 4.155 0.714162562 2.967 69.623 0.069969841 4.872
18 15.15 0.30 2.05 0.424 2.77 0.633 0.170 0.310 1.113 0.184 4.071 0.700159375 2.850 72.473 0.066702102 4.834
19 13.10 0.26 2.05 0.367 2.68 0.652 0.170 0.310 1.132 0.180 3.989 0.686430760 2.738 75.211 0.063781766 4.797
20 11.05 0.22 2.05 0.309 2.58 0.671 0.170 0.310 1.151 0.175 3.905 0.672971333 2.628 77.839 0.061156718 4.760
21 9.00 0.18 2.05 0.252 2.48 0.690 0.170 0.310 1.170 0.171 3.823 0.659775817 2.522 80.361 0.058784769 4.724
22 6.95 0.14 2.05 0.195 2.39 0.709 0.170 0.310 1.189 0.166 3.740 0.646839036 2.419 82.780 0.056631401 4.688

経費率＝均等化経費／建設費＝ 0.04688

現価係数= 資本回収係数=
×(固定資産税+修繕+人件費+その他経費)

a.建設費 100.000 i.人件費 0.17% m.割引率 2%
b.補助率 50.0% j.固定資産税率 1.4% 　　耐用 40 年
c.初年度薄価 50   修繕費 g.初年度 0.310% 耐用年数 40 年 均等化経費 3.962
d.金利 2.00%   　　　 h.年増分 0.019%
e.返済期間 40 年 k.その他経費 0.31% 1 m*(1+m)n

f.減価償却(残存率10%) 1.13 =a×(1-b)×(1-0.1)/e l.一般管理費 12% (1+m)n (1+m)n-1

年次 薄価 金利 減価償却 固定 資本費計 修繕費 人件費 その他 直接費 一般管理費 経費合計 現価係数 現在価値 現価累計 資本 均等化
資産税 経費 (間接費) 回収係数 経費

n o ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
(o*d) (f) (a/c*o*j) (①+②+③) (a*g+aΣh) (a*i) (a*k) (Σ④～⑥) (Σ③～⑥)*l (Σ①～⑦) (⑧*⑨) (Σ⑩) (⑪*⑫)

1 50.00 1.00 1.13 1.400 3.53 0.310 0.170 0.310 0.790 0.263 4.583 0.980392157 4.493 4.493 1.020000000 4.583
2 48.87 0.98 1.13 1.368 3.48 0.329 0.170 0.310 0.809 0.261 4.548 0.961168781 4.371 8.864 0.515049505 4.565
3 47.74 0.95 1.13 1.337 3.42 0.348 0.170 0.310 0.828 0.260 4.505 0.942322335 4.245 13.109 0.346754673 4.546
4 46.61 0.93 1.13 1.305 3.37 0.367 0.170 0.310 0.847 0.258 4.470 0.923845426 4.130 17.239 0.262623753 4.527
5 45.48 0.91 1.13 1.273 3.31 0.386 0.170 0.310 0.866 0.257 4.436 0.905730810 4.018 21.257 0.212158394 4.510
6 44.35 0.89 1.13 1.242 3.26 0.405 0.170 0.310 0.885 0.255 4.402 0.887971382 3.909 25.166 0.178525812 4.493
7 43.22 0.86 1.13 1.210 3.20 0.424 0.170 0.310 0.904 0.254 4.358 0.870560179 3.794 28.960 0.154511956 4.475
8 42.09 0.84 1.13 1.179 3.15 0.443 0.170 0.310 0.923 0.252 4.324 0.853490371 3.690 32.650 0.136509799 4.457
9 40.96 0.82 1.13 1.147 3.10 0.462 0.170 0.310 0.942 0.251 4.290 0.836755266 3.590 36.240 0.122515437 4.440
10 39.83 0.80 1.13 1.115 3.05 0.481 0.170 0.310 0.961 0.249 4.255 0.820348300 3.491 39.731 0.111326528 4.423
11 38.70 0.77 1.13 1.084 2.98 0.500 0.170 0.310 0.980 0.248 4.212 0.804263039 3.388 43.119 0.102177943 4.406
12 37.57 0.75 1.13 1.052 2.93 0.519 0.170 0.310 0.999 0.246 4.177 0.788493176 3.294 46.413 0.094559597 4.389
13 36.44 0.73 1.13 1.020 2.88 0.538 0.170 0.310 1.018 0.245 4.143 0.773032525 3.203 49.616 0.088118353 4.372
14 35.31 0.71 1.13 0.989 2.83 0.557 0.170 0.310 1.037 0.243 4.109 0.757875025 3.114 52.730 0.082601970 4.356
15 34.18 0.68 1.13 0.957 2.77 0.576 0.170 0.310 1.056 0.242 4.065 0.743014730 3.020 55.750 0.077825472 4.339
16 33.05 0.66 1.13 0.925 2.72 0.595 0.170 0.310 1.075 0.240 4.030 0.728445814 2.936 58.686 0.073650126 4.322
17 31.92 0.64 1.13 0.894 2.66 0.614 0.170 0.310 1.094 0.239 3.997 0.714162562 2.855 61.541 0.069969841 4.306
18 30.79 0.62 1.13 0.862 2.61 0.633 0.170 0.310 1.113 0.237 3.962 0.700159375 2.774 64.315 0.066702102 4.290
19 29.66 0.59 1.13 0.830 2.55 0.652 0.170 0.310 1.132 0.235 3.917 0.686430760 2.689 67.004 0.063781766 4.274
20 28.53 0.57 1.13 0.799 2.50 0.671 0.170 0.310 1.151 0.234 3.884 0.672971333 2.614 69.618 0.061156718 4.258
21 27.40 0.55 1.13 0.767 2.45 0.690 0.170 0.310 1.170 0.232 3.849 0.659775817 2.539 72.157 0.058784769 4.242
22 26.27 0.53 1.13 0.736 2.40 0.709 0.170 0.310 1.189 0.231 3.816 0.646839036 2.468 74.625 0.056631401 4.226
23 25.14 0.50 1.13 0.704 2.33 0.728 0.170 0.310 1.208 0.229 3.771 0.634155918 2.391 77.016 0.054668098 4.210
24 24.01 0.48 1.13 0.672 2.28 0.747 0.170 0.310 1.227 0.228 3.737 0.621721488 2.323 79.339 0.052871097 4.195
25 22.88 0.46 1.13 0.641 2.23 0.766 0.170 0.310 1.246 0.226 3.703 0.609530871 2.257 81.596 0.051220438 4.179
26 21.75 0.43 1.13 0.609 2.17 0.785 0.170 0.310 1.265 0.225 3.659 0.597579285 2.187 83.783 0.049699231 4.164
27 20.62 0.41 1.13 0.577 2.12 0.804 0.170 0.310 1.284 0.223 3.624 0.585862044 2.123 85.906 0.048293086 4.149
28 19.49 0.39 1.13 0.546 2.07 0.823 0.170 0.310 1.303 0.222 3.591 0.574374553 2.063 87.969 0.046989672 4.134
29 18.36 0.37 1.13 0.514 2.01 0.842 0.170 0.310 1.322 0.220 3.556 0.563112307 2.002 89.971 0.045778355 4.119
30 17.23 0.34 1.13 0.482 1.95 0.861 0.170 0.310 1.341 0.219 3.512 0.552070889 1.939 91.910 0.044649922 4.104
31 16.10 0.32 1.13 0.451 1.90 0.880 0.170 0.310 1.360 0.217 3.478 0.541245970 1.882 93.792 0.043596347 4.089
32 14.97 0.30 1.13 0.419 1.85 0.899 0.170 0.310 1.379 0.216 3.444 0.530633304 1.828 95.620 0.042610607 4.074
33 13.84 0.28 1.13 0.388 1.80 0.918 0.170 0.310 1.398 0.214 3.410 0.520228729 1.774 97.394 0.041686531 4.060
34 12.71 0.25 1.13 0.356 1.74 0.937 0.170 0.310 1.417 0.213 3.366 0.510028166 1.717 99.111 0.040818673 4.046
35 11.58 0.23 1.13 0.324 1.68 0.956 0.170 0.310 1.436 0.211 3.331 0.500027613 1.666 100.777 0.040002209 4.031
36 10.45 0.21 1.13 0.293 1.63 0.975 0.170 0.310 1.455 0.210 3.298 0.490223150 1.617 102.394 0.039232853 4.017
37 9.32 0.19 1.13 0.261 1.58 0.994 0.170 0.310 1.474 0.208 3.263 0.480610932 1.568 103.962 0.038506779 4.003
38 8.19 0.16 1.13 0.229 1.52 1.013 0.170 0.310 1.493 0.207 3.219 0.471187188 1.517 105.479 0.037820566 3.989
39 7.06 0.14 1.13 0.198 1.47 1.032 0.170 0.310 1.512 0.205 3.185 0.461948223 1.471 106.950 0.037171144 3.975
40 5.93 0.12 1.13 0.166 1.42 1.051 0.170 0.310 1.531 0.204 3.151 0.452890415 1.427 108.377 0.036555748 3.962

経費率＝均等化経費／建設費＝ 0.03962

現価係数= 資本回収係数=
×(固定資産税+修繕+人件費+その他経費)
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表 7.3.11 年次別経費率表 （資本費あり・補助率 70%・耐用年数 22 年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 7.3.12 年次別経費率表 （資本費あり・補助率 70%・耐用年数 40 年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.建設費 100.000 i.人件費 0.17% m.割引率 2%
b.補助率 70.0% j.固定資産税率 1.4% 　　耐用 22 年
c.初年度薄価 30   修繕費 g.初年度 0.310% 耐用年数 22 年 均等化経費 3.627
d.金利 2.00%   　　　 h.年増分 0.019%
e.返済期間 22 年 k.その他経費 0.31% 1 m*(1+m)n

f.減価償却(残存率10%) 1.23 =a×(1-b)×(1-0.1)/e l.一般管理費 12% (1+m)n (1+m)n-1

年次 薄価 金利 減価償却 固定 資本費計 修繕費 人件費 その他 直接費 一般管理費 経費合計 現価係数 現在価値 現価累計 資本 均等化
資産税 経費 (間接費) 回収係数 経費

n o ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
(o*d) (f) (a/c*o*j) (①+②+③) (a*g+aΣh) (a*i) (a*k) (Σ④～⑥) (Σ③～⑥)*l (Σ①～⑦) (⑧*⑨) (Σ⑩) (⑪*⑫)

1 30.00 0.60 1.23 1.400 3.23 0.310 0.170 0.310 0.790 0.263 4.283 0.980392157 4.199 4.199 1.020000000 4.283
2 28.77 0.58 1.23 1.343 3.15 0.329 0.170 0.310 0.809 0.258 4.220 0.961168781 4.056 8.255 0.515049505 4.252
3 27.54 0.55 1.23 1.285 3.07 0.348 0.170 0.310 0.828 0.254 4.147 0.942322335 3.908 12.163 0.346754673 4.218
4 26.31 0.53 1.23 1.228 2.99 0.367 0.170 0.310 0.847 0.249 4.084 0.923845426 3.773 15.936 0.262623753 4.185
5 25.08 0.50 1.23 1.170 2.90 0.386 0.170 0.310 0.866 0.244 4.010 0.905730810 3.632 19.568 0.212158394 4.152
6 23.85 0.48 1.23 1.113 2.82 0.405 0.170 0.310 0.885 0.240 3.948 0.887971382 3.506 23.074 0.178525812 4.119
7 22.62 0.45 1.23 1.056 2.74 0.424 0.170 0.310 0.904 0.235 3.875 0.870560179 3.373 26.447 0.154511956 4.086
8 21.39 0.43 1.23 0.998 2.66 0.443 0.170 0.310 0.923 0.231 3.812 0.853490371 3.254 29.701 0.136509799 4.054
9 20.16 0.40 1.23 0.941 2.57 0.462 0.170 0.310 0.942 0.226 3.739 0.836755266 3.129 32.830 0.122515437 4.022
10 18.93 0.38 1.23 0.883 2.49 0.481 0.170 0.310 0.961 0.221 3.675 0.820348300 3.015 35.845 0.111326528 3.990
11 17.70 0.35 1.23 0.826 2.41 0.500 0.170 0.310 0.980 0.217 3.603 0.804263039 2.898 38.743 0.102177943 3.959
12 16.47 0.33 1.23 0.769 2.33 0.519 0.170 0.310 0.999 0.212 3.540 0.788493176 2.791 41.534 0.094559597 3.927
13 15.24 0.30 1.23 0.711 2.24 0.538 0.170 0.310 1.018 0.207 3.466 0.773032525 2.679 44.213 0.088118353 3.896
14 14.01 0.28 1.23 0.654 2.16 0.557 0.170 0.310 1.037 0.203 3.404 0.757875025 2.580 46.793 0.082601970 3.865
15 12.78 0.26 1.23 0.596 2.09 0.576 0.170 0.310 1.056 0.198 3.340 0.743014730 2.482 49.275 0.077825472 3.835
16 11.55 0.23 1.23 0.539 2.00 0.595 0.170 0.310 1.075 0.194 3.268 0.728445814 2.381 51.656 0.073650126 3.804
17 10.32 0.21 1.23 0.482 1.92 0.614 0.170 0.310 1.094 0.189 3.205 0.714162562 2.289 53.945 0.069969841 3.775
18 9.09 0.18 1.23 0.424 1.83 0.633 0.170 0.310 1.113 0.184 3.131 0.700159375 2.192 56.137 0.066702102 3.744
19 7.86 0.16 1.23 0.367 1.76 0.652 0.170 0.310 1.132 0.180 3.069 0.686430760 2.107 58.244 0.063781766 3.715
20 6.63 0.13 1.23 0.309 1.67 0.671 0.170 0.310 1.151 0.175 2.995 0.672971333 2.016 60.260 0.061156718 3.685
21 5.40 0.11 1.23 0.252 1.59 0.690 0.170 0.310 1.170 0.171 2.933 0.659775817 1.935 62.195 0.058784769 3.656
22 4.17 0.08 1.23 0.195 1.51 0.709 0.170 0.310 1.189 0.166 2.860 0.646839036 1.850 64.045 0.056631401 3.627

経費率＝均等化経費／建設費＝ 0.03627

現価係数= 資本回収係数=
×(固定資産税+修繕+人件費+その他経費)

a.建設費 100.000 i.人件費 0.17% m.割引率 2%
b.補助率 70.0% j.固定資産税率 1.4% 　　耐用 40 年
c.初年度薄価 30   修繕費 g.初年度 0.310% 耐用年数 40 年 均等化経費 3.262
d.金利 2.00%   　　　 h.年増分 0.019%
e.返済期間 40 年 k.その他経費 0.31% 1 m*(1+m)n

f.減価償却(残存率10%) 0.68 =a×(1-b)×(1-0.1)/e l.一般管理費 12% (1+m)n (1+m)n-1

年次 薄価 金利 減価償却 固定 資本費計 修繕費 人件費 その他 直接費 一般管理費 経費合計 現価係数 現在価値 現価累計 資本 均等化
資産税 経費 (間接費) 回収係数 経費

n o ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
(o*d) (f) (a/c*o*j) (①+②+③) (a*g+aΣh) (a*i) (a*k) (Σ④～⑥) (Σ③～⑥)*l (Σ①～⑦) (⑧*⑨) (Σ⑩) (⑪*⑫)

1 30.00 0.60 0.68 1.400 2.68 0.310 0.170 0.310 0.790 0.263 3.733 0.980392157 3.66 3.660 1.020000000 3.733
2 29.32 0.59 0.68 1.368 2.64 0.329 0.170 0.310 0.809 0.261 3.708 0.961168781 3.564 7.224 0.515049505 3.721
3 28.64 0.57 0.68 1.337 2.59 0.348 0.170 0.310 0.828 0.260 3.675 0.942322335 3.463 10.687 0.346754673 3.706
4 27.96 0.56 0.68 1.305 2.55 0.367 0.170 0.310 0.847 0.258 3.650 0.923845426 3.372 14.059 0.262623753 3.692
5 27.28 0.55 0.68 1.273 2.50 0.386 0.170 0.310 0.866 0.257 3.626 0.905730810 3.284 17.343 0.212158394 3.679
6 26.60 0.53 0.68 1.241 2.45 0.405 0.170 0.310 0.885 0.255 3.591 0.887971382 3.189 20.532 0.178525812 3.665
7 25.92 0.52 0.68 1.210 2.41 0.424 0.170 0.310 0.904 0.254 3.568 0.870560179 3.106 23.638 0.154511956 3.652
8 25.24 0.50 0.68 1.178 2.36 0.443 0.170 0.310 0.923 0.252 3.533 0.853490371 3.015 26.653 0.136509799 3.638
9 24.56 0.49 0.68 1.146 2.32 0.462 0.170 0.310 0.942 0.251 3.509 0.836755266 2.936 29.589 0.122515437 3.625
10 23.88 0.48 0.68 1.114 2.27 0.481 0.170 0.310 0.961 0.249 3.484 0.820348300 2.858 32.447 0.111326528 3.612
11 23.20 0.46 0.68 1.083 2.22 0.500 0.170 0.310 0.980 0.248 3.451 0.804263039 2.776 35.223 0.102177943 3.599
12 22.52 0.45 0.68 1.051 2.18 0.519 0.170 0.310 0.999 0.246 3.426 0.788493176 2.701 37.924 0.094559597 3.586
13 21.84 0.44 0.68 1.019 2.14 0.538 0.170 0.310 1.018 0.244 3.401 0.773032525 2.629 40.553 0.088118353 3.573
14 21.16 0.42 0.68 0.987 2.09 0.557 0.170 0.310 1.037 0.243 3.367 0.757875025 2.552 43.105 0.082601970 3.561
15 20.48 0.41 0.68 0.956 2.05 0.576 0.170 0.310 1.056 0.241 3.343 0.743014730 2.484 45.589 0.077825472 3.548
16 19.80 0.40 0.68 0.924 2.00 0.595 0.170 0.310 1.075 0.240 3.319 0.728445814 2.418 48.007 0.073650126 3.536
17 19.12 0.38 0.68 0.892 1.95 0.614 0.170 0.310 1.094 0.238 3.284 0.714162562 2.345 50.352 0.069969841 3.523
18 18.44 0.37 0.68 0.861 1.91 0.633 0.170 0.310 1.113 0.237 3.261 0.700159375 2.283 52.635 0.066702102 3.511
19 17.76 0.36 0.68 0.829 1.87 0.652 0.170 0.310 1.132 0.235 3.236 0.686430760 2.221 54.856 0.063781766 3.499
20 17.08 0.34 0.68 0.797 1.82 0.671 0.170 0.310 1.151 0.234 3.202 0.672971333 2.155 57.011 0.061156718 3.487
21 16.40 0.33 0.68 0.765 1.78 0.690 0.170 0.310 1.170 0.232 3.177 0.659775817 2.096 59.107 0.058784769 3.475
22 15.72 0.31 0.68 0.734 1.72 0.709 0.170 0.310 1.189 0.231 3.144 0.646839036 2.034 61.141 0.056631401 3.463
23 15.04 0.30 0.68 0.702 1.68 0.728 0.170 0.310 1.208 0.229 3.119 0.634155918 1.978 63.119 0.054668098 3.451
24 14.36 0.29 0.68 0.670 1.64 0.747 0.170 0.310 1.227 0.228 3.095 0.621721488 1.924 65.043 0.052871097 3.439
25 13.68 0.27 0.68 0.638 1.59 0.766 0.170 0.310 1.246 0.226 3.060 0.609530871 1.865 66.908 0.051220438 3.427
26 13.00 0.26 0.68 0.607 1.55 0.785 0.170 0.310 1.265 0.225 3.037 0.597579285 1.815 68.723 0.049699231 3.415
27 12.32 0.25 0.68 0.575 1.51 0.804 0.170 0.310 1.284 0.223 3.012 0.585862044 1.765 70.488 0.048293086 3.404
28 11.64 0.23 0.68 0.543 1.45 0.823 0.170 0.310 1.303 0.222 2.978 0.574374553 1.710 72.198 0.046989672 3.393
29 10.96 0.22 0.68 0.511 1.41 0.842 0.170 0.310 1.322 0.220 2.953 0.563112307 1.663 73.861 0.045778355 3.381
30 10.28 0.21 0.68 0.480 1.37 0.861 0.170 0.310 1.341 0.219 2.930 0.552070889 1.618 75.479 0.044649922 3.370
31 9.60 0.19 0.68 0.448 1.32 0.880 0.170 0.310 1.360 0.217 2.895 0.541245970 1.567 77.046 0.043596347 3.359
32 8.92 0.18 0.68 0.416 1.28 0.899 0.170 0.310 1.379 0.215 2.870 0.530633304 1.523 78.569 0.042610607 3.348
33 8.24 0.16 0.68 0.385 1.23 0.918 0.170 0.310 1.398 0.214 2.837 0.520228729 1.476 80.045 0.041686531 3.337
34 7.56 0.15 0.68 0.353 1.18 0.937 0.170 0.310 1.417 0.212 2.812 0.510028166 1.434 81.479 0.040818673 3.326
35 6.88 0.14 0.68 0.321 1.14 0.956 0.170 0.310 1.436 0.211 2.788 0.500027613 1.394 82.873 0.040002209 3.315
36 6.20 0.12 0.68 0.289 1.09 0.975 0.170 0.310 1.455 0.209 2.753 0.490223150 1.350 84.223 0.039232853 3.304
37 5.52 0.11 0.68 0.258 1.05 0.994 0.170 0.310 1.474 0.208 2.730 0.480610932 1.312 85.535 0.038506779 3.294
38 4.84 0.10 0.68 0.226 1.01 1.013 0.170 0.310 1.493 0.206 2.705 0.471187188 1.275 86.810 0.037820566 3.283
39 4.16 0.08 0.68 0.194 0.95 1.032 0.170 0.310 1.512 0.205 2.671 0.461948223 1.234 88.044 0.037171144 3.273
40 3.48 0.07 0.68 0.162 0.91 1.051 0.170 0.310 1.531 0.203 2.646 0.452890415 1.198 89.242 0.036555748 3.262

経費率＝均等化経費／建設費＝ 0.03262

現価係数= 資本回収係数=
×(固定資産税+修繕+人件費+その他経費)
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7.3.3 発電原価の算出 

(1) 発電原価 

発電原価は、建設及び維持管理によって発生する発電施設の年間経費（資本費＋直接費＋

間接費）を、当該発電所の年間発電電力量（１年間に発電できる電力量（kWh））で除した値

です。 

発電原価(円/kWh)＝
電電力量(kWh)発年間

（円）年経費
 

         ＝kWh 当たりの建設単価(円/kWh)×経費率 

となります。 

 (2) 合成発電原価(売電考慮) 

需要施設の使用電力量を自家用水力発電でまかなおうとする場合、需給バランスの電力量

に過不足が生じるため、不足分に対してはバックアップを行い需要施設に安定した電力を供

給しなければなりません。 

また、余剰分は需要側から見れば無効電力量となります。そこで需給バランスを踏まえた

開発規模の経済性評価においては、水力発電の年経費にバックアップシステムの年経費を加

えた合計の年経費を年間需要電力量で除した値（これを合成発電原価という）の最小値をも

って経済性の評価の一つとします。 

合成発電原価は次式で示されます。 

合成発電原価(円/kWh)＝
h）年間需要電力量(kW

年円－売電年収(円/年)ﾌﾟｼｽﾃﾑの年経費/年)＋ﾊﾞｯｸｱｯ水力発電の年経費(円 )/(
 

 (3) バックアップシステムの年経費 

需給バランスにおける電力の過不足のうち不足分に対するバックアップを電力会社からの

買電とした場合、これに要する電気料金を負担しなければなりません。電気料金は基本料金

（円/kW/月）と従量料金（円/kWh）から構成されており、年間に要する費用（年経費）は次

式で算出されます。 

バックアップシステム年経費（円/年） 

＝｛基本料金(円/kW/月)×契約電力(kW)×月数｝＋｛従量料金(円/kWh)×買電電力量(kWh)｝ 

なお、買電以外のバックアップシステムを導入する場合は、それに要する年経費が対象に

なります。 

(4) 売電年収 

余剰電力を電力会社に売電した年収で、次式で示されます。 

  売電年収（円）＝売電単価(円/kWh)×余剰電力量(kWh) 
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(5) 合成発電収支 

合成発電収支は、発電所建設による電気料金効果金額を年間供給電力量で除した値から発

電原価を差し引いた指数で、次式で示されます。 

合成発電収支（円/kWh）＝
供給電力量(kWh）年間

気料金効果金額(円)発電所建建設による電
－発電原価（円/kWh） 

ここで、「発電所建設による電気料金効果金額」は、需要施設の電力需要を全て電力会社か

らの買電でまかなった場合に電力会社に支払う電気料金（収入）に、余剰電力を電力会社に

売電した収入を加えたものから、バックアップ用年経費(支出)を引いた収支を表します。 

なお、ハイドロバレー計画では、「需要施設の電力需要を全て電力会社からの買電でまかな

った場合に電力会社に支払う電気料金」は、電気料金を支払わなくなりますので、ここでは

収入として見なします。 

この指数が、マイナスになれば発電所を建設しても赤字の発電所であることを意味します。

また、指数がプラスで大きいものほど経済的なハイドロバレー計画であると評価できます。 
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８．系統連系 

ハイドロバレー計画では、需要に対して供給が下回る場合には不足分を電力会社から買電し、

その逆の場合には余剰分を電力会社へ売電することが基本となりますが、その場合には、水力

発電所と電力会社の送配電線を接続(系統連系)する必要があります。 

系統連系を実施するにあたっては、「系統連系技術要件ガイドライン」に準拠し、下記に示

す電圧変動、短絡容量、逆潮流などの検討を行うものとします。 

なお、実際の系統連系に際しては、地元の電力会社との協議が必要となります。 

 

8.1 電圧変動の検討 

(1) 適正電圧の維持 

発電設備を一般配電線に連系する場合においては、一般家庭等の低圧需要家の電圧を、標

準電圧100Vに対しては101±６V、標準電圧200Vに対しては202±20V以内に維持する必要があ

ります。 

しかし、発電設備が連系された場合には、発電停止による電圧低下等により系統側の電圧

が適正値を維持できない恐れがあります。 

また、逆潮流有りの発電設備が連系された場合には、系統側の電圧が上昇し、適正値を維

持できない恐れがあります。 

更に、交流発電設備を系統に連系する場合、同期発電機については、系統と同じ周波数付

近で並列を行なわないと極めて大きな突入電流が流れ、また、誘導発電機についても瞬間的

に定格電流の５～６倍の突入電流が流れるため、これより系統側に瞬間的に電圧低下が引き

起こされます。 

電圧変動の程度は、負荷の状況、系統構成、系統運用、発電設備の設置点や出力等により

異なるため、個別に検討しますが、電圧変動対策が必要な場合は、電圧変動対策のための装

置を当該発電設備設置者が設置することになっています。 

ただし、発電所側に設置する電圧変動対策のための装置で対応できない場合には、配電線

の新設による負荷分割等の配電線増強を電力会社に行なってもらうか、又は専用線による連

系になります。この場合、工事負担金が発生します。 

いずれにせよ、ハイドロバレー計画の経済性に影響する事項ですので、計画段階で確認し

ておく必要があります。 

 

(2) 逆潮流による電圧上昇により適正値を逸脱する場合 

電力会社では、発電設備を設置していない需要家及び逆潮流が無い発電設備設置者を対象

として、適正電圧を維持できるように配電系統の電圧調整を行い運用しています。 
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この運用幅は、適正電圧の管理幅 12V（標準電圧 100V の場合 101±６V）から、低圧系統

の電圧降下６V 及び柱上変圧器の調整装置（タップという）の調整幅 2.5V を引いた 3.5V が

一般的です。 

この 3.5V で配電系統の電圧調整器の不感帯幅（１～1.5V）と柱上変圧器の電圧降下（１

～２V）とを吸収した上で、更に配電線の重負荷、軽負荷パターンの違いを考慮した配電用

変電所の送り出し電圧を調整しています。 

しかし、配電用変電所の送り出し電圧の調整で、逆潮流発生時の電圧上昇分を吸収するこ

とが基本的に難しい場合は、次のような対策が必要となります。 

 

① 発電設備への自動電圧調整装置の設置 

② 電圧上昇抑制対策 

 

この対策にも費用が発生するため、ハイドロバレー計画の経済性に影響します。したがっ

て、計画段階での検討が必要です。 

 

8.2 短絡容量の検討 

短絡容量とは、電力系統に短絡事故等が発生した場合に流れる事故電流の大きさ等を表す数

値です。 

系統連系ガイドラインによれば、発電設備の連系により系統の短絡容量が他者の遮断器の遮

断容量（一般の受電用遮断容量については 150MVA）等を上回るおそれがあるときは、発電設

備の設置者において短絡電流を制限する装置（限流リアクトル等）を設置しなければならない

ことになっています。 

この対策にも費用が発生するため、ハイドロバレー計画の経済性に影響します。したがって、

計画段階での検討が必要になります。 

 

8.3 逆潮流の制限の検討 

系統連系技術要件ガイドラインによれば、逆潮流有りの発電設備の設置によって、当該発電

設備を連系する配電用変電所の配電線のつながっている変圧器（バンク）から、その上位の電

圧の系統へ常に逆潮流が生じないことと規定されています。 

配電用変電所バンク単位で逆潮流が発生すると、電力会社で系統の電圧管理面での問題が生

じる恐れがあるため、電力会社へ問い合わせる必要があります。 
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９．助成制度 

9.1 主な助成制度 

水力発電所の開発には、建設費用の補助金など事業内容に応じた複数の助成制度があります。

これらは、全てに適用可能とは限りませんが、上手に活用することにより、ハイドロバレー計

画の経済性をより高めることができます。表 9.1.1 に主な助成制度の概要を示します。 

 

表 9.1.1 水力建設における主な助成制度 

補助率及び限度額 
所管省庁及び事業名 助 成 対 象 

国 県
事 業 目 的 事業区分 

経済産業省      

中小水力発電 

開発費補助金事業 

一 般 電 気 事 業 者

卸 電 気 事 業 者

公営電気等卸供給事業者

特定規模電気事業者

特 定 電 気 事 業 者

自家用水力発電所設置者

5,000ｋW以下：20％、 

5,000ｋWを超えて 

30,000ｋW以下：10％ 

経済性が劣る又はRPS法認

定設備：10％（上乗せ） 

新技術導入部分：50％ 

－

中小水力の初期発電原価を引

き下げ、開発の促進を図り、電

源の開発・利用に資する 

－ 

総務省      

水道事業等における 

小水力発電の推進 
地 方 公 共 団 体 起債充当率 －

水道事業及び工業用水道事業

の付帯工事（売電）としても小

水力発電を積極的に展開する

ために地方債処置を講じる 

－ 

ふるさとづくり事業 市 町 村 

事業債の許可（充当率 90％

～75％）のうち、75％の元

利償還金についてはその

30％～55％を交付税措置 

－
自主的・主体的な地域づくりの

取り組みを支援する 

集会・交流施設の

整備等、その他個

別事業 

過 疎 対 策 事 業 債 
市 町 村 

（過疎指定地域） 

起債充当率 100%、元利償還

に要する経費のうち 70％

を交付税措置 

－

過疎地域が自主性、主体性を発

揮し、自らの創意工夫によって

自立につながる施策の推進や

公共的施設の整備を図る 

集会・交流施設の

整備等、その他個

別事業 

辺 地 対 策 事 業 債 
市 町 村 

（辺地指定地域） 

起債充当率 100%、元利償還

に要する経費のうち 80％

を交付税措置 

－

辺地地域が自主性、主体性を発

揮し、自らの創意工夫によって

自立につながる施策の推進や

公共的施設の整備を図る 

集会・交流施設の

整備等、その他個

別事業 

農林水産省      

農村振興 

総合整備事業 
市 町 村 50％ 

10%

～

20%

個性ある農村振興が図れるよ

う、地域住民参加の下、地域の

ニーズに応じた農業生産基盤

と生活環境の整備を 

農業生産基盤整備

事業、生活環境基

盤整備事業、交流

基盤整備事業等 

中山間地域 

総合整備事業 
市 町 村 55% 30%

中山間地域の立地条件に沿っ

た基盤整備を行い、定住促進、

都市との共通社会の形成及び

国土・環境の保全等に資する 

生活環境基盤整備

事業、交流基盤整

備事業、むらづく

り基盤整備事業等

里地棚田保全 

整備事業 
市 町 村 55％ 20%

里地や棚田において、地域条件

に即した生産基盤整備や土地

改良施設等の維持管理を実施

するための施設整備を行う 

土地改良施設等保

全整備事業、生活

環境基盤整備事業

等 

地域用水環境 

整備事業 

市 町 村 

土 地 改 良 区 

そ の 他 団 体 

50％ 25%

農業水利施設の保全、整備と一

体的に地域用水を有する施設

の整備を行い、農村地域の生活

空間の向上を図る 

地域用水環境整備

事業、歴史的施設

保全事業 

農業近代化資金制度 
農 業 者 

農 業 協 同 組 合 

利子補給 1.25％ 

金利 1.7％以内（H14.2）
－
農業用建物、農村環境整備、未

利用資源活用施設を含む 
－ 

農業漁業金融公庫 
農 業 者 

農 業 協 同 組 合 

返済期間 15 年 

金利 1.85％以内 
－
中山間地域の活性化、用水路、

排水路の整備 
－ 

環境省      

二酸化炭素排出抑制 

対策事業費等補助金 
地 方 公 共 団 体 50% －

地方公共団体等が行う地球温

暖化対策事業（代エネ･省エネ）

の強化と速やかな普及を図る 

－ 

その他      

グリーン電力基金 
地 方 公 共 団 体 

（関  東  地  域） 

20 万円/kW（原則） 

１プロジェクト1,000万円

を上限 

－

CO2 抑制など環境保全への寄付

金を自然エネルギー発電設備

へ助成金として配分 

－ 
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9.2 中小水力発電開発費補助金補助事業 

電源開発・利用の観点から、純国産エネルギーである一般水力の開発を積極的に推進する

必要がありますが、水力発電は初期投資が大きく、かつ、初期の発電原価が他の電源と比較

して割高となります。そのため、中小水力発電施設の設置等に要する費用に対し、建設費の

一部を補助することにより、中小水力の初期発電原価を引き下げ、開発の促進を図り、電源

の開発・利用に資することを目的としています。 

(1) 補助対象事業者 

① 一般電気事業者、卸電気事業者 

② 公営電気事業者等卸供給事業者 

③ 特定規模電気事業者 

④ 特定電気事業者 

⑤ 自家用水力発電所を設置しようとする者 

(2) 補助対象事業 

揚水式を除く一般水力発電のうち、以下のア．又はイ．を行う事業に対して補助金が交付

されます。 

ア． 水力発電施設の設置等事業 

(ｱ) 出力が 30,000kW 以下の水力発電施設の設置を行う事業 

(ｲ) 出力が 30,000kW 以下の水力発電施設の改造を行う事業 

① ダムの改造であって、貯水池又は調整池の有効容量の変更を伴い、出力又は発電

電力量を増加させるもの。 

② 取水設備、導水路、水圧管路又は放水路の改造であって、通水容量の変更を伴い、

出力又は発電電力量を増加させるもの。 

③ 水車又は発電機の改造であって、20％以上の出力の変更を伴うもの。 

④ 貯水池又は調整池の改造であって、有効容量の変更を伴い、出力又は発電電力量

を増加させるもの。 

イ． 水力発電施設の設置等に係る新技術の導入事業 

出力が 30,000kW 以下の水力発電施設の設置又は改造に当たり新技術の導入を行う事業。 

(3) 補助対象費用 

補助対象費用は、表 9.2.1 の「水力発電施設の設置等事業」と表 9.2.2 の「水力発電施設

の設置等に係る新技術の導入事業」に要する費用のうち、表 9.2.3 に示す補助率の範囲内で

適当と認められるものです。 
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表 9.2.1 水力発電施設の設置等事業 

費    目 内        容 

土    地 発電所、水路、貯水池又は調整池、その他 

建    物 発電所、その他 

水    路 えん堤、取水口、導水路、沈砂池、水槽、水圧管路、放水路、雑工事 

貯 水 池 えん堤、雑工事 

調 整 池 えん堤、雑工事 

機 械 装 置 
水車、発電機、主要変圧器、配電盤開閉装置、自動制御装置、屋外鉄

構諸機械装置、基礎 

諸 装 置 通信電灯電力装置、雑装置等 

備 品 耐用年数１年以上で、かつ取得価格が１万円以上の物品 

無形固定資産 ダム使用権、水利権等 

共 有 設 備 共同事業費負担金 

総 係 費 
仮設備費、工事用電力費、測量及び調査費、補償費、建設中利子、建

設分担関連費、雑係費 

 

 

表 9.2.2 水力発電施設の設置等に係る新技術の導入事業 

費    目 内        容 

水    路 えん堤、取水口、導水路、沈砂池、水槽、水圧管路、放水路、雑工事 

貯 水 池 えん堤、雑工事 

調 整 池 えん堤、雑工事 

機 械 装 置 
水車、発電機、主要変圧器、配電盤開閉装置、自動制御装置、屋外鉄

構諸機械装置、基礎 

諸 装 置 通信電灯電力装置、雑装置等 

備 品 耐用年数１年以上で、かつ取得価格が１万円以上の物品 

総 係 費 
仮設備費、工事用電力費、測量及び調査費、補償費、建設中利子、建

設分担関連費、雑係費 

 

 

表 9.2.3 補助率等 

対 象 事 業 ・ 出 力 規 模 補 助 率 

5,000kW 以下 ２／10 を限度とする 

① 水力発電施設の設置等事業 

5,000kW 超 30,000kW 以下 １／10 を限度とする 

② 水力発電施設の設置等に係
る新技術の導入事業 

新技術を導入した部分 １／２を限度とする 
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【特例措置】 

中小水力発電開発費補助金交付規程第４条第１項の規定に基づく特例措置の適用要件とし

て、以下の適用要件Ⅰ又はⅡを満足すれば、更に１／10 を加えた率の特例措置の適用を申請

できます。 

なお、補助事業開始年度に特例措置の適用について交付の決定を受けた場合には、次年度

以降においても適用されます。 

 

《適用要件Ⅰ》 経済性が著しく低い事業 

水力発電施設の設置等事業のうち、経済性が著しく低い等の地点について以下に示す経

済性評価要件に該当するものであって、かつ、経済性評価要件のｲ)又はﾛ)のいずれかに該

当するものです。 

① 経済性の評価要件 

当該設置等の行われる水力発電施設建設単価(総建設費(円)/年間可能発電電力量

(kWh))が電気事業法第 29 条第１項の規定に基づき提出される当該年度の供給計画

に掲げる当該年度新規着手希望地点のうち一般電気事業者による一般水力開発地点

の代表的建設単価に 1.2 を乗じて得た金額(以下、評価要件建設単価という)を超え

ること。 

② 妥当性の評価要件 

ｲ) 当該水力発電所施設の設置等が行われ地点が遊休落差活用地点、総合開発計画

地点又は再開発地点に該当し、かつ、当該設置等が水資源の有効活用に資するも

のであること。 

ﾛ) 地元から強い開発要請がある等当該水力発電施設の設置等に係る計画の熟度が

高いものであること。 

《適用要件Ⅱ》 ＲＰＳ法認定設備の設置等に係る事業 

当該水力発電設備がＲＰＳ法第９条に定める新エネルギー等発電設備の認定を受けるこ

とが適用の要件とされています。 

 

(4) 交付申請の提出先 

交付申請の提出先は、NEDO のエネルギー対策推進部です。 

(5) 交付申請期間 

NEDOのホームページにアクセスするか、又は直接NEDOに問い合わせ願います。 
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9.3 地方債 

ハイドロバレー計画における水力発電所の開発に適用可能な地方債を、表 9.3.1 に示します。 

なお、これらについては、電気の需要施設や、余剰電力の取り扱い方法などによっては適用

できない場合もありますので、事前に所管箇所と調整する必要があります。 

 

表 9.3.1 水力開発への適用が検討可能な地方債 

 過疎対策事業債 辺地対策事業債 

所   管 総 務 省 

対象事業者 法に基づき指定された市町村 

充 当 率 100％ 

交付税処置 元利償還金の 70％ 元利償還金の 80％ 

償 還 期 限 
12 年償還、３年間据置 

（事業者により設定） 

10 年償還、２年間据置 

（事業者により設定） 

利   率 1.2％（事業者により設定） 1.2％（事業者により設定） 

助成制度との組合せ 可(補助金を差引いた残額の 100％) 

 

9.3.1 過疎対策事業債（過疎債） 

(1) 概  要 

本事業債は、人口の著しい減少にともなって地域社会における活力が低下し、生産機能及

び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対

策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の自立促進を図り、

もって住民福祉向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与す

ることを目的としています。 

なお、本事業債の適用にあたっては、当該地域が過疎地域を有する市町村として認定を受

け、マスタープランとなる｢過疎地域自立促進市町村計画｣を定め、総務大臣、農林水産大臣

及び国土交通大臣に提出することが必要となります。 

 

表 9.3.2 過疎対策事業債の詳細 

項   目 内      容 

所   管 総 務 省 

対象事業者 法に基づき指定された市町村 

充 当 率 100％ 

交付税処置 元利償還金の 70％ 

償 還 期 限 12 年償還、３年間据置（事業者により設定） 

利   率 1.2％（事業者により設定） 

助成制度との組合せ 可 （補助金を差し引いた残額の 100％を充当） 

 

(2) 対象事業 

ア． 産業の振興 
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① 地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う法人

に対する出資金 

② 産業の振興を図るために必要な市町村道、農道及び林道 

③ 漁港修築事業 

④ 港湾施設 

⑤ 地場産業の振興に資する施設 

技能修得施設／試験研究施設／生産施設・加工施設／流通販売施設 

⑥ 観光又はレクリエーションに関する施設 

道路／休憩所／展望施設／宿泊施設／野球場／スキー場／体育館／運動場／プ

ール／景観の保全・形成／その他の観光又はレクリエーションに関する施設 

⑦ 農業、林業又は漁業の経営の近代化のための施設 

⑧ 商店街振興のために必要な協同利用施設 

道路／公共駐車場／街灯／集客力を高める施設／歩行者空間の魅力を高める施

設／地域の商店街の振興のために必要な共同利用施設 

イ． 交通・通信体系の整備 

① 集落と集落又は集落と公共施設を結ぶ市町村道 

② 集落と集落又は集落と公共施設を結ぶ農道、林道及び漁港関連 

③ 電気通信に関する施設 

電気通信に係る地域間格差を是正するとともに、情報化の進展に対応した住民

サービスの向上を図るための施設、設備 

④ 住民の交通の便に供するための自動車（雪上車を含む）及び渡船施設 

⑤ 除雪機械 

ウ． 生活環境施設等厚生施設の整備及び医療の確保 

① 下水処理のための施設 

② 消防施設 

③ 高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図るための施設 

④ 保育所及び児童館 

⑤ 市町村保健センター及び母子健康センター 

⑥ 診療施設 

⑦ 簡易水道施設 

エ．教育文化施設の整備 

① 公立の小学校又は中学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となった校舎、

屋内運動場及び寄宿舎 
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② 公立の小学校又は中学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となった教員

又は職員のための住宅及び児童又は生徒の通学を容易にするための自動車（これに

係る車庫を含む。）又は渡船施設 

③ 公立の小学校又は中学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となった学校

給食の実施に必要な施設及び設備 

④ 公立の小学校又は中学校のうち小規模校における教育の充実のための施設 

⑤ 公民館その他の集会施設 

オ． 集落再編整備のための用地の取得及び住宅等の整備 

(3) ハイドロバレー計画への適用 

ハイドロバレー計画は、水力開発を核とした地域活性化・地域振興を図る計画であるため、

過疎対策事業債における小水力発電施設の整備は、｢地域の振興｣に位置づけられると思われ

ます。 

 

9.3.2 辺地対策事業債（辺地債） 

(1) 概  要 

本事業債は、辺地に係る公共的施設の総合的な整備を促進するために必要な財政上の特別

措置を定めたもので、辺地とその他の地域間における住民の生活文化水準の著しい格差の是

正を図ることを目的としています。 

なお、本事業債の適用にあたっては、当該地域が辺地を有する市町村として認定を受け、

マスタープランとなる｢総合整備計画｣を定め、総務大臣に提出することが必要となります。 

 

表 9.3.3 辺地対策事業債の詳細 

項   目 内     容 

所 管 総 務 省 

対象事業者 法に基づき指定された市町村 

充 当 率 100％ 

交付税措置 元利償還金の 80％ 

償 還 期 限 10 年償還、２年間据置（事業者により設定） 

利 率 1.2％（事業者により設定） 

助成制度との組合せ 可 （補助金を差し引いた残額の 100％を充当） 

 

(2) 対象事業 

① 電灯用電気供給施設の整備 

② 交通・通信体系の整備 

道路及び渡船施設／農道及び林道／電通信に関する施設／住民の交通の便に供

するための自動車（雪上車）／除雪機械 
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③ 教育文化施設の整備 

教職員の住宅施設／学校給食施設／学校・社会教育施設／通学用自動車／渡船

施設及び寄宿舎／公民館その他集会施設 

④ 生活環境施設等厚生施設の整備及び医療の確保 

診療施設／保育所及び児童館／母子健康センター／高齢者の福祉の増進を図る

ための施設／飲用水供給施設／下水処理のための施設／消防施設 

⑤ 産業の振興 

産業の振興を図るために必要な市町村道、農道及び林道／農業・林業又は漁業

経営の近代化のための施設／地場産業の振興に有する施設／観光又はレクリエー

ションに関する施設 

(3) ハイドロバレー計画への適用 

辺地対策事業債における小水力発電施設の整備は、｢電灯用電気供給施設の整備｣に位置づ

けられますが、本整備事業は原則として電気の供給先が無灯家屋地域に限定されており、ハ

イドロバレー計画の場合、適用は難しいと思われます。このため、ハイドロバレー計画にお

いては、地域振興・産業振興の観点から上記⑤の対象事業として計画を進めることが適切で

す。 

 

9.4 その他の助成制度等 

9.4.1 農村総合整備事業 

本事業は、地域における自然的、社会的諸条件等を踏まえつつ、農業生産基盤の整備及び

これと関連をもつ農村生活環境の整備を総合的に実施するとともに、併せて都市と農村の交

流促進のための条件整備等を図る農村総合整備事業を推進し、活力ある農村地域社会の発展

に資することを目的とするもので、平成７年度に創設されました。 

 

表 9.4.1 農村総合整備事業の詳細 

項  目 内     容 

所 管 農林水産省 

事業内容 

1.農業生産基盤整備事業 

2.農村生活環境基盤整備事業 

3.農村交流基盤整備事業 

4.特認事業 

5.その他、上記諸条件に応じて追加できる事業 

 （施設環境整備、公共施設補強整備事業、移動通信施設等基盤整備事

業、農用地管理保全事業） 

補助対象 都道府県、市町村、土地改良区等 

補 助 率 50％（沖縄 2/3、奄美 52％） 
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(1) 事業内容 

農村総合整備事業は、総合整備計画に即して作成される総合整備事業計画に基づき、実施

するものとします。 

表 9.4.2 農村総合整備事業の事業内容 

ア． 農業生産基盤整備事業 

① ほ場整備事業 

② 農業用用排水施設整備事業 

③ 農道整備事業 

④ 農用地開発事業 

⑤ 農用地の改良又は保全事業 

イ． 農村生活環境基盤整備事業 

① 農業集落道整備事業 

② 営農飲雑用水施設整備事業 

③ 農業集落排水施設整備事業 

④ 農村公園緑地整備事業 

⑤ 農業近代化施設等用地整備事業 

⑥ 集落防災安全施設整備事業 

⑦ 集落水辺環境整備事業 

⑧ 集落緑化施設整備事業 

⑨ 地域資源利活用施設整備事業 

⑩ 集落環境管理施設整備事業 

⑪ 住民参加促進環境整備事業 

ウ． 農村交流基盤整備事業 

① 用地整備事業 

② コミュニティー施設整備事業 

③ 情報基盤施設整備事業 

④ 集落農園整備事業 

エ． 特認事業  

オ． 上記のほか、地域の諸条件等に

応じて追加できる事業 

① 施設環境整備 

② 公共施設補強整備事業 

③ 移動通信施設等危難整備事業 

④ 農用地管理保全事業 

 

 (2) 実施用件 

ア． 整備計画 

(ｱ) 整備計画は、整備計画の対象となる区域（以下「計画区域」）に係る関係市町村が作

成します。 

(ｲ) 整備計画は、社会的、歴史的、地理的条件、土地利用及び水利用の状況、農産物の生

産出荷状況、住民の日常の生活圏域、住民の意識等からみて一体と考えられる区域であ

って次に掲げる①及び②（これに加え、高福祉型にあっては③、緊急防災型にあっては

④、情報基盤施設整備型にあっては⑤、ダム水源地域活性化にあっては⑥）の要件に該

当するものを対象として作成するものとします。なお、農村総合整備計画を策定した地

域にあっては、この計画をもって整備計画に代えることができます。 

① 農業振興地域（これと一体的に整備することを相当とする農業振興地域以外の区

域を含む）の区域であること。 
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② 土地利用の動向、農業生産の動向、社会資本の整備状況等からみて、当該整備計

画により農業生産基盤の整備、農村生活環境整備の整備、農村交流基盤等の整備を

総合的に行うことが適当な区域であること。 

③ 農山漁村高齢者ビジョン（「農業生産体制強化総合推進対策事業実施要領」に基づ

く市町村農山漁村地域高齢者ビジョンをいう）が作成されるか、又は作成されるこ

とが確実な区域であること。 

④ 地域防災計画（都道府県地域防災計画及び市町村地域防災計画をいう）が策定さ

れ、それに基づき防災対策を積極的に実施し、又は実施しようとしている区域であ

ること。 

⑤ 総務省所管の事業により移動通信施設等の整備を行い、情報化による農業振興と

農村地域の活性化を積極的に実施し、又は実施しようとしている区域であること。 

⑥ 水源地域活性化計画が作成されるか、又は作成されることが確実な区域。 

(ｳ) 整備計画においては、次に掲げる事項を定めます。 

① 整備の基本構想 

② 次に掲げるものについての整備目標 

・農業生産基盤整備 

・農村生活環境基盤整備 

・農村交流基盤整備 

イ． 事業計画 

(ｱ) 事業計画は、原則として事業主体となるものが作成するものとします。 

(ｲ) 事業計画は、計画区域のうち、次に掲げる用件に該当する区域を対象として作成する

ものとします。なお、農村総合整備計画を策定した地域にあっては、推進実施計画をも

って、また、高齢者・身障者アメニティ計画を策定した地域にあっては、シニアアメニ

ティプランにおける整備実施計画をもって事業計画に代えることができます。 

① 総合整備事業の実施に伴う土地、水等に関する権利関係の調整が行われる見通し

がある区域であること。 

② 総合整備事業の実施について、当該区域内の農業者その他の住民、市町村及び農

業団体の意欲が高い区域であること。 

(ｳ) 事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとします。なお、土地改良法に基

づく事業が総合整備事業の中で実施される場合には、当該事業計画に掲げる事項を定め

るほか、同法第７条及び土地改良施行規則に掲げる事項を定めるものとします。 

① 事業の目的 

② 事業計画区域の範囲 
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③ 一般計画 

④ 工事計画 

⑤ 費用の総額及びその内容 

⑥ 事業主体 

⑦ 費用負担の方法 

⑧ 施設の予定管理者及び（予定）管理方法 

⑨ 資金計画 

 

 

9.4.2 農村振興総合整備事業 

本事業は、地域が自ら考え設定する個性ある農村振興の目標が図れるよう、地域住民参加

の下、関係府省と連携を図りつつ、地域の多様なニーズに応じた農業生産基盤の整備と農村

生活環境の整備を総合的に実施するもので、平成 13 年度に創設されました。 

 

表 9.4.3 農村振興総合整備事業の詳細 

項  目 内     容 

所 管 農林水産省 

事業要件 
1.農村振興基本計画が作成されている区域であること。 

2.農業振興地域の区域であること。 

事業内容 
1.農村振興テーマ別施策（7テーマ） 

2.むらづくり基盤型 

補助対象 都道府県、市町村等 

補 助 率 50％（沖縄 2/3、奄美 52％） 

 

(1) 事業の内容 

ア． 農村振興テーマ別施策 

地方公共団体が策定する農村振興基本計画に基づき、同計画において策定された農村振

興テーマに応じて、次のテーマ別施策の中から一つ又は複数の事業を選択して実施するこ

とになります。 

(ｱ) 高齢者福祉基盤整備 

高齢者・障害者に配慮した生活環境の整備を図るため、高齢者福祉対策等との連携を

図りつつ、福祉施設の用地整備、集落歩道の幅員の拡大、公共施設のバリアフリー化、

生きがい農園等の整備を総合的に実施します。 

(ｲ) 田園居住空間整備（旧農村活性化住環境整備事業） 

農業の健全な発展と農地の適切な利用を図りつつ、豊かな自然環境を有する地域でゆ
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とりある生活を過ごせる宅地供給を推進するとともに、市民農園、緑地空間、水辺空間

等の生活環境を整備します。 

(ｳ) 地域資源循環管理（旧地域資源循環管理事業） 

農村地域の適正な支援管理を行うため、有機性資源等の循環利用のためのコンポスト

化施設等を整備するとともに、水辺環境、緑地空間等の整備を総合的に実施します。 

   (ｴ) 地域環境整備（旧地域環境整備事業） 

子供から高齢者に至る地域住民が快適で豊かに暮らせ、都市住民にも魅力ある地域環

境を形成するため、自然環境や農村景観の保全・復元に配慮した農村地域の整備を総合

的に実施します。 

   (ｵ) 地域伝統文化基盤整備 

地域の歴史・伝統文化を活用した地域づくりを推進するため、農村地域の歴史的な農

業水利施設や棚田・茅葺き家屋等の伝統的な農村景観の保全・復元に配慮した農村地域

の整備を総合的に実施します。 

(ｶ) 雇用創出基盤整備 

基幹産業である農林水産業の振興に加え、地域特性を活かした産業の新たな展開に必

要な用地、連絡道、情報通信等の基盤整備を通じて、魅力ある立地条件を整備します。 

   (ｷ) 農村基盤整備 

多様な活気ある地域づくりを推進するため、農業生産基盤と、農業集落道、営農飲雑

用水等の基礎的な生活環境を総合的かつ一体的に整備します。 

  イ． 農村振興の連携に関する特認事業 

農村振興基本計画の実現を効率的かつ効果的に図るため、関係府省所管施策事業と連携

するために特に必要な事業を農村振興テーマ別施策と一体的に実施できます。 

 

(2) 実施できる工種 

テーマ設定により、実施できる工種や実施する必要がある工種があり、表 9.4.4 に示しま

す。 
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表 9.4.4 農村振興総合整備事業で実施できる工種 

区  分 工  種 内    容 

①ほ 場 整 備 事 業 農用地につき行う区域整理及びこれと相当の関連がある他の工事を一体的に行う整備。 
②農業用用排水施設
整 備 事 業 

農業用用排水施設の新設、廃止又は変更。 

③農 道 整 備 事 業 農道、農道橋、索道又は軌道等運搬施設の新設、廃止又は変更。 
④農用地開発事業 農用地の造成(農用地間の地目変更を含む)とこれに附帯する施設の新設、廃止又は変更。
⑤農 用 地 の 改 良 
又 は 保 全 事 業 

①から④までに掲げるもののほか、農用地の改良又は保全のために必要な整備。 

農業生産基 
盤整備事業 

⑥農用地管理保全 遊休農地解消実践活動により３年以内に活用の見込みのある農地を対象とした整備。 
①農 業 集 落 道 
整 備 事 業 

集落周辺の農道(幹線市町村道は除く)などの整備。拡幅、舗装、側溝等の整備が主体とな
るが、証明などの附帯施設やベンチ、トイレ、遊歩道などの修景施設整備も可。 

②営 農 飲 雑 用 水 
施 設 整 備 事 業 

栽培、飼育、農産物の洗浄など営農に必要な水や、飲料、生活用水、防火用水など多目的
な農村水道の整備。受益戸数がおおむね 10 戸以上、末端２戸までの共用施設が補助の対象。

③農 業 集 落 排 水 
施 設 整 備 事 業 

集落に流れるいわゆる汚水路の整備。家庭用排水処理や雨水路の整備を通して農村に美し
い水路を取り戻す。主として雨水排水路の整備。 

④農 村 公 園 緑 地 
整 備 事 業 

児童公園、運動広場、緑地等を整備するのに必要な施設の整備。整備の対象は、整地、修
景施設、運動施設、あるいはこれらの機能保持に必要な施設。 

⑤農業近代化施設等 
用 地 整 備 事 業 

農業近代化施設や、市町村が事業主体となった生活環境改善のための教育、社会福祉、通
信交通等の公共施設の用地整備。 

⑥集 落 防 災 安 全 
施 設 整 備 事 業 

土留工、砂防工、防火水槽、防護柵、防風林等、集落の防災安全にかかわる施設の整備。

⑦水辺環境整備事業 
親水広場や、農業用用排水、農業用ため池等の水質浄化、生態系保全及び修景に配慮した
施設の新設・改修。親水広場の附帯設備としては緑化施設、親水施設を含む。 

⑧緑化施設整備事業 
公共広場、農村公園や集落排水処理場周辺の環境美化を図るため修景施設等の整備。修景
市越は植樹、芝生、水飲み場、トイレ、照明施設、遊歩道、駐車場等。 

⑨地域資源利活用 
施 設 整 備 事 業 

太陽熱、風力、地熱等の地域資源を利用した、消雪施設、農林水産省助成(融資)の施設、
宿泊施設、スポーツ施設等に温水、地熱、冷熱等を供給する施設。 

⑩集 落 環 境 管 理 
施 設 整 備 事 業 

農業集落単位での環境を保全管理するための農産廃棄物等の処理、再利用等の施設及びこ
れに附帯する敷地、構内、駐車場、緑化等の整備。 

⑪地 域 資 源 リ サ 
イクル基盤整備 

(地域資源循環管理にあっては必須)農村地域における農産廃棄物、家畜糞尿、集落排水汚
泥、生ゴミ等を処理、再利用するための高速堆肥化処理施設等及びこれらに附帯する施設
の整備。 

⑫公共施設補強整備 
農林水産省所管に係る助成等をもって整備された公共施設のうち、安全性確保のために必
要な補強。 

⑬ラ イ フ ラ イ ン 
収 容 施 設 整 備 

農業集落排水施設、営農飲雑用水施設、その他の公共施設の埋設工事に伴う不経済な道路
の掘り返しを防止するとともに、農村地域の景観の改善にも資するための公共施設を収容
する地下利活用施設の整備。 

⑭土 壌 環 境 整 備 耕土等の流出入防止のため沈砂池、法面保護等の整備。 
⑮住 民 参 加 促 進 
環 境 整 備 

総合整備事業等で整備された施設の維持管理等への地域住民の参加を促進するため、地域
住民による簡易な生活環境の整備に対する支援。 

農 村 生 活 
環 境 基 盤 
整 備 事 業 

⑯高 度 情 報 
通 信 基 盤 整 備 

(地域情報通信基盤整備に当てっては必須)地方公共団体、農業関係機関など公的機関の情
報ネットワークを構築するための高度情報通信基盤整備。 

①農 村 交 流 基 盤 
施 設 整 備 

都市と農村の交流に必要な用地の整備。整備の対象は、整地、修景施設、あるいはスポー
ツ施設等の整備、及びこれらの機能を維持上必要な施設等の整備。 

②コミュニティー 
施 設 整 備 

農業経営や農村生活の改善、健康増進、又は都市住民との交流に多目的に利用される建物
の整備や、これに附帯する施設の整備。 

③集 落 農 園 整 備 
ほ場整備、農用地の改良等に際して、市民農園の整備や集落農園開設のための農用地整備
及びこれと一体的に行う周辺農用地の整備。 

④歩 行 者 専 用 
遊 歩 道 整 備 

農村在住者の健康増進、又は都市住民との交流推進のため行う遊歩道等の整備。 

⑤情報基盤施設整備 土地改良施設等の維持管理や緊急時の情報伝達に必要な施設等の整備。 
⑥移動通信施設等 
基 盤 整 備 

移動通信施設に係る基盤(用地及び管理用道路)の整備。 

⑦施 設 環 境 整 備 
公共施設及び農林水産省所管に係る助成等をもって整備された施設の高齢者・障害者の利
用に資するために必要な研修。 

⑧景 観 保 全 整 備 
文化的・歴史的景観の保全を図るために必要な施設の整備。整備対象連絡道、防護柵、用
排水施設、駐車場、管理施設、案内板、植樹、芝生等。 

⑨歴史的土地改良 
施 設 保 全 整 備 

歴史的土地改良施設の歴史的価値の保全に配慮しつつ、施設の機能の維持又は工場及び安
全性の確保のために緊急に必要な補強工事。これと一体的に整備する施設の整備。 

農村交流基 
盤整備事業 

⑩魚 道 整 備 河川の生態系の保護等適正な流下放流量を確保するための魚道の新設又は回収。 
特 認 事 業 特 認 事 業 地方農政局長が特に必要と認める施設の整備。 

①都市農地保全整備 
生産緑地地区内の農業用排水施設、農業道路等の農用地の利用又は保全のために必要な整
備。 

都 市 農 地 
保 全 整 備 

②市 民 農 園 整 備 生産緑地地区内の農地において市民農園を開設するために必要な施設等の整備。 

農村生活環 
境基盤整備 

①高 度 情 報 通 信 
基 盤 整 備 

(地域情報通信基盤整備に当たっては必須) 
農業、農村の高度情報化に資する以下の１.又は２.の整備。 
１.地方公共団体、農業関係機関等公的機関の情報通信ネットワークを構築するための高度
情報通信基盤の整備。 
２.農業情報、行政情報等の提供のための高速インターネット基盤の整備。 
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9.4.3 中山間地域総合整備事業 

本事業は、農業の生産条件等が不利な地域の実情を踏まえ、中山間地域の活性化に意欲の

ある地域を対象として、それぞれの地域の立地条件に沿った農業・農村の展開方向を探り、

農業生産基盤、農村生活環境基盤等の整備を総合的に行い、ほ場整備等において中山間地域

の実情に即した整備手法の導入を積極的に推進すること等により農業生産基盤の整備を併せ

て総合的に行うことにより、農業・農村の活性化を図り、もって地域における定住の促進、

都市との共通社会基盤の形成及び国土・環境の保全等に資することを目的とし、平成２年度

に創設されました。 

 

表 9.4.5 中山間地域総合整備事業の詳細 

項  目 内     容 

所 管 農林水産省 

事業実施 

区  域 

1.事業対象地域は、過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島

振興法、半島振興法及び特定農山村法による指定を受けた市町村又

は準ずる市町村。 

2.農業振興地域であること。 

3.農業生産基盤整備事業実施する地域にあっては、林野率 50％以上か

つ主傾斜がおおむね 1/100 以上の農用地の面積が当該地域の全農用

地の面積の 50％以上であること。 

事業内容 

1.農業生産基盤整備事業 

2.農村生活環境基盤整備事業 

3.交流基盤整備事業 

4.生態系保全施設等整備事業 

5.交換分合事業 

6.地域資源循環利用調整推進事業 

7.むらづくり基盤推進事業 

8.特認事業 

補助対象 都道府県、市町村等 

補 助 率 55％(農林水産省・北海道)、60％(離島)、70％(奄美)、75％(沖縄) 

 

(1) 事業内容 

市町村が作成する農村振興基本計画（生産基盤型は地域活性化構想）に基づく実施計画に

したがって、表 9.4.6 の農業生産基盤整備事業のうち２以上の事業並びにイ．～オ．及びキ．

までの適切な事業を組み合わせた整備（但し、生産基盤型にあっては一定面積以上のほ場整

備事業を含む下記の農具生産基盤整備事業のみ）をメニュー方式により総合的に実施します。 
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表 9.4.6 中山間整備事業の事業種類及び内容 

区  分 工  種 内    容 
①農業用用排水
施設整備事業

農業用用排水施設の新設、廃止又は変更。 

②農道整備事業 農道、農道橋、索道又は軌道等運搬施設の新設、廃止又は変更。 

③ほ場整備事業
農用地等の区画形質の変更及びこれと相当の関連がある他の工事を一体とし
て行う事業。 

④農用地開発事業
農用地以外の土地の畑地への地目変換(農用地間の地目変更を含む。)とこれ
に附帯する施設の新設、廃止又は変更。 

⑤農地防災事業
農用地及び農業用施設の自然災害の発生を未然に防止するために必要な施設
の新設、又は変更。 

⑥客 土 事 業 農用地につき行う客土。 
⑦暗渠排水事業 農用地につき行う完全暗渠の新設又は変更。 

ア． 農業生産基盤
整 備 事 業

⑧農用地の改良
又は保全事業

①～⑦以外の農用地の改良又は保全のための必要な事業。 

①農 業 集 落 道
整 備 事 業

農業集落周辺における農業生産基盤整備事業に係る農道等を補完し、主とし
て農業機械の運行等の農業生産活動、農産物の運搬等に供する農業集落道の
整備。 

②営農飲雑用水
施設整備事業

家畜の飼育、園芸作物等の栽培、農産物の洗浄等を主体とする営農飲雑用水
施設の整備。 

③農業集落排水
施設整備事業

農業用用排水の機能維持を図るために行う雨水を排除する集落内の排水施設
の整備。 

④集落防災安全
施設整備事業

農業集落の防災と安全を図るため必要な土留防護柵、排水工、防風林、防雪
林、水路防護施設、防火水槽等の整備。 

⑤用地整備事業 農業近代化施設、公用・公共施設等の用地の整備。 
⑥農村公園施設
整 備 事 業

農業者等の健康増進といこいの場を提供することを目的とした緑地、運動広
場等の整備とこれに係る必要な施設の整備。 

⑦活 性 化 施 設
整 備 事 業

農業・農村の活性化に資する多目的施設の整備。 

イ． 生活環境基盤
整 備 事 業

⑧集落環境管理
施設整備事業

農業集落における環境を保全管理するための農産廃棄物等の処理、再利用等
の施設及びこれに附帯する施設の整備。 

①交流施設基盤
整 備 事 業

交流の場として必要な多目的広場等の整備、スポーツ施設及び滞在型施設等
の基盤整備並びにこれらに附帯する施設の整備。 

②情報基盤施設
整 備 事 業

農村地域の高度情報化社会の創出に資する公共施設の維持管理、行政、農業
生産等の情報管理・活用を行うための情報基盤の整備。 

③市 民 農 園 等
整 備 事 業

ほ場の整備、その他農用地の改良又は保全のため必要な事業であって、次の
いずれかの事項を内容とするもの。 
1)市民農園整備促進法(平成２年法律第 44 号)第２条の規定する市民農園の
用に供する農地の整備及びこれと一体的に行う周辺農用地を対象とするも
の。 
2)集落農園開設に用に供する農用地及びこれと一体的に行う周辺農用地を対
象とするもの。 
3)1)又は 2)に附帯して都市との交流のために必要な施設の整備。 

ウ． 交流基盤整備
事     業

④施設間連絡道
整 備 事 業

交流に資する施設を有機的に連絡し、交流の促進を図るための連絡道の整備。

エ． 生態系保全施
設等整備事業

生態系保全施設等
整 備 事 業

1)動植物保護施設、動物保育施設、動物誘導施設、植栽、緩傾斜護岸等生態
系の保全に資する施設等の整備。 
2)農地及び土地改良施設の国土保全機能を強化し、土砂流出等による下流域
の生態系への悪影響を低減するために行う事業(離島、奄美群島又は沖縄県
の区域内において行うものに限る)。 

オ．交換分合事業 交 換 分 合 事 業 農用地等の交換分合。 
カ．地域資源循環利
用調整推進事業

地域資源循環利用
調 整 推 進 事 業

間伐財利用促進工事の指定等による間伐財等地域資源の循環利用の促進と体
制の整備。 

キ．む ら づ く り
基盤推進事業

むらづくり基盤
推 進 事 業

あらたなむらづくり推進に向けて特に必要な事業。 

ク．特 認 事 業 特 認 事 業 地方農政局長が特に必要と認める事業。 

 

9.4.4 ＲＰＳ法 

ＲＰＳ法は、エネルギーの安定供給による新エネルギーの利用に関する措置を講じ、もっ

て環境の保全に寄与し、及び国民経済の健全な発展に資することを目的としています。 

ＲＰＳ法は、総合資源エネルギー調査会及び環境大臣その他関係大臣の意見を聴いて、新

エネルギー電気の利用目標を経済産業大臣が定め、利用目標を勘案し、電気事業者（一般電

気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者）に対して、毎年度、その販売電力量に

応じ一定の割合以上の新エネルギー電気の利用を義務づけるものです。 
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ＲＰＳ法において電気事業者は、義務づけられた新エネルギー電気の利用に関し、 

① 自ら発電する。 

② 他から新エネルギー電気を購入する。 

③ 他の電気事業者に義務を肩代わりさせる。 

の３つの手法から、電気事業者は経済性その他の事情を勘案して最も有利な方法を選択でき

ます。 

 

ＲＰＳ法で定めている「新エネルギー等」とは、下記に示すものです。 

① 風 力 

② 太陽光 

③ 地 熱 

④ 水 力（水路式で 1,000kW 以下） 

⑤ バイオマスを熱源とする熱 

⑥ 石油を熱源とする熱以外のエネルギーであって、政令で定めるもの 

 

「新エネルギー等電気の利用目標（案）」における目標量を表 9.4.7 に示します。 

 

表 9.4.7 新エネルギー等電気の利用目標量（億 kWh/年） 

15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

73.2 76.6 80.0 83.4 86.7 92.7 103.3 122.0 

（備 考） 

 新エネルギー等電気の利用目標量については、必要な系統連系対策の内容及び費用

規模、並びにその実施・負担のあり方等について、引き続き検討を行う必要があるこ

とから、そうした検討による方向性がまとまるまでの間（３年を目途）、特段の系統対

策が生じない範囲にとどめることとしたもの。 

 

ＲＰＳ法において、新エネ発電事業者が「新エネルギー等電気」を電力会社に販売する際

には、供給した電力量を「電気」及び環境価値に相当する「新エネ等電気相当量」として別々

に販売できます。このため、ハイドロバレー計画における水力発電所を電力会社の電力系統

に連系することにより、余剰電力を電力会社に売電する際、単なる「電気」として売るのか

「新エネ等電気相当量」を合わせて売るのか、また、電力会社に「電気」を売電し、「新エネ

等電気相当量」を別に売るのか、売電の方法を選択することが可能です。 
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10．運営管理 

 

10.1 開発体制と運営体制 

 

10.1.1 発電設備の開発体制 

ハイドロバレー計画では、発電から需要まで総合的かつ合理的な企画・運営が必要となる

ため、地方公共団体自ら事業主体となって開発することが望まれます。 

また、地方公共団体が事業を行うことにより、開発に伴う各種補助制度の適用が可能とな

り、経済的なメリットも得られます。 

 

10.1.2 発電設備の運営体制 

ハイドロバレー計画のような小規模の発電設備では、人件費の占める割合が大きいため、

運営管理は可能な限り無人化に努めなければなりません。 

ハイドロバレー計画は基本的に水力発電所と地場産業や公共施設との組み合わせを考えて

いますので、電力を使用する設備すなわち需要設備を必ず伴っています。したがって、これ

らを一括して管理することにより経費の削減が図れます。 

また、農業水利施設や水道設備などを活用した発電計画では、水力発電設備以外はほとん

ど共用設備であることが多く、これらを一括して管理することにより保安要員の削減が可能

となります。 

 

10.2 電気事業法による義務事項 

 

10.2.1 主任技術者 

水力発電設備の運営管理は、電気事業法に準拠して主任技術者を選任し、保安規程を定め、

これに基づいて設備の運営管理に当たらなければなりません。 

主任技術者には水車・発電機・変圧器・配電盤などの電気設備を担当する電気主任技術者

と、取水・水路・放流設備などの水力設備を担当するダム水路主任技術者が必要です。 

ハイドロバレー計画のような自家用電気工作物の場合には、第３種電気主任技術者及び第

２種ダム水路主任技術者でよいことになっています。 

第３種電気主任技術者は高校の電気工学卒業者で、電圧 500V 以上の電気工作物の工事や維

持又は運用で３年以上の経験が必要ですが、500kW 未満の発電所であれば、旧制中学又は同

等以上の学歴で電気工学に関する学科を修めた者や、第一種電気工事士免状の交付を受けた

者及び高圧電気工事技術者の検定に合格した者、あるいは経済産業省指定の高圧電気工事士
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試験に合格した者でもよいことになっています。 

第２種ダム水路主任技術者は高校（旧制中学）土木工学卒業者で、水力設備の工事や維持

又は運用で５年以上の経験が必要ですが、500kW 未満の発電所であれば、旧制中学又は同等

以上の学歴で土木工学に関する学科を修めた者や、学歴は問わず資格者と同等以上の知識及

び技能を有すると認められた者であればよいことになっています。 

更に 100kW 未満の発電所であれば、土木技術に関し相当の知識及び技術を有していれば認

められます。 

保安規程は管理する者の職務及び組織・保守教育・保守のための巡視・点検及び検査・発

電設備の運転又は操作・長期停止時の保守・災害時にとるべき措置・運転保守の記録並びに

発電施設の維持及び運用に関する保守事項について定めておくことが義務づけられています。 

発電設備を設置する者は、この保安規程を遵守し設備の運営管理をしなければなりません。 

 

10.2.2 報告・連絡 

1,000kW 以上の自家用発電所では、半期毎に自家用発電所運転半期報を経済産業大臣に提

出しなければなりません。また出力に関係なく、事故発生時には速報及び詳報が義務づけら

れており、主任技術者が報告することになっています。 

また、電力会社の配電線に接続して運転する発電所では、系統連系ガイドラインにしたが

って電力会社との緊急連絡用として、専用の電話回線を設置することを要求されることがあ

ります。 

 

10.3 設備の有効活用 

ハイドロバレー計画の成否は、いかに設備を有効活用しているかにかかっています。受給バ

ランスには常に関心を持ち、有効使用率を常に向上させるよう心掛けることが大切です。 

地域の活性化と地場産業の振興には経済性を重視した運営が必要であり、発電と需要を常に

監視し、適正な規模の組み合わせと選択による受給バランスの見直しが必要で、余剰電力の有

効利用などエネルギーの有効活用に最大限の努力を払わなければなりません。 

 

10.4 水力設備の維持管理 

水力設備の事故は地域社会に及ぼす影響が大きいので、定期的な維持管理を行うほか、出水

などの非常時には臨時点検を行うなど施設の保全に留意しなければなりません。 

取水口・水路・放流設備などの水力設備は、自然現象による損傷を受けやすく、万一の事故

時には地域社会に及ぼす影響が大きく、異常事態が発生する恐れのある場合や発生した場合に

は臨時点検を実施しなければなりません。 
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水力設備の定期的な巡視・点検の標準的な回数は次のとおりです。 

① 月に２回～３回巡視を行い、異常の有無を監視する。 

② ６ヶ月に１回詳細な外部点検を行う。 

③ 自然条件・経年変化並びに工作物の構造を考慮し、２～５年に１回抜水して内部

点検を行う。 

 

地震・洪水・大雨などの後には必ず臨時点検を実施し、き裂・損傷・土砂流入の有無などを

調べ、必要に応じて速やかに処置を講じなければなりません。 

水路設備の保守作業は施設内の流入土砂及び流入塵芥の除去がその大半です。特に開水路で

は晩秋期の落葉によるスクリーンの目詰まりや水路周辺の土砂崩壊による土砂の混入が発生し

やすいです。また、積雪地帯では流氷雪の除去作業が伴う場合もあります。 

抜水して水路の内部点検を実施する場合には特に作業の安全に留意し、事前に詳細な作業計

画を立案し、作業中には絶対に水路に水を流入させない等、関係部署と密接な連絡調整を図ら

なければなりません。 

事前に発見された不具合な箇所の補修を確実に実施するためには、あらかじめ補修部品又は

消耗部品を調達し点検と同時に取り替え作業を行い、今後の安全な運転が図れるようにしなけ

ればなりません。 

水力設備の維持管理は、通常、職員自ら行う直営方式で行っているケースが大半です。更に、

ダム水路主任技術者についても有資格者の職員を選任している事例が多く見受けられます。点

検業務あるいは主任技術者の業務はさほど多くはありませんので、直営の有資格者に点検業務

を兼務してもらうことにより、維持管理費用のコストダウンを図ることができます。 

 

10.5 電気設備の維持管理 

常時は発電所を無人とするのがほとんどです。したがって、電気設備の維持管理のため定期

的な巡回や点検、事故発生時の臨時点検は必ず実施しなければなりません。 

技術の進歩により最近は無人発電所が多く、発電所内には高圧の電気設備もあり、常に機械

が稼動しています。したがって、防護柵を設け門扉を施錠して関係者以外の者が侵入すること

のないよう、保安対策の万全を期す必要があります。 

500kW 未満の発電所では技術者が適当な間隔をおいてその発電所に出向き、発電所の管理及

び機器の操作をすればよく、発電所の起動なども技術者が確認して行いますが、それ以外はす

べて無人自動運転で、もし万一異常があれば自動停止するシステムにすれば、省力化を図るこ

とができます。 
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水車・発電機・変圧器・配電盤などの電気設備に関する定期的な巡視や点検の標準的な回数

は次のとおりです。 

① 月に２回巡回し、異常の有無を監視する。 

② ２～３年に１年停止・抜水して水車内外及び電気機器の詳細な点検を行う。 

③ ５～10 年に１回程度発電設備をオーバーホールする。 

 

電気設備の巡回時には、音・温度・色・振動・匂いなどによって異常を察知します。また、

油もれなどは、河川などの汚染につながりますので、早期発見に努める必要がります。 

詳細点検時には必要に応じてパッキン類などの交換を、また、オーバーホール時にはランナ

等の補修を事前に計画して実施します。 

電気設備の維持管理業務は、メーカーに委託しているケースが大半です。更に、電気主任技

術者についても外部に委託しているケースも多く見受けられます。日常の巡視点検業務あるい

は主任技術者の業務はさほど多くはないので、直営の有資格者に点検業務を兼務してもらうか、

あるいは外部委託する主任技術者に点検業務も兼務してもらうことにより、維持管理費用のコ

ストダウンを図ることができます。 

自家用水力発電設備では、維持管理のために日常の巡回点検や定期点検で、設備の状態を把

握しておく必要があります。その一方で、自家用水力発電設備(自家用電気工作物)の場合には、

電気事業法により、経済産業大臣が事務所等の事業場に立ち入り、電気工作物、帳簿、書類そ

の他の物件の立ち入り検査を行いますので、日頃から帳簿類、書類などの整理を行っておく必

要があります。 

 

10.6 送配電設備の維持管理 

送配電設備には架空式と地中式があり、方式によって維持管理の内容が異なりますが、定期

的な巡回及び点検の他、異常事態発生時には必ず臨時点検を行います。 

架空式の場合には、台風による損傷・塩害・地すべり・土砂崩壊・雪崩による倒壊・落雷に

よる被害・山間部での雑草の繁茂や風による被害などが発生します。地中式では地すべりや土

砂崩壊などによる被害や小動物などによる被害があります。 

したがって、定期的な巡回及び点検の他、異常事態発生時には必ず臨時点検が必要です。 

また、地中式の場合には常時目視することが不可能ですので、年に数回絶縁抵抗の測定など

を行って状況確認することが必要です。 

送配電設備の定期的な巡視や点検の標準的な回数は電気設備に準じます。 
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11．開発効果 

水力発電に関する評価方法として、建設単価法とＣ／Ｖ法が従来から用いられてきました。

建設単価法は、発電所の出力(kW)当たりの建設費あるいは発電電力量(kWh)当たりの建設費によ

って評価する考え方です。また、Ｃ／Ｖ法は、水力発電所の経費（Ｃ：Cost）を、水力発電所

の代わりに火力発電所を建設した場合に要する経費を便益（Ｖ：Value）とし、その比によって

経済性を評価する考え方です。 

これらの評価方法は、既存の発電所との比較においては効果的ですが、ハイドロバレー計画

のように自家消費型の発電計画の経済的な位置付けを把握するための手法として十分とはいえ

ません。 

このため、ハイドロバレー計画における開発効果の確認は、従来の評価手法だけではなく、

「キャッシュフロー」による発電計画の収支予想を行うこととします。 

 

11.1 建設単価法 

個別の電源の経済性を厳密に求めるには、その発電所から生まれる電力の発電原価を検討し

ますが、水力の場合、その年間経費のほとんどは資本費であり、計画地点が異なっても経費率

に大差はないので、計画段階での経済性の比較は建設単価法で行うのが便宜的です。しかし、

水力発電所の総合耐用年数は個々に異なり、機器費用の総工事費に占める割合の大きいもので

は耐用年数が短くなり、それによって原価が高騰する特性は考慮しておくべきです。 

建設単価法には、出力（kW）当たりの建設単価と、発電電力量（kWh）当たりの建設単価の２

種類があります。出力当たりの建設単価は、 

最大出力（kW）

建設費（円）
単価（円/kW）＝出力（kW）当り建設  

で求められ、貯水池、調整池式のようなものは、kW 当たり建設単価が安いことが要求されます。

特に大規模水力の開発の決定に当たっては、代替火力の kW 当たりの建設単価が見合いとされま

す。この建設単価が重視されるような計画では設備利用率が小さくなります。 

一方、年間可能発電電力量（kWh）当たりの建設単価は、 

kWh）年間可能発電電力量（

建設費（円）
kWh）＝当たり建設単価（円/発電電力量（kWh）  

で求められ、これに経費率を乗ずるだけで原価が速算できることから、計画段階では一般水力

の経済性の概略を簡便に示す指標として最もよく用いられているものです。これは、原価主義

による電気料金と密接な関係を持つ評価手法といえますが、水力の kW 需給バランスへの貢献度

が全く入っておらず、単に輸入エネルギーの代替としての観点でしか評価されないので、使用

の際には留意する必要があります。 
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11.2 費用便益法（Ｃ／Ｖ法） 

水力発電所に関する評価法の一つとして、従来から用いられているＣ／Ｖ法は、水力発電所

の年経費（Ｃ：Cost）を、水力発電所の代わりに火力発電所を建設した場合に要する経費を便

益（Ｖ：Value）とし、その比によって経済性を評価する考え方です。便益（Ｖ）は、 

便益（Ｖ）＝kW 価値（水力の有効出力×基準火力の kW 当たり固定費） 

＋kWh 価値（水力の有効電力量×基準火力の kWh 当たり可変費） 

で求められます。 

一方、年経費（Ｃ）はひとつひとつの項目について積み上げることになりますが、大略水力

は総建設費の８～12％程度、火力は固定費のみで 15～17％程度であり、それに燃料費が加算さ

れます。 

  算出した経費（Ｃ）と便益（Ｖ）の比、すなわちＣ／Ｖ≦１であれば、基準火力に対して計

画水力地点が等価ないしは優れた経済性を有していることになり、Ｃ／Ｖ＞１ならば基準火力

より経済性が劣るという判断になります。 

ハイドロバレー計画の場合も同様の考え方を適用することは可能ですが、一般の水力と異な

り規模が小さいこともあって、必ずしも単純な便益のみを考えるのは適切ではありません。 

 

11.3 キャッシュフロー（発電計画収支予想） 

キャッシュフローとは、ある一定の会計期間における現金の収入と支出の関係を計算して財

務評価を行うものです。 

ハイドロバレー計画は、地方公共団体（市町村等）が開発主体となって進める地域振興のた

めの水力開発ですが、積極的に開発に取り組もうとしても経済的位置づけが不確かでは計画が

進展せず、意欲も湧かないものです。具体的には、投下する資金がいつの時点で回収されるの

か、毎年いくらの利益の発生が見込めるのか、耐用年数の間で収支はバランスするのか等々、

計画地点の経済的位置づけを明確に把握することが重要となります。 

ハイドロバレー計画におけるキャッシュフローは、発電所建設の収支計画（予想）計算と発

電所建設後の収支計画（予想）計算を行い、それぞれの収支の累計により算定します。発電所

建設の収支累計よりも建設後の収支累計が大きくなった時が、発電所建設費を回収したことを

表します。この発電所建設費を回収するまでの期間が短いほど開発効果があることを示してい

ます。また、単年度のキャッシュフロー（収益）が多いほど経済性に優れることを示します。 

 

11.3.1 発電所建設の収支計画 

発電所建設の収支計画は、発電所建設費の財源計画と発電所建設による一般財源の支出計

画からなります。 
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発電所建設費の財源計画は、補助の対象となる工事と対象にならない工事の工事費の区分

け、補助金額の算出、起債額と市費の算出を行います。また、発電所工事が複数年に亘る場

合には、補助金、起債、市費の支出の年度分け計画を行います。 

一般財源の支出計画は、建設工事費のうち市費の分の支出計画(建設時の財源)と、起債の

償還計画を行います。各年度の建設時の財源と起債償還額の合計が、各年度における一般財

源必要額となります。起債のうち地方交付税が算入されるものを用いた場合には、起債償還

計画において各年度の地方交付税算入額を算出します。一般財源必要額から交付税算入額を

差引いた額が実質の一般財源差額となり、この額を毎年度累計していきます。 

 

11.3.2 発電所建設後の収支計画 

発電所建設後の収支計画は、各年度の発電所建設による電気料金効果額を収入、発電所の

運転管理に必要な維持管理費を支出として収入相当額を算出し、毎年度累計していきます。 

(1) 発電所建設による電気料金効果額の算出 

発電所建設による電気料金効果額は、発電所を建設しないで需要施設が現在電力会社に支

払っている電気料金を収入とみなし、発電所を建設したことによる不足電力時の購入電気料

金を支出、余剰電力の売電料金を収入として、収支を計算したものです。 

発電所を建設しないで需要施設が電力会社に支払っている電気料金を収入とみなすのは、

電力会社から購入していた電力を、発電所を建設したことにより電気料金を支払わなくなる

ため、実質的な収入と見なされるからです。 

 (2) 発電所の運転管理に必要な維持管理費の算出 

維持管理費は、「７．開発計画」で求めた年経費を基に算出します。水力発電所を開発す

る事業者が市町村の場合は、年経費をそのまま維持管理費(運転経費)として使用できます。 

ただし、市町村以外の事業者が資本費を考慮する場合は、年経費のうち減価償却費等の非

キャッシュ項目の扱いを調整する必要があります。 

一般に減価償却費は、損益勘定においては費用として計上しますが、現金支出を伴わない

ことからキャッシュフロー計算には含めません。また、金利は発電所建設の収支計画で既に

計上していますので、維持管理費には再度計上する必要はありません。 

したがって収入相当額を算出する場合は、いったん年経費として控除した減価償却費と金

利を加え直し、その存在を相殺する必要があります。 

図11.3.1と図11.3.2にキャッシュフロー計算における年経費の対象項目と、収入相当額の

算出方法を示します。 
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（年 経 費）               （キャシュフローにおける維持管理費） 

 

 

 

 

  収入相当額 ＝ 発電所建設による電気料金効果額 － 年経費    

 

図11.3.1 年経費対象項目と収入相当額（市町村の場合） 

 

 

（年 経 費）                

（キャシュフローにおける維持管理費） 

 

 

 

 

 

 収入相当額 ＝ 電気料金効果額 － 年経費 ＋ 減価償却費 ＋ 金利  

 

図11.3.2 年経費対象項目と収入相当額（市町村以外の場合） 

 

 

11.3.3 キャッシュフロー計算 

(1) キャッシュフローの計算方法 

キャッシュフローの計算は、「７．開発計画」で需給バランスを考慮して立案した最適規

模の発電諸元に基づいて算定します。 

表11.3.1と表11.3.2にキャッシュフローの計算様式を示します。表中の記載内容・項目に

ついては、事業者の実態に応じて調整して下さい。 

なお、最終的に適用する補助率が「７．開発計画」の表7.3.4と大きく異なる場合は、経

費率を個別に算出する必要があります。 

 

 

 

 

 

 人 件 費 

直接費 修 繕 費 

 その他経費 

間接費 一般管理費 

人 件 費 

修 繕 費 

その他経費 

一般管理費 
※項目の調整なし

 減価償却費 

資本費 金   利 

 固定資産税 

 人 件 費 

直接費 修 繕 費 

 その他経費 

間接費 一般管理費 

固定資産税 

人 件 費 

修 繕 費 

その他経費 

一般管理費 
※項目の調整が必要
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表11.3.1 キャッシュフロー計算表（市町村の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
（
発
電
計
画
収
支
予
想
）
　
　
　
　
　
【
国
庫
補
助
率
　
　
％
＋
市
債
　
　
％
（
　
　
債
充
当
率
　
　
％
）
】

ケ
ー
ス
N
o
.：

条
件
：
最
大
使
用
水
量
Q=
　
　
m
3
/
s
、
最
大
出
力
P
=　
　
k
W
、
需
要
=
　
　
k
W

（単
位
：
千
円
）

維
持
管
理
費

(A
）
(B
)=
(A
)×
　
%
(C
)×
　
%
(C
)×
　
%

①
②
(a
)=
Σ
①
～
②
(b
)
(D
)=
(a
)-
(b
)
Σ
(D
)

(ｃ
)

(d
）

(E
)=
(ｃ
）
-
(d
)

Σ
(E
)

(D
)-
(E
)
Σ
(D
)-
Σ
(E
)

建
設
期
間
：
　
年

2
1
　
発
電
所
運
開
後
　
経
過
年
数

3
2

4
3

5
4

6
5

7
6

8
7

9
8

10
9

11
10

12
11

13
12

14
13

15
14

16
15

17
16

18
17

19
18

20
19

21
20

22
21

23
22

24
23

25
24

26
25

27
26

28
27

29
28

30
29

31
30

32
31

33
32

34
33

35
34

36
35

37
36

38
37

39
38

40
39

41
40
発
電
所
耐
用
年
数
　
　
4
0年

【備
　
考
】

※
１
：初
年
度
の
建
設
費
総
額
の
欄
の
上
段
値
：補
助
、
下
段
値
：補
助
対
象
外
（送
電
線
費
用
を
含
む
）

※
２
：償
還
条
件
：起
債
償
還
は
翌
年
か
ら
開
始
し
、
　
　
年
据
置
、
　
　
年
元
利
均
等
償
還
、
年
利
　
　
％
と
す
る
。

※
３
：年
経
費
は
、
人
件
費
、
修
繕
費
、
そ
の
他
経
費
、
一
般
管
理
費
と
す
る
。

※
４
：
契
約
電
気
種
別
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
す
る
。

※
５
：売
電
単
価
は
、
　
円
/k
W
hと
想
定
す
る
。

購
入

電
気
料
金
(b
)

（
ｃ
）
(d
)=
（
ｃ
）
-
(b
)

施
設
年
間
支
払

電
気
料
金
(a
）

発
電
所
を
建
設

し
な
い
場
合

(現
　
状
）

発
電
所
建
設
に
よ
る

電
気
料
金
効
果

(a
)+
(d
)

年
　
度

1
1

一
般
財
源
内
訳

発
電
所
建
設
の
収
支
計
画

発
電
所
建
設
後
の
収
支
計
画

収
入
相
当
額

備
　
　
　
考

発
電
所
建
設
費

回
収
年
数
計
算

実
質
年
間

総
経
費

同
左
の
累
計

年
経
費

交
付
税

算
入
額

実
質
一
般

財
源
差
額

の
累
計

起
債

建
設
費

の
総
額

町
費

(C
)=
(A
)×
　
%

財
源
内
訳

国
　
　
　
庫

補
助
金
額

発
電
所
を
建
設
し
た
場
合

(自
家
発
電
に
よ
り
施
設
電
力
供
給
）

売
電
料
金
電
気
料
金
差
額

町
費
建
設
時

の
財
源
起
　
債
償
還
額
計

発
電
所
建
設

に
よ
る

電
気
料
金

効
果
額

一
般
財
源
必
要
額

実
質
一
般

財
源
差
額

起
債
し
な
い
場
合
、

必
要
な
し

起
債
し
な
い
場
合
、

必
要
な
し

起
債
し
な
い
場
合
、
交
付
税
算

入
が
な
い
場
合
、
必
要
な
し

建
設
費
の
う
ち
、
上
段
値
は
補
助
、
下
段
値

は
補
助
対
象
外
（送
電
線
費
用
を
含
む
）
を

記
入

維
持
管
理
費
と
し
て

は
年
経
費
と
同
じ

実
質
一
般
財
源
差
額
の
累
計
が
収
入

相
当
額
の
累
計
を
上
回
っ
た
時
点
が

発
電
所
建
設
費
を
回
収
し
た
年
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表11.3.2 キャッシュフロー計算表（市町村以外の場合） 

 

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
（
発
電
計
画
収
支
予
想
）
　
　
　
　
　
【
国
庫
補
助
率
　
　
％
＋
団
体
費
　
　
％
】

ケ
ー
ス
N
o
.：

条
件
：
最
大
使
用
水
量
Q
=
　
　
m3
/
s
、
最
大
出
力
P
=
　
　
kW
、
需
要
=
　
　
k
W

（単
位
：
千
円
）

(A
）
(B
)=
(A
)×
　
%
(C
)=
(A
)×
　
%
①

②
(a
)=
Σ
①
～
②
(D
)=
(a
)
Σ
(D
)

(b
)

(c
）

(d
）

(e
)
(E
)=
(b
）
-
[(
c
)-
(d
)-
(e
) ]
Σ
(E
)

(D
)-
(E
)
Σ
(D
)-
Σ
(E
)

建
設
期
間
：
　
年

2
1
　
発
電
所
運
開
後
　
経
過
年
数

3
2

4
3

5
4

6
5

7
6

8
7

9
8

10
9

11
10

12
11

13
12

14
13

15
14

16
15

17
16

18
17

19
18

20
19

21
20

22
21

23
22

24
23

25
24

26
25

27
26

28
27

29
28

30
29

31
30

32
31

33
32

34
33

35
34

36
35

37
36

38
37

39
38

40
39

41
40
発
電
所
耐
用
年
数
　
　
4
0
年

【
備
　
考
】

※
１
：初
年
度
の
建
設
費
総
額
の
欄
の
上
段
値
：補
助
、
下
段
値
：補
助
対
象
外
（
送
電
線
費
用
を
含
む
）

※
２
：年
経
費
は
、
減
価
償
却
費
、
金
利
、
固
定
資
産
税
、
人
件
費
、
修
繕
費
、
そ
の
他
経
費
、
一
般
管
理
費
と
す
る
。

※
３
：
契
約
電
気
種
別
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
す
る
。

※
４
：売
電
単
価
は
、
　
円
/k
W
h
と
想
定
す
る
。

購
入
売
電
料
金

電
気
料
金
(b
)

（
ｃ
）

(d
)=
（ｃ
）
-
(b
)

年
　
度

1
1

一
般
財
源
内
訳

発
電
所
建
設
の
収
支
計
画

発
電
所
建
設
後
の
収
支
計
画

維
持
管
理
費

金
利
収
入
相
当
額

備
　
　
　
考

発
電
所
建
設
費

回
収
年
数
計
算

実
質
年
間

総
経
費

同
左
の
累
計

実
質
一
般

財
源
差
額

の
累
計

減
価
償
却
費

年
経
費

建
設
費
の
総
額

財
源
内
訳

国
　
　
　
庫

補
助
金
額
団
体
費
建
設
時
の
財
源
返
済
額

(金
利
込
み
)
計

発
電
所
建
設

に
よ
る

電
気
料
金

効
果
額

一
般
財
源
必
要
額

実
質
一
般

財
源
差
額

発
電
所
建
設
に
よ
る

電
気
料
金
効
果

(a
)+
(d
)

電
気
料
金
差
額

発
電
所
を
建
設
し
た
場
合

(自
家
発
電
に
よ
り
施
設
電
力
供
給
）

(a
）

電
気
料
金

発
電
所
を
建
設

し
な
い
場
合

(現
　
状
）

施
設
年
間
支
払

減
価
償
却
費
は
、
実
際
は
現
金
支
出
を
伴

わ
な
い
こ
と
か
ら
ｷ
ｬ
ｯ
ｼ
ｭﾌ
ﾛ
ｰ
に
は
含
め
な

い
た
め
、
年
経
費
と
し
て
控
除
し
た
分
を
加

え
直
す

金
利
は
発
電
所
建
設
の
収
支
計
画
の
う
ち
返

済
額
（金
利
込
み
）に
含
ま
れ
て
お
り
、
重
複
を

避
け
る
た
め
、
年
経
費
と
し
て
控
除
し
た
分
を

加
え
直
す

建
設
費
の
う
ち
、
上
段
値
は
補
助
、
下
段

値
は
補
助
対
象
外
（
送
電
線
費
用
を
含

む
）を
記
入

実
質
一
般
財
源
差
額
の
累
計
が
収
入

相
当
額
の
累
計
を
上
回
っ
た
時
点
が

発
電
所
建
設
費
を
回
収
し
た
年
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(2) 経費率の見直し 

「７．開発計画」における年経費の算出においては、その統一化・簡素化を図るため、標

準的な率を採用することとしてきました。 

しかしながら、ハイドロバレー計画で行う水力開発はいわゆる小水力の領域であり、経済

性を得るためには既存の施設をできる限り利用し建設費の抑制に努めるとともに、年経費す

なわち発電所を運営・管理していく費用を抑える工夫をする必要もあります。 

水力発電所は安定した運転を継続しますので、常に無人で運転を行い、事務所などから遠

方監視を行うことが可能です。そこで、例えば発電所の運転は職員が兼務で行い、水力発電

所の経費で人件費を計上せずに年経費を下げることが可能です。また、発電所の運転には、

電気主任技術者やダム・水路主任技術者の有資格者が必要ですが、これも職員の中に有資格

者がいれば、発電所の主任技術者を兼務することにより、その他経費（外部委託費）を抑え

ることが可能です。 

したがって、具体的な計画段階においては、現実的な運営・管理方法を考慮して経費率を

見直し、より良いハイドロバレー計画を策定することが肝要です。 

 

11.3.4 発電所建設後の収支結果 

発電所建設の収入計画における実質一般財源差額から、発電所建設後の収支計画の収入相

当額を差引いたものが、発電所を建設したことによる実質の年間総経費となります。 

また、実質一般財源差額の累計は支出の累計、収入相当額の累計は収入の累計ですので、

実質一般財源差額の累計から収入相当額の累計を差引いた値がマイナスになった時点が、す

なわち収入累計が支出累計を上回ったことを意味し、発電所建設費を回収したことを示しま

す。 

 

 



- 12-1 - 

12．諸手続き 

本ガイドブックに記載した内容にしたがって概略検討を行い、ハイドロバレー計画が可能か

否かの見極めをつけ、可能であると判断した場合、次のステップで計画を進めて行きます。 

① 専門家の調査・計画・設計によって最終計画案としてまとめ、確認した後実行に

移します。 

② 隣接市町村に影響がある場合や民有地を導水路などが通る場合、内水面漁業権が

設定されている場合などは、開発計画に協力が得られるよう関係者への説明を行い

ます。 

③ 発電事業として実施する場合、電気事業法に基づく手続きが必要な場合もありま

す。また取水や、河川域内に取水設備を設置することに関しては、河川法に基づく

手続きが必要です。 

④ 電力会社の配電線と連系する場合には、電力会社との間で系統連系に関する申

請・協議が必要となります。 

⑤ 助成制度を利用する場合には、関係機関との協議及び申請が必要です。 

 

12.1 関係者への説明 

ハイドロバレー計画は地域の活性化を目的としたものであり、当然のことでありますが地元

全体の賛同のもとに推進しなければなりません。 

(1) 近隣市町村等への説明 

市町村または農業協同組合などが、その地域内において水力開発計画を進める場合は比較

的問題が少ないと考えられますが、その地域外に影響を及ぼすような場合には、近隣の市町

村にも十分理解を求めなければなりません。各種の現地調査のために現地に立ち入る段階で

は、市町村当局や地区自治会等と接触し、同意を得ておくことが望ましいと考えられます。 

(2) 地権者への説明 

水路や発電所の計画地などに地権者がいる場合は地権者と用地買収交渉開始を、また用地

が国有林の場合には所管の森林管理署と国有林野法及び森林法に基づく手続きについて事前

打ち合わせを行う必要があります。 

河川に漁業権が設定されている場合には漁業協同組合などと漁業補償交渉を開始する必要

があります。 
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12.2 都道府県や各省への説明・協議 

許認可申請及び建設事業に関して、都道府県の土木部（国有地関係）・農林部（保安林・内水

面漁業・農地関係）・環境部（水質保全関係）・企画部（開発・総合開発調査関係）などへ説明

し理解と協力を得る必要があります。 

地方の経済産業局には、事前に計画内容を説明し指導を受けておくことが望ましいと考えら

れます。 

一級河川の場合は国土交通省の河川(国道)事務所及び地方整備局へ、二級河川の場合は県の

土木事務所(土木現業所)及び県(土木部等、関係部室)へ、また、準用河川については市町村関

係機関へ内容説明を行い河川維持流量、河川工作物の位置や設計などについて事前に審査を受

けなければなりません。また、自然公園法の適用区域については環境庁の指導を受ける必要が

あります。 

 

12.3 電力会社への説明 

電力会社の送配電線に接続する計画では、電力会社と協議を重ね、工事計画を作成するまで

に仮契約を結ぶ必要があります。 

 

12.4 許認可手続き 

水力発電を行う場合の主要な許認可手続きは、電気事業法及び河川法による手続きです。ま

た、自然公園法等他の関係法規に関する手続きが必要となる場合には、関係機関と協議の上、

併せてこれを行う必要があります。 

小水力発電の場合は、環境影響評価についての法的な手続きは必要ありませんが、自主的に

環境影響について調査し、適切な時点で地域住民等に内容を説明し、十分な理解を得ることが

望ましいと考えられます。更に、電力会社の送配電線と接続し、発電電力を売電、又は買電す

る場合は、関係電力会社と協議し、電力受給契約を締結する必要があります。 

図 12.4.1 は、水力発電導入に関する主な許認可手続きの流れを示します。また、水力発電開

発に関連する主な法規として、以下のものが揚げられます。 

【関係法規】 

① 電気事業法（経済産業省） 

② 河 川 法（国土交通省） 

③ その他法令 

自然公園法、自然環境保全法、鳥獣保護及び狩猟に関する法律、文化財保護法、

土地収用法、農地法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、国有林野法、

水産資源保護法、国土利用計画法、国有財産法、砂防法、地すべり防止法等。 
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図 12.4.1 水力発電導入における許認可手続きの流れ 
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12.4.1 電気事業法 

電気事業法は、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することにより公共の安全を確保

し、また、環境の保全を図ることを目的としたものです。 

電気事業法上の電気工作物は、図 12.4.2 に示すように電気工作物を事業用電気工作物と一

般用電気工作物とに区分され、更に事業用電気工作物は電気事業用電気工作物と自家用電気

工作物とに区分されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12.4.2 電気工作物と事業者の関係 

 

水力発電の開発を地方公共団体が行う場合、自家用発電設置者になるケースが大半ですの

で、下記に示す法令に従いそれぞれの電気工作物に応じた保安体制の確立や工事計画の届出

が求められます。 

 

① 法 第 39 条（事業用電気工作物の維持） 

事業者は自主保安体制の整備を図るため、常に技術基準に定めるところに従い、

電気工作物を正常な状態に維持しておかなければならない。 

② 法 第 42 条（保安規程） 

電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安確保のため、保安規程を作成し届

出なければならない。 

電
気
工
作
物 

事業用電気工作物 

一般用電気工作物 

電気事業の 
用に供する 
電気工作物 

自 家 用 
電気工作物 

電気事業者 
 
･一般電気事業者（電力会社） 
･卸電気事業者 
･特定電気事業者 
･特定規模電気事業者 

 

･卸供給事業者（公営、その他

卸供給事業者） 
･自家用電気工作物を設置す 
る者（自家用発電設置者） 

水力発電設備 
 

出力 10kW 未満※ 
 

※ダムを伴うものを除く 
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③ 法 第 43 条（主任技術者） 

電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行わせるため、主任技術

者を選任しなければならない。 

④ 法 第 48 条（工事計画の事前届出） 

電気工作物の設置又は変更の工事を行うものは、工事の計画を届出なければなら

ない。 

 
上記手続きの届出は、各地方経済産業局に対して行います。 

なお、一般用電気工作物（10kW 未満）の場合は、前述の①～④の手続きは不要です。表 12.4.1

に関連する法令に対する条文の概要を示します。 

 

表 12.4.1 電気事業法関連条文 

条  文 内    容 

法 第２条 

電 気 工 作 物 

発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設

置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工

作物をいう。 

法 第 38 条 

施 第 48 条 

電 気 工 作 物 の 区 分 

一般用電気工作物： 水力発電設備で出力 10kW 未満のもの

（ダムを伴うものは除く） 

事業用電気工作物： 一般用電気工作物以外の電気工作物

自家用電気工作物： 事業用電気工作物のうち電気事業用

以外のもの 

法 第 39 条 

事業用電気工作物の維持 

事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を経

済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなけれ

ばならない。 

法 第 42 条 

施 第 50 条 

保 安 規 程 の 届 出 

事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工

事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省

令に定めるところにより、保安規程を定め、事業用電気工作

物の使用の開始前に、経済産業大臣に届出なければならない。

法 第 43 条 

施 第 52 条 

主 任 技 術 者 の 選 任 

事業用電気工作物を設置する者は、事業用工作物の工事、

維持、運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令

で定めるところにより、電気及びダム水路主任技術者を選出

しなければならない。 

法 第 48 条 

施 第 65 条 

工事計画の事前届出 

事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、経済産

業省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を

経済産業大臣に届出なければならない。 
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12.4.2 河川法 

河川法は河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用さ

れ、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的

に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もって公共の安全を保持し、かつ、公

共の福祉を増進することを目的としています。 

 

水力発電所を設置する場合には、河川法に基づき水利権を取得する必要があります。水利

権とは、流水を特定の目的のために、排他的にまた継続的に占有する権利であり、河川法第

23 条（流水の占用の許可）により、河川管理者が許可を与えるものです。 

 

発電のための水利使用は「特定水利使用」と呼ばれ、一級河川、二級河川、準用河川に発

電所を設置する場合に対して、出力の大小に係わらず水利権の取得が必要となります。普通

河川の場合は河川法の適用は受けませんが、発電等、特定水利使用を行う場合には河川指定

を受けるよう行政指導されています。 

また、かんがい用水等水利権が取得済みの場合でも、目的が異なる発電用に利用する場合

には、新たに水利権の取得が必要となります。 

 

下記の法令は渓流水を利用した発電所設置の場合に許可が必要となるものであり、水利使

用に関する法律（法 第 23、24、26 条）、に加えて施工計画や設置の位置によって、更に法 

第 25、27、55、57 条の適用が必要である場合がありますが、個別の検討時にはどの法令の制

約を受けるかについて、河川管理者の指導を受けることが必要です。 

また、上水道、下水道、工場内水を利用した発電所設置の場合は、必ずしもこれらの法令

が適用されるとは限りません。 

① 法 第 23 条（流水の占用） 

② 法 第 24 条（土地の占用） 

③ 法 第 25 条（土石等の採取） 

④ 法 第 26 条（工作物の新築） 

⑤ 法 第 27 条（土地の掘削） 

⑥ 法 第 55 条（河川保全区域における行為の制限） 

⑦ 法 第 57 条（河川予定地における行為の制限） 

 

表 12.4.2 に関連する法令に対する条文の概要を示すとともに、図 12.4.3 に河川法申請の

手続きの流れを示します。 




